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第１章 総論 

 

 



 

 



 

１ 

第１章 総論                               

１ 計画策定の基本的考え方 

１－１ 計画策定の背景・目的 

近年、わが国では、人口減少社会の到来、少子高齢化の進行、情報化・グロ

ーバル化の進展など、社会構造が急激に変化しております。 

このような中、障害者に関わる環境や法制度についても大きな転換期を迎え

ています。 

国においては、「障害者の権利に関する条約」（障害者権利条約）批准に向け

て、必要な国内法の整備や障害者制度の集中的な改革を進め、平成２３年８月

には「障害者基本法」を改正し、平成２４年１０月には「障害者虐待の防止、

障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（障害者虐待防止法）が施行さ

れ、平成２５年４月には「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活を総合的

に支援するための法律」（障害者総合支援法）に改正し障害者の範囲に難病等

を追加するとともに、平成２８年４月には「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律」（障害者差別解消法）が施行されました。これらの法整備を

受け、平成２６年１月に障害者権利条約を締結（批准）しました。 

さらには、平成２８年５月に「障害者総合支援法」が改正され、障害者が自

ら望む地域生活を営むことができるよう「生活」と「就労」に関する支援の一

層の充実を図るとともに、「児童福祉法」の改正により、障害児支援のニーズ

の多様化にきめ細かく対応するための支援の充実を図ることとし、いずれも平

成３０年４月から全面施行される予定となっています。  

一方、本市では、障害のある人も障害のない人も普通に生活し活動できる社

会と地域の中で、その人らしく自立した生活ができるようなサービスが提供さ

れるまちづくりを目指して、様々な施策を展開してきました。しかしながら、

障害者権利条約や障害者差別解消法を踏まえ、障害に基づくあらゆる差別の禁

止や、障害者への合理的な配慮の提供が求められるなど、新たな課題にも取り

組む必要があります。 

こうした障害者を取り巻く環境の変化の中で、平成２５年３月に策定した

「徳島市障害者計画」及び平成２７年３月に策定した「徳島市障害福祉計画

（第４期）」の見直し時期をともに迎えました。 

本計画は、計画策定後の国の障害者施策の動向の変化、障害者のニーズの変

化等を踏まえるとともに、平成２９年３月に新たなまちづくりの指針として策

定された「徳島市まちづくり総合ビジョン」における「つなぐ」まち・とくし

まを目指す市政運営の中で、ノーマライゼーションとリハビリテーションを基

本理念として、共生社会の実現に向けて、新たな「徳島市障害者計画」及び

「徳島市障害福祉計画（第５期）」を策定するものです。 



 

２ 

１－２ 計画の性格 

「徳島市障害者計画」は、障害者基本法第１１条第３項の規定に基づき、徳

島市における障害者の状況等を踏まえ、障害者のための施策に関する基本的事

項を定めるものであり、今後の障害者施策について、福祉、保健・医療、教

育・療育、就労、生活環境など、総合的かつ計画的に推進するための基本計画

です。 

「徳島市障害福祉計画」は、障害者総合支援法第８８条の規定に基づき、徳

島市における障害福祉サービス等の提供体制の確保が計画的に図られるよう定

めるものです。 

また、平成２８年５月に可決成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の改

正（平成３０年４月全面施行予定）により、障害児のサービスに係る提供体制

の計画的な構築を推進するため、地方自治体において「障害児福祉計画」の策

定が義務づけられましたが、本市では、「障害児福祉計画」を「障害福祉計

画」と一体のものとして策定することとしています。 

本計画は、上位計画である「徳島市まちづくり総合ビジョン」「徳島市地域

福祉計画」など、障害者等の福祉に関する各計画と調和を保つものとします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳島市障害福祉計画 

障害福祉サービス及び障害児支援等の実施内容と必要な量

の見込みを定め、平成３２年度までの目標量、見込量の確保

のための方策等を明らかにすることを目的としています。 

○平成 32年度の目標値の設定 

・施設入所者の地域生活への移行 

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

・地域生活支援拠点等の整備 

・福祉施設から一般就労への移行 

・障害児支援の提供体制の整備 

○障害福祉サービス 

○障害児通所支援 

○地域生活支援事業（必須事業、任意事業） 

徳島市まちづくり総合ビジョン 

～「笑顔みちる水都 とくしま」を目指して～ 

徳島市地域福祉計画 

徳島市障害者計画 

障害のある人にかかわる施策の基本方向を分野ごとに明らかに

し、総合的かつ計画的な推進を図ることを目的としています。 

 



 

３ 

１－３ 障害者計画と障害福祉計画の一体性確保 

「障害者計画」は障害者基本法、また「障害福祉計画」は障害者総合支援法

と法的根拠は異なりますが、「障害者計画」は本市の障害者施策のマスタープ

ラン（基本計画）としての機能を果たす計画であり、一方「障害福祉計画」は、

「障害者計画」の中の生活支援における障害福祉サービス等に関する“３年間

の実施計画”として位置づけられます。 

このため、「障害者計画」と「障害福祉計画」は一体性が確保される必要が

あります。 

 

１－４ 各種計画との連携 

計画の策定にあたっては、平成２９年３月に策定された「徳島市まちづくり

総合ビジョン」をはじめ、他の関連計画との連携を図り、調和を保つものとし

ます。 

また、国の「障害者基本計画」や、県の「徳島県障がい者施策基本計画」、

「徳島県障がい福祉計画」と整合性を図りながら推進します。 

 

１－５ 計画の期間 

「障害者計画」と「障害福祉計画」の一体性を確保し、整合性を図るため、

新たな「障害者計画」は平成３０年度から平成３５年度までの６か年計画、

「障害福祉計画」は平成３０年度から平成３２年度までの３か年計画とします。 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 34 年度 35 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－６ 計画の進行管理 

計画の推進にあたっては、事業の調査・分析・評価を定期的に行い、「徳島

市障害者自立支援協議会」において、中間評価を行うなど、計画の適切な進行

管理を行うとともに、その結果を今後の計画推進に反映します。 

 

障害者計画 

計画期間： 

平成２４年度～２９年度 

障害者計画 

計画期間： 

平成３０年度～３５年度 

障害福祉計画 

第４期計画期間： 

平成２７年度～２９年度 

障害福祉計画 

第５期計画期間： 

平成３０年度～３２年度 



 

４ 

２ 計画の策定体制と策定方法 

２－１ 計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、障害者福祉関係者、学識経験者、当事者、公募

市民等からなる「徳島市障害者計画及び徳島市障害福祉計画策定市民会議」

（市民会議）を設置するとともに、「徳島市障害者自立支援協議会」を開催し、

幅広い意見の反映に努めました。 

また、庁内策定体制として「徳島市障害者計画及び徳島市障害福祉計画策定

委員会」を設置し、計画に盛り込む施策、サービス見込量等について検討を行

いました。 

 

２－２ 計画の策定方法 

本計画の策定にあたっては、市民の意見を反映させるため、「市民会議」を

設置し、多様なご意見を聴取いたしました。 

また、障害者のニーズを把握するとともに、障害福祉サービスなどの計画的

な基盤整備を進めるため、障害者及び市民を対象としたアンケート調査やパブ

リックコメントを実施し、障害者のニーズや市民の意見の反映に努めるととも

に、障害者に関する資料・データを整理分析し、計画策定の基礎資料としまし

た。 
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３ 障害者の現状 

３－１ 身体障害者の現状 

（１）身体障害者手帳所持者数（等級別）の推移 

平成 29 年度の身体障害者手帳の所持者数は 10,007 人で、平成 24 年度から

の 5年間で 42人（0.4％）減少していますが、ほぼ横ばいとなっています。 

障害の等級別にみると、1 級と 2 級を合わせた重度が半数近く占めていま

す。 

【身体障害者手帳所持者数（等級別）の推移】              （単位：人） 

 平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 
指数 

１ 級 2,746  2,799  2,841  2,859  2,866  2,932  107 

２ 級 1,987  1,953  1,922  1,902  1,852  1,857  93 

３ 級 1,698  1,715  1,703  1,690  1,670  1,664  98 

４ 級 2,281  2,305  2,306  2,327  2,314  2,284  100 

５ 級 605  584  579  593  588  592  98 

６ 級 732  734  712  707  697  678  93 

合 計 10,049  10,090  10,063  10,078  9,987  10,007  100 

（注） 1 各年度 4 月 1 日現在 

    2 指数は平成 24 年度を 100 とした場合の平成 29 年度の値 

 

【身体障害者手帳所持者の等級別構成比の推移】 
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６ 

 

（２）身体障害者手帳所持者数（部位別）の推移 

障害の種類別にみると、「肢体不自由」の占める割合が 48.5％と最も大き

く、次いで、「内部障害」（30.7％）、「聴覚・平衡機能障害」（11.7％）、

「視覚障害」（8.3％）、「音声･言語･そしゃく機能障害」（0.8％）と続いて

います。 

 

【身体障害者手帳所持者数（部位別）の推移】              （単位：人） 

 
平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 
指数 

視覚障害 917 889 852 839 830 829 90 

聴覚･平衡機能障害 1,234 1,225 1,190 1,187 1,198 1,171 95 

音声･言語･そしゃく 

機能障害 
76 79 79 81 75 84 111 

肢体不自由 5,038 5,059 5,057 5,024 4,882 4,854 96 

内部障害 2,784 2,838 2,885 2,947 3,002 3,069 110 

合 計 10,049  10,090  10,063  10,078  9,987  10,007  100 

（注） 1 各年度 4 月 1 日現在 

    2 指数は平成 24 年度を 100 とした場合の平成 29 年度の値 

 

【身体障害者手帳所持者の部位別構成比の推移】 
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（３）身体障害者手帳所持者数（年齢別）の推移 

平成 24 年度から平成 29 年度までの 5 年間で、身体障害児（18 歳未満）は

173 人から 28 人（16.2％）減少しています。また、身体障害者（18 歳以上）

も 9,876人から 14人（0.1％）減少しています。 

 

【身体障害者手帳所持者（年齢別）の推移】               （単位：人） 

 
平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 
指数 

18 歳未満 173 171 171 161 158 145 84 

18 歳以上 9,876 9,919 9,892 9,917 9,829 9,862 100 

合計 10,049 10,090 10,063 10,078 9,987 10,007 100 

（注） 1 各年度 4 月 1 日現在 

    2 指数は平成 24 年度を 100 とした場合の平成 29 年度の値 

 

【身体障害者手帳所持者の年齢別構成比の推移】 
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３－２ 知的障害者の現状 

（１）療育手帳所持者数（程度別）の推移 

平成 29年度の療育手帳の所持者数は 2,397人で、平成 24年度からの 5年間

で 464人（24.0％）増加しています。 

障害の程度別にみると、Ａ(重度)とＢ(中軽度)ともに人数は増加傾向にあり、

特にＢ(中軽度)は平成 24 年度からの 5 年間で 351 人（35.7％）増加していま

す。 

 

【療育手帳所持者数（程度別）の推移】                    （単位：人） 

 
平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 
指数 

Ａ（重度） 949 984 986 1,005 1,029 1,062 112 

Ｂ（中軽度） 984 1,007 1,067 1,157 1,243 1,335 136 

合計 1,933 1,991 2,053 2,162 2,272 2,397 124 

（注） 1 各年度 4 月 1 日現在 

    2 指数は平成 24 年度を 100 とした場合の平成 29 年度の値 

 

【療育手帳所持者の程度別構成比の推移】 
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（２）療育手帳所持者数（年齢別）の推移 

平成 24 年度から平成 29 年度までの 5 年間で、知的障害児（18 歳未満）は

542 人から 6 人（1.1％）増加しています。また、知的障害者（18 歳以上）も

1,391人から 458人（32.9％）増加しています。 

 

【療育手帳所持者数（年齢別）の推移】                      （単位：人） 

 
平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 
指数 

18 歳未満 542 526 543 564 578 548 101 

18 歳以上 1,391 1,465 1,510 1,598 1,694 1,849 133 

合計 1,933 1,991 2,053 2,162 2,272 2,397 124 

（注） 1 各年度 4 月 1 日現在 

    2 指数は平成 24 年度を 100 とした場合の平成 29 年度の値 

 

【療育手帳所持者数の年齢別構成比の推移】 
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３－３ 精神障害者の現状 

（１）精神障害者保健福祉手帳所持者数（等級別）の推移 

平成 29年度の精神障害者保健福祉手帳の所持者数は 1,855人で、平成 24年

度からの 5年間で 549人（42.0％）増加しています。 

障害の等級別にみると、3 級の軽度者の増加率が高いものとなっています。 

 

【精神障害者保健福祉手帳所持者数（等級別）の推移】          （単位：人） 

 
平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 
指数 

1 級（重度） 297 303 318 317 321 309 104 

2 級（中度） 698 711 747 764 853 915 131 

3 級（軽度） 311 378 434 503 587 631 203 

合計 1,306 1,392 1,499 1,584 1,761 1,855 142 

（注） 1 各年度 4 月 1 日現在 

    2 指数は平成 24 年度を 100 とした場合の平成 29 年度の値 

 

【精神障害者保健福祉手帳所持者の等級別構成比の推移】 
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３－４ 難病患者の現状 

（１）特定医療費（指定難病）受給者数の推移 

平成 29年度の特定医療費（指定難病）受給者数は 2,124人で、平成 24年度

からの 5年間で 410人（23.9％）増加しています。 

 

【特定医療費（指定難病）受給者数の推移】               （単位：人） 

 
平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 
指数 

医療給付対象者数 1,714 1,784 1,881 1,933 1,964 2,124 124 

（注） 1 各年度 4 月 1 日現在 

    2 指数は平成 24 年度を 100 とした場合の平成 29 年度の値 
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３－５ 障害福祉サービス受給者の現状 

（１）障害福祉サービス受給者数（障害者・障害児）の推移 

平成 28年度の障害福祉サービス受給者数は 2,779人で、平成 24年度からの

4 年間で、障害児（18 歳未満）は 14 人（7.7％）減少しており、障害者（18

歳以上）は 405人（18.3％）増加しています。 

 

【障害福祉サービス受給者数（障害者・障害児）の推移】         （単位：人） 

 
平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 
指数 

障害児（18 歳未満） 182 154 151 161 168 92 

障害者（18 歳以上） 2,206 2,401 2,425 2,548 2,611 118 

合計 2,388 2,555 2,576 2,709 2,779 116 

（注） 1 各年度 3 月 31 日現在 

     2 指数は平成 24 年度を 100 とした場合の平成 28 年度の値 
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１３ 

 

（２）障害福祉サービス利用者数の推移 

平成 28年度の障害福祉サービス利用者数は 2,751人で、平成 24年度からの

4年間で、62人（2.3％）増加しています。 

 

【障害福祉サービス利用者数の推移】                  （単位：人） 

 
平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 
指数 

実利用者数 2,689 2,387 2,484 2,698 2,751 102 

（注） 1 各年度 4 月～3 月請求実績より算出 

2 平成 24 年度は、児童デイサービスの 3 月分を含む 

3 指数は平成 24 年度を 100 とした場合の平成 28 年度の値 
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３－６ 障害児通所支援受給者の現状 

（１）障害児通所支援受給者数の推移 

平成 28 年度の障害児通所支援受給者数は 1,118 人で、平成 24 年度からの 4

年間で、322人（40.5％）増加しています。 

 

【障害児通所支援受給者数の推移】                   （単位：人） 

 
平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 
指数 

受給者数 796 799 926 999 1,118 140 

（注） 1 各年度 3 月 31 日現在 

     2 指数は平成 24 年度を 100 とした場合の平成 28 年度の値 
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（２）障害児通所支援利用者数の推移 

平成 28 年度の障害児通所支援利用者数は 1,188 人で、平成 24 年度からの 4

年間で、482人（68.3％）増加しています。 

 

【障害児通所支援利用者数の推移】                   （単位：人） 

 
平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 
指数 

実利用者数 706 869 955 1,068 1,188 168 

（注） 1 各年度 4 月～3 月請求実績より算出 

2 指数は平成 24 年度を 100 とした場合の平成 28 年度の値 
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第２章 今後の障害者施策の基本的考え方 
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第２章 今後の障害者施策の基本的考え方            

１ 基本理念 

 

本市では、平成４年３月に策定された「徳島市障害福祉行動計画」以降、

「その人の障害がどのようなものであろうとも、人間の尊厳はいささかも損な

われるものではなく、その人格と生命は最大限に尊重されなければならない。

また、障害者が家族と共に地域社会の中に包括され、障害のあるなしにかかわ

らず、すべての人が“ともに生きる”社会の形成ということが、障害者福祉の

あり方の基本である。」との考え方を基調とし、国、県の計画の基本的考え方

の整合性を図り、「ノーマライゼーション」と、「リハビリテーション」を基本

理念として障害者福祉を推進してきました。 

新たな計画を策定するにあたっても、こうした趣旨を継承するとともに、障

害者基本法の理念を踏まえ、だれもが「障害の有無によって分け隔てられるこ

となく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」を目指し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノーマライゼーション 

障害者や高齢者等社会参加に制約がある人々も当然に包含するものが、通常の

社会であるとの認識をさらに浸透させ、そのままのあるがままを、お互いに認め

合い、支え合いながら、すべての人が同等の権利を享受し生活できるノーマライ

ゼーションの社会の実現を目指します。 

 

リハビリテーション 

障害者が、残された力を最大限に活かし、障害を補う力を身につけ、自立した

生活を送れるよう、身体的機能の回復・維持のための医学的リハビリテーション

にとどまらず、心理的、社会的分野など、様々な分野のリハビリテーションをさ

らに充実し、障害者が、基本的人権を享受するかけがえのない個人として尊重さ

れ、その人らしく生きられるよう全人間的復権を図ります。 

共 生 社 会 

リハビリテーション ノーマライゼーション 
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２ 計画の視点 

 

基本理念に基づき、計画策定にあたり、次の３つを視点とします。 

 

視点１ 的確なニーズ把握と利用者主体の支援 

障害の重度化、障害者の高齢化、現行の障害者施策の対象となっていない

障害種別の増加など多様化する障害に対応するためには、障害の特性に応じ

た施策を展開する必要があります。具体的な支援の提供も、障害者の性別、

年齢、障害の状態や生活の実態を踏まえた対応が求められています。 

また、様々な心理的・社会的支援によって、障害者が自らの力を自覚して

行動し、自分の人生の主人公となれるよう、生活や環境を構築していくこと

が必要です。 

 

視点２ 社会的障壁の除去と合理的配慮の提供 

共生社会を実現するためには、障害者にとって日常生活又は社会生活を営

む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念などを含むソ

フト・ハード両面にわたってバリアフリー化を推進する必要があります。社

会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その負

担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮を提供することが地域社会に

求められます。 

 

視点３ 総合的かつ効果的な施策の推進 

様々な社会資源を有機的に組み合わせ、活用することにより、持続可能な

制度を構築するとともに、必要な支援が、地域全体の理解・協力のもとで受

けることができるよう、公的機関だけでなく、民間団体等から提供されるサ

ービスや支援を含め、利用者を中心に総合的かつ効果的に支援が提供される

仕組みを構築していくことが必要です。 
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３ 基本課題 

 

基本理念・計画の視点を踏まえて、次の３つの基本課題を設定し、障害者施

策を推進します。 

 

基本課題１ 障害者の福祉に関する相談機能の充実 

障害者が自らサービスを選択し、自らの生活環境を構築するために前提と

なる相談機能の充実や権利擁護の推進を図るとともに、各種社会福祉サービ

スを着実に進める必要があります。 

 

基本課題２ 障害者の就労促進 

福祉的就労利用の推進と障害者の雇用機会の確保と拡大による職業的自立

を促進し、経済的な安定を図るとともに、創作的活動及び生産活動の機会や、

社会との交流ができる場所の提供が必要です。 

 

基本課題３ 障害者が暮らしやすい環境づくり 

障害者の身体機能や生活方法に適した住まいの確保、バリアフリーに対応

した暮らしやすい住まいの普及・改善を推進するとともに、グループホー

ム・福祉ホームの利用推進を図ります。また、地域での見守り体制の構築、

きめ細やかな防災・防犯対策の推進など、ハード・ソフト両面の対策が必要

です。地域社会のすべての人が、障害者に対する正しい理解と認識を深めら

れるよう、啓発・広報活動等に取り組む必要があります。 
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第３章 障害者計画施策体系                         
 

基本課題 施策群 施 策 

１ 障害者の

福祉に関す

る相談機能

の充実 

1-1 相談機能の充実  (1) 相談支援事業の充実  

1-2 差別の解消、権利擁

護の推進及び虐待の

防止 

(1) 障害を理由とする差別の解消の推進 

(2) 権利擁護の推進 

(3) 虐待の防止 

1-3 障害福祉サービスの

充実 

(1) 訪問系サービスの充実 

(2) 日中活動系サービスの充実 

(3) 生活支援の推進 

(4) 適切な施設サービスの推進 

1-4 経済的負担の軽減 
(1) 医療費負担の軽減 

(2) 手当・年金の給付 

1-5 障害の軽減への支援 (1) 福祉用具の普及促進と利用支援 

1-6 障害児支援の推進 

(1) 早期療育の充実 

(2) 障害児保育の充実 

(3) 特別支援教育の充実 

(4) ライフステージに応じた相談支援体

制の整備 

1-7 情報提供の充実  

(1) 行政情報のアクセシビリティの向上 

(2) 意思疎通支援の充実 

(3) 障害者施策・制度の周知 

２ 障害者の

就労促進 

2-1 福祉的就労の支援 

(1) 福祉的就労の場の充実 

(2) 福祉的就労の底上げ 

(3) 障害者就労施設等からの優先調達の

推進 

2-2 就労への支援 

(1) 一般就労の拡大 

(2) 雇用・就労の支援 

(3) 生業の援助 

2-3 障害者団体等の支援 
(1) 障害者団体等の活動基盤に対する支

援 

３ 障害者が

暮らしやす

い環境づく

り 

3-1 住居の確保・改善へ

の支援 

(1) 住宅の確保・改善 

(2) 居住支援サービスの充実 

3-2 生活環境のユニバー

サルデザイン化の推

進 

(1) 住宅、建築物等のバリアフリー化の

推進 

(2) 歩行空間・公共交通機関のバリアフ

リー化の推進 

3-3 安全安心の確保 

(1) 防災、防犯対策の推進 

(2) 見守りネットワークの充実 

(3) 外出時の安全確保 

3-4 健康づくりの推進 

(1) 障害の早期発見・早期療育の推進 

(2) 障害の要因となる疾病等の予防 

(3) 保健事業の推進 

3-5 社会参加の促進 

(1) 芸術・文化・余暇活動の振興 

(2) スポーツ・レクリエーションの振興 

(3) 生涯学習の推進 

(4) 参加手段の確保と参加機会の拡大 

(5) ボランティア活動の推進 

3-6 啓発・広報の推進 
(1) 啓発・広報活動の充実 

(2) 福祉教育等の推進 
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第４章 障害者計画の各論                         

１ 障害者の福祉に関する相談機能の充実 

１－１ 相談機能の充実 

◆ 現状と課題 ◆ 

障害者が住み慣れた地域で安心して生活を送るためには、障害者やその家族

が適切なサービスを利用できるよう、身近な相談支援体制の整備をはじめ、

様々な障害特性に応じた相談対応の基盤の拡充が必要であり、障害者の地域移

行を進めるうえでも、相談支援は大変重要なものとなっています。 

本市では、相談支援事業として、障害者とその家族からの相談を受けるとと

もに、障害福祉サービスの利用援助・情報提供及び権利擁護のために必要な援

助を行っています。また、当事者団体に対し相談業務の委託をするとともに、

身体障害者相談員・知的障害者相談員を地域に配置し、当事者の立場から相談

支援を行うなど相談機能の充実を図っています。 

しかしながら、近年、全般的に相談件数は増加傾向にあり、発達障害に関す

る延べ相談件数については、他の障害と比較して顕著な伸びが見受けられます。

相談支援内容も多様化し、障害者の様々なニーズに対応していく必要があると

同時に、高齢化に伴う障害の増加も見込まれる中、高齢者や障害者を一体とな

って地域で支える地域包括ケアシステムを踏まえた、相談支援体制の一層の充

実を図る必要があります。 

また、長期入院精神障害者等の地域移行や地域定着を促進していくためには、

総合的・専門的な相談支援、相談支援従事者の人材育成を実施していくととも

に、保健・医療・福祉関係者が連携を密に行い、情報共有や協議する場を設け

ることが必要となります。 

 

◆ 施策展開 ◆ 

（１）相談支援事業の充実 

【施策の方向】 

障害者やその家族が、身近なところで総合的な相談支援が受けられるとと

もに、生活実態に応じた障害福祉サービス等を提供するため、相談機能の充

実を図ります。 

また、障害者の地域生活や地域の相談支援体制をバックアップする徳島市

障害者自立支援協議会の機能の充実を図るとともに、地域の相談支援体制の

整備を進めます。 
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【主な取組内容】 

① 一般相談事業 

障害者の福祉に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言、障害福祉

サービスの利用等の支援を行うとともに、虐待の防止、その早期発見のた

めの関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な支

援の充実を図ります。 

② 計画相談支援・障害児相談支援 

障害者又は障害児の自立した生活を支え、障害者又は障害児の抱える課

題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントの手法により

きめ細かく支援するため、地域の特定相談支援事業所・障害児相談支援事

業所において、対象者に対しサービス等利用計画を作成します。 

③ 地域相談支援 

障害者支援施設等に入所している障害者や精神科病院に入院している精

神障害者の住居の確保、地域生活へ移行するための支援を行う「地域移行

支援」と地域移行後居宅において単身生活する障害者について、常時の連

絡体制を確保し、緊急の事態等における支援を行う「地域定着支援」を関

係機関と連携しながら行います。 

④ ピアカウンセリングの実施 

身体障害、知的障害、精神障害の各障害者団体の相談窓口で、当事者の

立場から、障害者に対する情報提供や相談支援を実施します。 

⑤ 身体障害者相談員・知的障害者相談員による相談支援 

身体障害者相談員・知的障害者相談員を地域に配置し、身近なところで

の相談に応じたり、家庭訪問等の実施により、ニーズの掘り起こしや行政

との連絡調整を行います。 

⑥ 障害者自立支援協議会の機能充実 

一般相談事業の中立性・公平性を確保する観点から行う、一般相談支援

事業者の取組評価、困難事例への対応に関する協議・調整、地域の関係機

関によるネットワークの構築に向けた協議、地域の社会資源のあり方に関

する意見交換等を行うこと、また、地域の実情に応じた役割を担うための

専門部会の設置を図るなど、相談支援体制を充実するとともに、障害福祉

計画を策定・変更する場合の意見聴取機関として機能強化を図ります。 

⑦ 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築に向けた協議の場の

設置 

精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすること

ができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加、教育等が包括

的に確保された地域包括ケアシステムの構築に向け、保健・医療・福祉関

係者による協議の場を設置し、連携による支援体制を構築します。 

 



 

２１ 

 

⑧ 基幹相談支援センターの設置 

障害の種別や各種ニーズに対応する総合的・専門的相談、相談支援従事

者の人材育成、相談支援事業者への専門的助言指導、地域移行・地域定着

支援の推進、権利擁護等を行う、基幹相談支援センターの設置に向けた検

討を進めます。 

⑨ 地域生活支援拠点等の整備 

障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者や障害児が住

み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるよう、相談、体験の機

会、緊急時の受け入れや対応など、様々な支援を切れ目なく提供できる仕

組みとして、地域生活支援拠点等の整備を推進します。また、整備手法と

しては、複数機関が役割を分担する面的な体制整備を行います。 

⑩ 専門的職員の養成・確保 

一層専門化する障害者福祉分野の相談やサービス利用調整、権利擁護等

に適切に対応できるようにするため、本市の障害者福祉に従事する職員に

ついて、保健師・社会福祉士等専門的職員の確保・配置に努めます。 

また、障害者からの相談等に的確に対応できるよう、関係する本市職員

の資質向上を図るため、各種の専門的な研修の受講を積極的に進めます。 

⑪ 発達障害に関する相談支援体制の強化 

発達障害者支援法では、発達障害を早期に発見し、発達支援に取り組み、

切れ目のない支援が行われること、また、発達障害者の自立及び社会参加

のための生活全般にわたる支援を図ることとされています。さらに、障害

の有無によって分け隔てられることなく、地域で生活することが明記され

ており、本市においても、近年増加傾向にある発達障害に関する相談につ

いて、支援体制及び関係機関との連携の充実を図るよう努めます。 
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１－２ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

◆ 現状と課題 ◆ 

障害者権利条約では、障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の

固有の尊厳の尊重を促進するため、障害者の権利を実現するための措置等が規

定されています。 

同条約の締結に向けて、障害者基本法の改正や障害者虐待防止法、障害者総

合支援法及び障害者差別解消法の制定など、国内関係法が整備され、障害者の

人権尊重や権利擁護に対するさらなる取組が求められています。 

こうしたことから、障害を理由とした不当な「差別の禁止」とともに、「合

理的配慮」について、行政などの公共機関が率先して取り組んでいく必要があ

ります。「差別の禁止」、「合理的配慮」についての普及啓発を推進するととも

に、障害者に対する相談体制の整備に取り組むなど、「合理的配慮」に基づく

施策展開を推進します。 

さらに、障害者の権利を守るうえで、成年後見制度などの権利擁護の仕組み

は大きな役割を果たすものであるため、制度の普及啓発とともに、制度の利用

支援等の充実を図る必要があります。 

また、障害者への虐待は、障害者に対する深刻な権利侵害であり、障害者の

尊厳を守り、地域生活を支えていくために、障害者虐待の防止に取り組むとと

もに、関係機関が連携し、障害者虐待に迅速かつ適切に対応できる体制の充実

を図る必要があります。 

 

◆ 施策展開 ◆ 

（１）障害を理由とする差別の解消の推進 

【施策の方向】 

社会における障害を理由とする差別の解消を進めるため、障害者差別解消

法に基づき、障害者に対する相談体制の整備や、国・地方公共団体・民間事

業者による障害を理由とする不当な差別的取り扱いの禁止、障害者に対する

必要かつ合理的な配慮の提供に必要な支援を行います。 

【主な取組内容】 

①  相談・紛争防止の体制の整備 

障害者に対する差別の相談や紛争を防止するために、障害者差別に関す

る相談に対応するとともに、さらなる関係機関との連携の整備・強化を行

います。 
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② 啓発・理解促進の推進 

障害者差別解消法の意義や趣旨を踏まえ、障害を理由とした不当な「差

別の禁止」や「合理的配慮の必要性」など、障害や障害のある人への正し

い理解と認識を広めるため、講演会や研修等の開催、本市の広報誌やホー

ムページ、パンフレットなど様々な媒体を活用して、一層の浸透に向けた

市民への周知とともに、職員の意識向上を図ります。 

 

（２）権利擁護の推進 

【施策の方向】 

知的障害又は精神障害により判断能力が不十分な障害者に対して、ノーマ

ライゼーションや自己決定権の尊重等の理念と、本人保護の理念との調和の

観点から権利侵害の防止に向け、成年後見制度の利用促進に取り組みます。 

また、地域における権利擁護体制の強化に向け、関連制度の周知を図り、

さらなる利用促進の充実を行うとともに、福祉サービスの利用に際しての苦

情解決についても関係機関と連携を図ります。 

【主な取組内容】 

① 成年後見制度利用支援事業 

障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用

であると認められる障害者に対し、成年後見制度の申立てに要する経費や

後見人等の報酬を補助します。 

また、知的障害者福祉法及び精神保健福祉法に基づいて、その福祉を図

るため特に必要があると認められる場合は、市長が後見等開始の審判の申

立てをします。 

② 権利擁護等支援事業 

成年後見支援センターにおいて、成年後見に関する相談業務や研修会に

よる普及啓発および利用促進を行い、権利侵害等の予防や救済を図ります。 

また、後見人等の人材・法人の確保が重要であることから、法人後見の

受任にも取り組むことによって、成年後見の利用促進の充実を図ります。 

③ 日常生活自立支援事業 

徳島県社会福祉協議会から委託を受け、徳島市社会福祉協議会では、知

的障害者・精神障害者等のうち判断能力が不十分な人について、契約に基

づいて、福祉サービスの利用に関する援助や金銭管理などを行い、障害者

等が地域において、自立した生活が送れるよう支援しています。 
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④ 権利擁護の広報の推進 

障害者の権利擁護と障害者に対する理解を促進するため、障害者虐待や

成年後見制度等権利擁護にかかわる事業・制度・関係機関を積極的に広報

します。 

⑤ 苦情解決体制の推進 

福祉サービスの利用に関して、各事業所における苦情解決の仕組みの整

備を推進するとともに、徳島県社会福祉協議会に設置されている運営適正

化委員会との連携を図り、福祉サービスの質の向上を図ります。 

 

（３）虐待の防止 

【施策の方向】 

障害者虐待防止法に基づき、障害者虐待対応窓口を設置し相談対応を行う

とともに、障害者虐待を防止するため関係機関との連携体制を強化し、障害

者虐待に関する広報・啓発活動を行います。 

【主な取組内容】 

① 障害者虐待防止対策支援 

障害者の虐待の防止と虐待を受けた障害者へ迅速かつ適切に対応するた

め、障害者虐待防止センターを設置し、虐待に関する通報や相談を２４時

間体制で受付し対応します。また、必要と判断された場合には、障害者を

一時的に障害者施設等に保護するために措置を実施します。 

② 関係機関との連携・体制の整備 

地域における障害者虐待の防止、障害者を擁護する者に対する適切な支

援を行うため、保健・福祉・警察・権利擁護等の関係機関や民間団体等と

の連携に向けた情報共有等を目的に徳島市障害者虐待防止ネットワーク連

絡会議を設置しています。今後も連携強化に取り組み、さらに児童虐待防

止ネットワーク、高齢者虐待防止ネットワークとの連携を推進します。 

③ 啓発・理解促進の推進 

講演会や研修等の開催や本市の広報誌、ホームページやパンフレットな

ど様々な媒体を活用して市民や職員等への周知に努めます。 
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１－３ 障害福祉サービスの充実 

◆ 現状と課題 ◆ 

障害者のニーズがますます多様化していく中、その多様なニーズに対応し、

障害者が豊かな地域生活を送れるようにするためには、利用者が自ら選択し、

適切に利用できるサービスの量的・質的な充実や生活支援体制の整備など、サ

ービス提供体制の充実を図る必要があります。 

特に障害の重度化・重複化や障害者・介護者の高齢化等に対応するためには、

重度障害者や医療的ケアが必要な障害者等が利用できる在宅サービス（訪問系

サービス、日中活動系サービス、地域生活支援事業等）の充実を図る必要があ

ります。 

また、障害特性やライフステージに応じたケアの体制として、障害者支援施

設は大きな役割を果たしており、障害者の多様なニーズに応じた施設サービス

の充実が求められています。適切なサービスの提供を見極めながら、施設にお

いては生活の質を重視した処遇の充実に努めるとともに、各種在宅サービスを

提供する拠点確保の観点から、在宅の障害者やその家族の生活を支援する機能

を充実する必要があります。 

難病患者等に関する障害福祉サービス等の提供に当たっては、難病等の特性

に配慮した円滑な対応が行えるよう体制を整備し、医療的ケアを要する障害児

もまた、適切な支援を受けられるよう保健・医療・福祉等の連携促進が重要と

されています。 

地域の実情に応じた、障害福祉サービスを補完するサービスの提供も必要で

す。共生社会の実現に向けて、障害者が、住みなれた地域で生活を続けていく

ためには、個々の障害者のニーズに応じたサービスを整備し、確保することも

必要です。 

 

◆ 施策展開 ◆ 

（１）訪問系サービスの充実 

【施策の方向】 

障害者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、必要な訪問系サービスに係る給付を行います。 

【主な取組内容】 

① 訪問系サービスの充実 

障害者が自らの能力を活かし、在宅で自立した生活が送れることを目指

して、訪問系サービスが十分提供されるようサービスの充実を推進すると

ともに、サービスの質の向上を促進します。 

＜訪問系サービスの内容＞ 

居宅介護（ホームヘルプ）、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害

者等包括支援 
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（２）日中活動系サービスの充実 

【施策の方向】 

障害者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、必要な日中活動系サービスに係る給付を行います。 

【主な取組内容】 

① 日中活動系サービスの充実 

障害者が地域と交流し、自立した生活を送ることを促進するため、日中

活動の機会の充実を図ります。 

＜日中活動系サービスの内容＞ 

生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、療養

介護、短期入所 

 

（３）生活支援の推進 

【施策の方向】 

主な介護を担うことが多い家族の高齢化が進むなど障害者を取り巻く生活

の環境が変化している中で、障害者が地域において自立し、安定した生活を

送れるよう、緊急時・災害時の対応を含め、日常生活の維持・向上に必要な

支援・介護者の生活の質の向上に必要な支援を行います。 

【主な取組内容】 

① 日中一時支援事業の充実 

知的障害者や障害児で、日中、介護する人がいないため、一時的に見守

りが必要な場合に、施設などで活動の場を提供し、見守りや社会に適応す

るための日常的な訓練等の支援を行います。 

② 心身障害者等短期入所の充実 

家族が疾病等の理由で急きょ、心身障害者等を介護することが困難にな

った家庭を対象に、心身障害者等が一時的に障害者支援施設等に入所する

ことで、在宅での生活を支援します。 

③ 更生訓練費の給付 

就労移行支援事業、自立訓練事業の利用者を対象に、職能訓練等を受け

るために必要な文房具、参考図書等を購入する費用又は通所に要する費用

を給付し、社会参加の促進を図ります。 

④ 緊急通報装置の貸与 

緊急時における迅速かつ適切な対応をとるために、緊急通報装置を貸与

し、障害者の不安を解消し、生活の安全安心を確保します。 

⑤ 身体障害者福祉電話の貸与 

緊急連絡の手段を確保するため、福祉電話を貸与するとともに、利用者

の安否確認や各種相談を行います。 
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（４）適切な施設サービスの推進 

【施策の方向】 

これまでの２４時間を通した施設での生活から、地域と交わる暮らしへの

移行を目指すという観点から施設サービスを位置づけ、適切な施設サービス

を提供します。 

また、やむを得ない事由があり、他に障害者本人の援助などを行うことが

できない場合には措置を実施し、障害者の生活と安全の確保を図ります。 

【主な取組内容】 

① 施設入所支援 

施設に入所する障害者に、主として夜間に入浴、排泄、食事などの介護

や、生活などに関する相談、助言その他の必要な日常生活上の支援を行い

ます。 

② 障害者支援施設措置 

重度の障害者で自分ではサービスの申請ができず、介護する人もいない

場合など、やむを得ない事由により介護給付費・訓練等給付費の支給を受

けることが著しく困難であると認められる場合は、措置を実施します。 
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１－４ 経済的負担の軽減 

◆ 現状と課題 ◆ 

障害の重複化及び障害者本人やその介護者の高齢化、医学的管理を必要とす

る人の増加、さらに、原因がいまだ不明で治療方法が確立されていない難病や、

治療が長期にわたる小児慢性特定疾病など、障害者やその家族の医療・介護等

に係る経済的負担は大きなものがあります。そのため、障害者が地域社会で自

立した生活を営むためには、経済的負担の軽減が必要となります。 

こうしたことから、医療費の助成による負担軽減や特別児童扶養手当をはじ

めとした各種手当の支給を行うことにより、所得保障の充実を図るなど、経済

的な支援をする必要があります。 

 

◆ 施策展開 ◆ 

（１）医療費負担の軽減 

【施策の方向】 

障害者の障害の除去や軽減を図る自立支援医療（更生医療・育成医療）や、

重度の障害者を対象とした重度心身障害者医療費助成制度などにより、医療

費支出の経済的負担の軽減を図ります。また、自立支援医療（精神通院医

療）により、精神障害者の通院医療費の経済的負担の軽減を図ります。 

【主な取組内容】 

① 重度心身障害者医療費の助成 

重度心身障害者に、医療費の一部を助成することにより、重度心身障害

者の保健の向上と福祉の増進を図ります。 

② 自立支援医療（更生医療）の給付 

１８歳以上の身体障害者手帳所持者を対象として、障害の除去・軽減、

機能の回復等を行うことにより、その日常生活能力、社会生活能力又は職

業能力を回復、向上、獲得することを目的とした手術などの医療を指定医

療機関で受ける場合に、医療費の一部を公費で負担します。 

③ 自立支援医療（育成医療）の給付 

障害児（将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含みます。）を

対象として、その身体障害の除去、軽減、機能の回復等を行うことにより、

日常生活能力、社会生活能力・職業能力を回復、向上、獲得することを目

的とした手術などの医療を指定医療機関で受ける場合に、医療費の一部を

公費で負担します。 

④ 自立支援医療（精神通院医療） 

精神疾患により継続的に通院を要する人を対象として、指定医療機関に

おける通院医療費の一部を公費で負担します。 
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⑤ 子ども医療費の助成 

子どもに対する医療費の一部をその保護者に助成することにより、その

疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図り

ます。 

⑥ 未熟児養育医療の給付 

心身機能が未熟で疾病にかかりやすい未熟児に対して、指定療養医療機

関において、必要な医療の給付を行います。 

 

（２）手当・年金の給付 

【施策の方向】 

特別児童扶養手当等の各種手当制度や障害基礎年金等の年金制度により、

障害者の生活基盤の基本となる所得の保障に努めます。 

【主な取組内容】 

① 特別児童扶養手当の給付 

常に介護を必要とする程度である２０歳未満の障害児を家庭で養育して

いる父母または父母に代わってその児童を養育している人に対して手当の

給付を行います。 

② 障害児福祉手当・特別障害者手当の給付 

在宅重度障害者で日常生活において常時介護を必要とする障害者に対し

て手当の給付を行います。 

③ 障害基礎年金の給付 

国民年金加入中の傷病で障害が残ったとき、２０歳前の傷病により障害

が残ったときに支給要件に該当した場合に年金の給付を行います。 
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１－５ 障害の軽減への支援 

◆ 現状と課題 ◆ 

障害がある人にとって日常生活を送るうえで、身体の機能を補完、日常生活

上の困難を改善することができる補装具や日常生活用具を利用することは、障

害の軽減を図ったり、その残存能力を十分活用することにつながるため、障害

者自身の社会参加や自立のため欠かせないものとなっており、福祉用具の果た

す役割が重要となっています。 

 

◆ 施策展開 ◆ 

（１）福祉用具の普及促進と利用支援 

【施策の方向】 

補装具・日常生活用具の給付制度について周知の徹底を進め、障害を原因

とする生活のしづらさを軽減し、日常生活をより安心して過ごせるように支

援します。 

【主な取組内容】 

① 身体障害者等への補装具の給付 

身体障害者又は難病患者に、失われた身体機能を補完・代替するための

用具である補装具の購入又は修理に要する費用の一部を支援するとともに、

成長に伴い短期間で取り替える必要がある障害児等に対し、借受けによる

ことが適当である場合に補装具の一部を貸与し、身体障害者の職業その他

日常生活の質の向上を図ります。 

② 障害者等への日常生活用具の給付 

重度の障害者又は難病患者に、自立生活を支援するための日常生活用具

を給付し、日常生活の質の向上を図ります。 

③ 小児慢性特定疾病児への日常生活用具の給付 

小児慢性特定疾病児に、特殊寝台等の日常生活用具を給付し、日常生活

の質の向上を図ります。 

④ 軽度・中等度難聴児補聴器の給付 

身体障害者手帳の交付の対象にならない軽度・中等度の難聴児に、補聴

器の購入に要する費用を一部支援し、難聴児の日常生活の質の向上を図り

ます。 
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１－６ 障害児支援の推進 

◆ 現状と課題 ◆  

障害児支援は、家庭に生活の基盤を置きながら療育する環境を整えていくこ

とが重要であるという考えに立ち、その成長段階に応じて、障害児及びその家

族のニーズを的確に把握し、対応していくことが重要です。 

そのためには、早期発見を担う母子保健活動等との連携はもちろん、療育相

談、療育支援や教育相談機能の充実により、障害児を持つ家庭の子育てに対す

る不安や悩みを軽減し、障害の受容や障害に対するサポート等相談体制を充実

していくとともに、医療的ケアが必要な障害児の支援を含め、早期に療育する

体制を充実する必要があります。 

特に、乳幼児期の障害については、発達の遅れか否かの判断など、医療機関

をはじめとする関係機関との連携により、個人の特性に応じたきめ細やかな支

援を継続的に行っていくことが必要です。 

また、障害児の教育は、障害児の成長段階に応じ、乳幼児期から学校卒業ま

で一貫した教育を展開する必要があります。 

そのためには、障害児及びその保護者に対する相談支援体制を充実させると

ともに、障害児の能力・適正や障害の程度に応じた教育が、効果的に実施でき

るよう、施設及び設備を適切に整備する必要があります。 

国において、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築に

向けた特別支援教育推進の取組が進められており、こうした動向を踏まえ、特

別支援教育の取組をさらに展開し、合理的配慮の提供や基礎的環境整備の充実

についての推進が求められています。 

 

◆ 施策展開 ◆ 

（１）早期療育の充実 

【施策の方向】 

保健・医療・福祉の密接な連携のもとに、障害の早期発見、相談、指導、

通園・通所、さらに教育へといった流れがスムーズに行われるよう、地域に

おける早期療育の充実を図ります。 

【主な取組内容】 

① 障害児通所支援の充実 

障害児が、身近な地域で支援が受けられるとともに、障害特性に応じた

専門的な支援が提供されるよう、児童発達支援・放課後等デイサービス・

保育所等訪問支援等の障害児通所支援の提供について、障害児相談支援事

業者等関係機関と連携し、早期支援の体制を整備するとともに、個々の障

害児に応じた支援を充実します。 
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② 医療的ケア児支援のための体制の整備 

医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、保健、医療、障害福祉、

保育、教育等の関係機関等が連携を図り、地域における課題の整理や地域

資源の開発等を行いながら、支援のための協議の場を設置します。また、

総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支援を調整するコーディネ

ーターを配置し、総合的かつ包括的な支援の提供を行います。 

③ 発達障害児支援体制の整備 

発達障害を早期に発見し、発達支援を行うため、保健、福祉、教育、医

療及び労働などの各関係部門・機関が緊密に連携し、個々の発達障害の状

態に応じたきめ細かな支援体制の整備を行います。 

 

（２）障害児保育の充実 

【施策の方向】 

障害児それぞれの能力・可能性を最大限に伸ばせるよう、保育体制の充実

と保育士等の研修による資質の向上等を促進し、障害児保育の充実を図りま

す。 

【主な取組内容】 

① 保育環境の充実 

集団保育が可能で日々通所できる障害児の受け入れを促進できるよう、

必要な保育環境の充実に努めます。 

② 保育体制の充実 

保育所への障害児の受け入れ体制の充実を図るため、保育士の障害児保

育の技術向上等を目的とした特別支援教育巡回相談員による障害児保育巡

回指導や研修会の開催の充実に努め、保育士の資質の向上に努めます。 

③ 学童保育の充実 

学童保育クラブへの障害児の受け入れを円滑に行うため、施設の改善や

指導員の増員を支援します。 

 

（３）特別支援教育の充実 

【施策の方向】 

特別な支援を必要とする幼児・児童生徒が自立と社会参加による充実した

人生を送れるよう、就学の奨励や、特別支援学級等必要に応じた多様な学び

の場の確保、教職員等の研修による指導力の向上を図り、それぞれの能力・

可能性を最大限に伸ばす教育を目指します。 
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【主な取組内容】 

① 就学支援体制の充実 

幼児・児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な学びの場や必

要な支援についての調査や相談を行います。また、特別支援学級への就学

を奨励するため、就学に必要な経費を支給することにより保護者の経済的

負担を軽減します。 

② 施設、設備の充実 

特別な支援を必要とする幼児・児童生徒の学習活動や学校（園）生活を

支援するため、施設、設備の改善等教育環境の充実に努めます。 

③ 教職員研修の充実 

幼児・児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、生活や学習上の困難

を改善又は克服するための教育を行うために、すべての教職員を対象に、

「インクルーシブ教育システム」「合理的配慮の理解と提供」等について

専門的知識のある講師を招いた研修会を開催し、指導力の向上を図ります。 

④ 一貫した教育的支援の充実 

特別な支援を必要とする子ども及び保護者に対して、幼児期から学校卒

業まで一貫した教育的支援を行うため、特別支援連携協議会において教

育・医療・関係機関等及び保護者との連携を図り支援体制の整備などを検

討するとともに、引き継ぎシートや個別の教育支援計画を活用し、幼児・

児童生徒一人一人の特性に応じた教育に取り組みます。 

⑤ 就学指導・教育相談の充実 

特別な支援を必要とする幼児・児童生徒に対して、一人一人の特性や教

育的ニーズに合った適切な相談・支援活動が行えるよう、発達障害支援相

談員や特別支援教育指導主事の派遣、特別支援教育相談チーム相談員によ

る訪問相談の実施などにより、就学指導・教育相談活動の充実に努めます。 

⑥ 交流及び共同学習の推進 

共生社会の形成に向けて、幼児・児童生徒の経験を広め、社会性を養い、

豊かな人間性を育むため、特別支援学級と幼・小・中・市立高等学校、特

別支援学級と通常の学級、障害者と幼児・児童生徒との間で行われる交流

及び共同学習を計画的・組織的に進めていきます。 

⑦ 特別支援教育における支援員などの派遣 

特別な支援を必要とする幼児・児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じ

た支援を行うために、学校支援助教員、学習支援ボランティア、学校支援

ボランティア及び学校要約筆記奉仕員の派遣に努めます。 
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（４）ライフステージに応じた相談支援体制の整備 

【施策の方向】 

発達障害を含む障害のある幼児・児童生徒に対する成人期までの相談支

援・発達支援・就労支援などの体制について、関係機関との連携を図り、相

談支援体制の充実に努めます。 

【主な取組内容】 

① 教育・保育・保健・福祉の連携によるライフステージに応じた支援体制

の整備 

障害児にかかわる教育・保育・保健など複雑に分かれた行政分野の中で、

障害児やその保護者が不安を抱えたまま孤立せず、将来に対して見通しを

もって支援を受けることができるよう、教育・保育・保健・福祉それぞれ

の分野が相互に連携しながら一人一人の障害児の乳児期から就労までのラ

イフステージに応じた相談支援体制を整備します。 

また、医療的ケアが必要な障害児が増加していることから、医療的ケア

が必要な児童が心身の状態に応じた適切な支援を受けられるよう、保健・

医療・福祉その他の関連分野との連絡調整のための体制整備を行うととも

に、医療的ケアに対応できる福祉サービスの確保にも取り組みます。 
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１－７ 情報提供の充実 

◆ 現状と課題 ◆ 

障害者福祉に関する法制度は常に変化しており、福祉サービスや障害者にか

かわる各種制度の利用方法や手続きが複雑になる中で、障害者とその家族等が

安心して必要な支援・サービスを利用できるよう、効果的な情報提供体制を整

備・改善していく必要があります。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保

健福祉手帳の交付や障害福祉サービス、手当・年金制度、税法上の優遇制度等

の障害者施策や制度について積極的な広報活動を展開し、周知徹底に努めると

ともに、障害者が必要な情報に円滑にアクセスできるよう、各種パンフレッ

ト・ホームページ等における読み上げ機能やふりがな機能など障害者に配慮し

た情報の提供も重要となります。 

情報が届かないために必要な支援・サービス等を利用できないということが

ないよう、障害種別や特性に配慮した多様な情報提供の手段を確保するととも

に、外出が難しい方や施設入所者、長期入院患者など情報が届きにくい方に情

報を届ける取り組みが必要です。 

 

◆ 施策展開 ◆ 

（１）行政情報のアクセシビリティの向上 

【施策の方向】 

現代社会において、情報へのアクセスは基本的な権利のひとつであり、障

害者の社会参加を促進するためにも、必要な情報を障害の特性に応じた適切

な方法で伝えることが大切です。 

障害者が円滑に情報を取得・利用し、その意思を表示し、意思疎通を図る

ことができるようにするため、情報の利用におけるバリアフリー化を推進し

ます。 

【主な取組内容】 

① 様々な媒体の活用 

どのような環境に暮らす人・障害特性のある人にも情報が行き届くよう、

本市ホームページ、新聞、広報紙、声の広報、パンフレット等様々な媒体

により周知に努めます。 

② 障害に応じた情報提供の充実 

障害者の自立した日常生活や社会生活を支援するため、福祉サービスの

内容・利用方法や相談機関などを冊子にとりまとめ、障害の特性に応じた

方法で情報を提供します。障害福祉課窓口においては、手話通訳者を配置

し、活字読み上げ装置、拡大読書器も設置しています。 
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また、視覚障害者に対する「声の広報」・「声のとくしま市議会だより」

及びテレビ広報「マイシティとくしま」における聴覚障害者に対する手話

挿入により、市政に対する理解を深めてもらうとともに、市民参加意欲の

啓発を図ります。 

加えて、本市ホームページについては、視覚障害者や聴覚障害者、高齢

者が快適に利用できるように、音声読み上げ機能や文字の表記サイズの拡

大機能、文字や画像の色の変更などができる機能などの充実を図っていま

すが、さらにアクセシビリティ・ユーザビリティの向上に努めます。 

さらに、在宅の視覚障害者には、点字版の家庭ごみ収集日程表の配布を

今後も続けるなど必要な情報の提供に努めます。 

 

（２）意思疎通支援の充実 

【施策の方向】 

障害者が自立し、社会参加できるよう、必要な情報コミュニケーション支

援体制の充実を図ります。 

【主な取組内容】 

① 意思疎通支援体制の充実 

障害者の意思疎通支援のひとつとして、手話通訳者・要約筆記者等の派

遣事業を推進します。 

また、障害福祉課窓口に、手話通訳のできる職員を配置するとともに、

視覚・聴覚障害者の情報支援機器を整備するなど、意思疎通支援体制の充

実に努めます。 

 

（３）障害者施策・制度の周知 

【施策の方向】 

障害者の生活の安定を確保するため、様々な障害者施策・諸手当制度・各

種年金の周知を十分に行い、該当者の制度活用を促進します。 

【主な取組内容】 

① 手帳の交付、各種手当制度、年金制度等の周知 

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付や障害福祉

サービス、心身障害者扶養共済、手当・年金制度等の障害施策や制度につ

いて広報・周知を行います。 

② 税法上の優遇制度、交通料金の割引制度の等の周知 

障害者等を対象に、各種税法上の優遇制度、交通料金の割引制度、障害

者控除対象者認定書の交付制度等の内容に関する広報・周知を行います。 
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基本課題１【目標指標】 

 

 

指標名 
平成 28年度 

実績 

平成 35年度 

目標 

相談支援事業延べ利用者（人） 29,364 38,000 

成年後見制度利用支援事業利用者（人） 7 12 

障害福祉サービス利用者（人） 3,939 4,690 

日常生活用具利用者（人） 

（排泄管理支援用具・住宅改修除く） 
171 196 

障害児通所支援事業利用者（人） 1,188 1,610 

手話通訳者・要約筆記者等派遣事業 

利用延べ時間（時間） 
650 710 
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２ 障害者の就労促進 

２－１ 福祉的就労の支援 

◆ 現状と課題 ◆ 

障害者が社会的に自立し、生きがいをもって人生を送るためには、就労も大

きな選択肢のひとつとなります。しかしながら、障害の重度化・重複化傾向な

どに伴い、就労の場の確保は緊急かつ重要な課題となっています。 

こうしたことから、雇用されることが難しい障害者が、就労の機会が得られ、

作業や必要な訓練が受けられる就労継続支援事業や地域活動支援センター等の

役割は重要となっており、今後も、その需要に応じた事業所の整備等を促進し

ていく必要があります。 

さらに、障害者優先調達推進法に基づき、本市が率先して、障害者就労施設

等からの物品等の調達を拡充していく必要があります。 

 

◆ 施策展開 ◆ 

（１）福祉的就労の場の充実 

【施策の方向】 

一般就労の困難な障害者の就労・訓練の場である地域活動支援センターや

障害者地域共同作業所への支援を行い、福祉的就労の場の充実を図ります。 

【主な取組内容】 

① 地域活動支援センターへの支援 

障害者を対象に、創作的活動、生産活動の機会や、社会との交流ができ

る場所を提供し、その活動を通じて地域生活支援を行うための施設である

地域活動支援センターの運営主体に、引き続き支援を行います。 

② 障害者地域共同作業所への支援 

障害者を対象に、作業訓練の場や働く場を提供し、その活動を通じて地

域生活支援を行うための施設である障害者地域共同作業所の運営主体に、

引き続き支援を行います。 

 

（２）福祉的就労の底上げ 

【施策の方向】 

生産活動の機会の提供や就労に必要な知識と能力の向上のための訓練等の

支援の充実を図ります。 
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【主な取組内容】 

① 障害福祉サービスにおける就労継続支援 

一般企業での就労が困難な障害者を対象に、生産活動の機会の提供や就

労に必要な知識と能力の向上のための訓練等の支援を行います。 

また、地域活動支援センターや障害者地域共同作業所等からの移行先と

して支援を行います。 

 

（３）障害者就労施設等からの優先調達の推進 

【施策の方向】 

障害者優先調達推進法に基づいて、障害者就労施設等からの調達推進に取

り組み、福祉的就労の工賃向上に努めます。 

【主な取組内容】 

①  物品等の優先調達の推進 

障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進により、障害者

就労施設等の受注の機会の増大を図るため、調達方針の策定、調達方針に

即した調達の実施、調達実績の概要の公表などに取り組みます。 

② 受注機会の増大を図る支援措置の実施 

障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るために、供給可能な物品等

を本市ホームページから情報発信を行うとともに、各種イベント等の販売

スペース等の確保に努めます。 
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２－２ 就労への支援 

◆ 現状と課題 ◆ 

障害者の社会参加や経済的自立において、就労は重要な役割を担っています。

障害者総合支援法においても、障害者への就労支援は大きな柱として位置づけ

られています。また、障害者雇用促進法の改正により、平成３０年４月から法

定雇用率の算定基礎に精神障害者を加えることが規定されました。 

しかしながら、障害者の雇用環境は、依然として厳しい状況にあります。そ

うした中、就労の促進を図るためには、障害特性を踏まえた雇用の体制を整備

することが求められています。また、福祉・教育・労働関係機関等との連携体

制を整備し、法定雇用率など、雇用促進に向けて企業等へ積極的な啓発を行な

うとともに、企業等における障害理解の促進や支援の充実を通じて、雇用の場

の拡大を推進していく必要があります。 

 

◆ 施策展開 ◆ 

（１）一般就労の拡大 

【施策の方向】 

徳島公共職業安定所や徳島障害者職業センター等との連携を図りながら、

企業等の障害者の就労に対する理解を深め、障害者の能力と適性に応じた就

労の場を確保します。 

【主な取組内容】 

① 関係機関との連携による就労支援 

就労を希望する障害者やその家族から相談があった場合には、徳島公共

職業安定所や徳島障害者職業センター等の機関を紹介します。これらの関

係機関と情報を共有し、共通認識をもって連携を図り、円滑な就職に向け

支援を行います。 

② 障害者雇用の促進 

障害者雇用促進法に基づいて、民間企業、地方公共団体において、障害

者の雇用の促進に対し、理解・協力を求めていきます。 

また、企業の経営者や従業員を対象として、社会的障壁の除去と合理的

配慮の提供を中心とした、障害者雇用についての啓発活動等を充実し、民

間企業等への就労機会や障害の特性に応じた多様な就労の場の確保、雇用

機会の拡大を図ります。 

 

（２）雇用・就労の支援 

【施策の方向】 

障害者の一般就労に必要な技術の習得や能力の向上を図り就労への支援

を行うとともに、障害者の雇用促進や雇用の場の確保に努めます。 
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【主な取組内容】 

① 障害福祉サービスにおける就労移行支援 

一般就労を希望する障害者を対象に、一定期間を定め、生産活動、職場

体験などの機会を提供するとともに、就労に必要な知識と能力の向上のた

めの訓練や求職活動に関する支援などを行います。 

② 障害福祉サービスにおける就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う

環境の変化により生活面の課題が生じている方を対象に、相談を通じて生

活面の課題を把握するとともに、関係機関等との連絡調整や課題解決に向

けて必要となる支援を行います。 

 

（３）生業の援助 

【施策の方向】 

障害者が生業を営む場合において、必要な資金の貸し付け等の援助を行い、

障害者の就労の支援を行います。 

【主な取組内容】 

①  生活福祉資金の貸付 

身体障害者、知的障害者、精神障害者の属する世帯等に対し、技能習得

に必要な経費や通勤の際に必要となる自動車の購入費などの生活福祉資金

貸付制度の申し込み手続きに関する業務を行っています。徳島県社会福祉

協議会が実施主体として、徳島市社会福祉協議会が窓口となっています。 
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２－３ 障害者団体等への支援  

◆ 現状と課題 ◆    

障害者の自立と社会参加を促進するためには、障害者やその家族が自立性や

積極性を持ち、自ら地域へ働きかけていく主体的な活動に取り組んでいく必要

があります。 

こうした中、当事者としての障害者団体等は、障害者の社会参加を積極的に

支援し、併せて障害者の生活課題をよく知る団体として、関係機関に対し提

言・要望を実施するなど、共生社会の実現に向けて、地域での大きな役割を果

たしています。 

また、団体自らが事業主体となり、障害者に対し、就労の場を提供するとと

もに、障害者やその家族、ボランティア、地域住民等が気軽に参加できる各種

イベント等を開催するなど、障害者の心豊かな暮らしと地域交流に寄与してい

ます。 

そのため、障害者団体等への支援を行うとともに、その自主的・主体的な活

動を積極的に促進していく必要があります。 

 

◆ 施策展開 ◆ 

（１）障害者団体等の活動基盤に対する支援 

【施策の方向】 

障害者の社会参加や就労を促進するため、障害者自らの主体性を尊重しつ

つ、自立と社会参加の役割を担う障害者団体の活動が活発に行われるよう、

各種団体への支援と団体相互の交流活動を支援します。また、障害者団体へ

の業務委託等を推進します。 

【主な取組内容】 

①  障害者団体の支援 

障害者の自立と社会参加を促進するため、障害者団体・家族会等の連携

を密にし、様々な事業展開の支援に努めます。 

② 障害者団体への業務委託等 

障害者の雇用・就労を支援するため、障害者団体に対し、本市の施設の

清掃業務、駐輪場整理を委託するとともに、本市の施設を貸与し、売店運

営等を行うことで、障害者団体への支援を行います。 

③ 自主グループ等の活動支援 

障害者が地域での活動やまちづくり活動など、様々な活動に参加できる

よう積極的に支援します。 
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基本課題２【目標指標】 

 

 

指標名 
平成 28年度 

実績 

平成 35年度 

目標 

地域活動支援センターの利用者（人） 268 340 

就労移行支援事業利用者（人） 78 150 
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３ 障害者が暮らしやすい環境づくり 

３－１ 住居の確保・改善への支援 

◆ 現状と課題 ◆ 

障害者が住み慣れた地域で安心し自立した生活を送るためには、日常生活の

拠点である住宅の確保や生活環境の整備を促進することが重要です。 

そのため、住宅改修や住宅改造への助成促進を積極的に図り、住宅の整備に

関する経済的負担の軽減を行うとともに、障害者向け公営住宅の確保をするな

ど、障害者にとって住みやすい住環境を整備する必要があります。 

また、重度の身体障害者、知的障害者、精神障害者の地域での自立生活を支

援するとともに、施設等から地域生活への移行における住まいの場として、グ

ループホームや福祉ホームの充実を図る必要があります。 

 

◆ 施策展開 ◆ 

（１）住居の確保・改善 

【施策の方向】 

障害者が地域で自立した生活を送れるよう、障害者の住まいの確保、バリ

アフリーに対応した暮らしやすい住まいの普及・改善を推進します。 

【主な取組内容】 

① 住宅改修・住宅改造の推進 

在宅の身体障害者等に、住宅の床段差の解消や手すりの設置など既存住

宅の改修・改造に要する費用の一部を助成し、障害者が安心して快適に暮

らせる住居の整備を促進します。 

② 市営住宅への優先入居 

住宅に困窮している障害者世帯に、市営住宅の空き住宅のうち、一部を

優先入居枠として設定し、住まいの確保を図ります。 

③ 住宅リフォーム支援 

住宅・住環境の向上と良好な住宅の長寿命化の促進を図るために、自己

の居住する住宅の修繕、補修、模様替え等の工事、住宅の耐久性を高める

工事、バリアフリー化工事、トイレの改善工事等の住宅リフォーム工事を

実施する場合にその経費の一部を支援します。 

④ 生活福祉資金（住宅資金）の貸付 

身体障害者、知的障害者、精神障害者の属する世帯等に、住宅の増改築、

補修等に際し、生活福祉資金貸付制度の申し込み手続きに関する業務を行

っています。実施主体は徳島県社会福祉協議会で、徳島市社会福祉協議会

が窓口となっています。 
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（２）居住支援サービスの充実 

【施策の方向】 

施設等へ入所している障害者が、安心して地域生活へ移行できるよう、グ

ループホーム・福祉ホーム等への利用を推進します。 

【主な取組内容】 

① グループホーム・福祉ホーム等の利用促進 

施設等へ入所している障害者が、安心して地域生活へ移行できるよう、

単身生活以外の選択肢として、グループホーム・福祉ホーム等への利用を

推進します。 
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３－２ 生活環境のユニバーサルデザイン化の推進 

◆ 現状と課題 ◆ 

障害者が住み慣れた地域で安心して生活し、社会活動に積極的に参加するた

めには、建物、道路、交通機関における物理的な障害を除去するなど障害者に

配慮したまちづくりを推進することが重要です。こうしたことから、障害者の

社会進出等への対応に向けて社会のバリアフリー化を「点」や「線」から

「面」に広げるために制定された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律」（バリアフリー新法）等に基づき、障害者を含む様々な人の活

動に配慮するユニバーサルデザインの視点に立ったまちづくりを積極的に展開

していく必要があります。 

また、障害者の自立と社会活動への参加を促進するためには、歩行空間や公

共交通機関の車両、駅舎、停留所、標識等も障害者に配慮した整備を促すとと

もに、歩行空間等のバリアフリー化を推進する必要があります。 

これを踏まえて、引き続きすべての人にバリアフリー化の必要性と重要性が

認識されるよう、教育活動や啓発活動を充実していくとともに、今後も継続し

て、車いす専用住宅の整備等障害者や高齢者に対応した市営住宅の整備や公共

施設や歩行空間・公共交通機関のバリアフリー化に取り組み、障害者の円滑な

利用に配慮した施設・居住環境の整備を推進していく必要があります。 

 

◆ 施策展開 ◆ 

（１）住宅、建築物等のバリアフリー化の推進 

【施策の方向】 

ユニバーサルデザインによるまちづくりを推進するために、住宅・建築物

のバリアフリー化を推進します。 

【主な取組内容】 

① 市営住宅の整備 

市営住宅を新たに整備する場合や改修する場合には、障害者、高齢者等

の利用に配慮した車いす専用住宅の整備や段差解消等のバリアフリー対応

を推進し、だれもが安心して快適に暮らせる市営住宅の整備に計画的に取

り組みます。 

② 公共施設の整備 

既存の本市の公共施設については、だれもが安全で安心して利用できる

よう施設のバリアフリー化を推進します。また、新築・大規模改修等を行

う場合には、ユニバーサルデザインの考え方に配慮します。 

③ 建築物等の整備 

一定規模以上の特定生活関連施設（社会福祉施設・医療施設・娯楽施

設・宿泊施設等）の建築等の際、ユニバーサルデザインの整備基準に適合

している事業者に対して、適合証を交付するなど、ユニバーサルデザイン

によるまちづくりを推進します。 
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（２）歩行空間・公共交通機関のバリアフリー化の推進 

【施策の方向】 

障害者や高齢者の移動の連続性、円滑性を高めるため、公共交通機関、歩

行空間等のバリアフリー化を推進します。 

【主な取組内容】 

① 道路のバリアフリー化事業 

これまで重点的にバリアフリー化を実施した箇所に接続する道路を中心

として、幅の広い歩道の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の改善、無電柱化、

視覚障害者誘導用ブロックの整備などに取り組み、バリアフリーに配慮し

た歩行空間の整備を行います。 
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３－３ 安全安心の確保 

◆ 現状と課題 ◆ 

東日本大震災や熊本地震などの教訓を踏まえ、近い将来発生が予想される南

海トラフ巨大地震等に備えた防災対策の充実が求められています。障害者は災

害弱者になりやすいことから、障害者の視点からの防災体制の充実を図ること

が重要です。 

そのためには、大規模災害時の避難訓練や、障害者に配慮した避難所の運営、

福祉避難所の拡充及び災害時避難行動要支援者名簿の活用など、さらなる検討

を図るとともに、障害者も含めた地域での防災訓練など、地域における取組を

充実する必要があります。 

さらに、災害等の緊急時においても、障害者は通報や避難等に困難を抱える

ケースが多いことから、緊急時対応の充実を図っていくことが必要です。 

また、近年、家族のサポートが受けられない一人暮らしの障害者等世帯が急

増しており、孤立死などが大きな社会問題になっていることから、行政のみな

らず地域社会全体で支援する日常的な見守りのネットワークの構築が必要とな

っています。 

加えて、最近、障害者や高齢者を狙った悪徳商法や詐欺などが多発しており、

消費生活センター等との連携において、障害者の消費者被害の防止や相談対応

の充実等が求められています。 

一方、障害者の外出時においては、交通事故等に巻き込まれてしまうケース

も多いため、地域ぐるみでの交通安全対策を促すとともに、交通安全意識の周

知や啓発を積極的に行う必要があります。 

 

◆ 施策展開 ◆ 

（１）防災、防犯対策の推進 

【施策の方向】 

障害者を災害と犯罪から守るため、防災・防犯体制の整備、充実を推進し、

障害者の地域生活の安全安心の確保を図ります。 

【主な取組内容】 

①  避難行動要支援者支援事業 

徳島市災害時避難行動要支援者避難支援プラン（全体計画）に基づき、

災害時に要支援者の避難行動支援を迅速かつ適切に実施するため、要支援

者の一人一人の避難方法や避難支援者を決める個別計画の策定を進めます。 

② 災害ボランティアコーディネーター養成事業 

大規模な災害発生時に、効果的な救援活動を行うためのボランティアコ

ーディネーターを現場に配置できるよう徳島市社会福祉協議会と連携を図

り、災害時ボランティアコーディネーターの育成と確保に努めます。 
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③ 福祉避難所の体制整備 

災害時に、一般の避難所では要支援者に対する配慮を行うことが難しい

場合が考えられることから、施設設備や物資、機材、人材等に関して、障

害者等が安心して避難ができる福祉避難所の体制を整備します。 

④ 災害時要配慮者防火対策事業 

障害者、障害者福祉施設及び関係団体に対して、災害時に適切な行動が

とれるよう、防火・防災教室や研修会を開催し、防火・防災に関する知

識・技術の普及啓発を図ります。 

⑤ ファックス緊急通報・ＮＥＴ１１９緊急通報システム等の普及 

聴覚障害者や発語障害者等からの緊急通報手段として、２４時間対応可

能な「ファックス緊急通報」の運用について周知を図ります。また、外出

先等からスマートフォンのＧＰＳ機能を利用することで、簡単な操作で災

害の発生を位置情報とともに文字により通報できる「ＮＥＴ１１９緊急通

報システム」についても啓発を進めます。 

また、「ファックス１１０番」、「メール１１０番」の周知を図ります。 

⑥ 防災ラジオの配布 

南海トラフ巨大地震及び台風、洪水などの大規模自然災害等に備え、同

報無線設備からの緊急速報を自動で受信できる緊急告知機能付ラジオ（徳

島市防災ラジオ）を一般世帯や事業所等の希望する人へ有償で配布してい

ます。 

⑦ 災害時障害者支援事業 

災害時に、聴覚障害者や視覚障害者が、避難補助や支援を受けやすくす

るとともに、正確な情報伝達を行えるようにするために、障害者本人及び

避難所ボランティア（手話通訳者・要約筆記者等）が着用するビブスを作

成し、配布します。また、防災訓練等にビブスを活用することにより、障

害者が災害時に適切な支援を受けることができる体制づくりを図ります。 

⑧ 家具転倒防止対策の推進 

高齢者及び障害者世帯に対し、地域と協働して、家具等転倒防止器具を

取り付け、家具等を固定することにより、地震に伴う家具等の転倒による

被害を防止又は軽減します。 

 

（２）見守りネットワークの充実 

【施策の方向】 

障害者が住み慣れた地域において安心した暮らしを続けられるための体制

を整備します。 
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【主な取組内容】 

① 障害者見守りネットワークの充実 

障害者が住み慣れた地域において安心した暮らしを続けられるために、

本市と民生委員、協力事業所等が連携して、地域全体で見守りや訪問等を

行い、日常的に安否を確認するとともに、異常等を発見したときには迅速

に対応できる体制を整備した、とくしま見守りねっと（徳島市高齢者・障

害者等見守りネットワーク）を充実します。 

② 消費者被害の防止  

高齢者・障害者等の消費者被害の未然防止、早期発見及び拡大防止を図

り、消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、市、消

費生活センター及び地域の関係者等が連携した徳島市消費者安全確保地域

協議会（見守りネットワーク）を設置します。 

 

（３）外出時の安全確保 

【施策の方向】 

障害者が安全かつ安心して社会参加できるように、障害者に対して、交通

安全意識の啓発を行うとともに、市民に対する地域のバリアフリー思想の普

及を図ります。 

【主な取組内容】 

①  ヘルプカードの配布 

支援や配慮が必要であるのに、コミュニケーション等に障害があり、意

思を伝えられない人が災害時や日常生活の中で困った時に提示し、必要な

支援や配慮が得られやすくするためにヘルプカードの配布に努めるととも

に、障害者や障害特性の理解の促進を図ります。 

② 交通安全教室の充実 

特別支援学校・障害者福祉施設等への交通安全教室を積極的に開催し、

交通安全意識の啓発や交通マナーの向上など、交通安全に対する指導・啓

発の充実を図ります。 

③ 放置自転車対策の推進 

徳島駅前周辺を自転車放置禁止区域に指定し、駅前地下自転車駐車場利

用の促進、中学生・高校生等への啓発・周知を徹底し、防災活動や障害者

などの通行機能の円滑化を図ります。 

④ 「心のバリアフリー」の普及 

路上駐車や自転車の放置、歩道への商品陳列や立看板など、歩行の妨げ

となる行為や危険な行為をやめるなど、障害者等に配慮する「心のバリア

フリー」の市民への普及を図ります。 
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３－４ 健康づくりの推進 

◆ 現状と課題 ◆ 

少子高齢化が急速に進む現状において、障害の原因の一つとなる生活習慣病

をはじめとする疾病等の早期発見・早期治療及び重症化予防に取り組むことは、

心身ともに健康で安心して暮らしていくうえで大変重要なこととなります。 

育児に対する不安の解消や乳幼児の健やかな成長を支援するとともに、障害

の実態と原因の把握や早期発見・早期治療につなげることを目的として、各種

健康診査等を実施します。また、近年増加傾向にある自閉症・アスペルガー症

候群・広汎性発達障害・学習障害・注意欠陥多動性障害などの発達障害が疑わ

れる児童についても、早期発見し早期療育に結びつけるとともに、ライフステ

ージに応じた切れ目のない支援を行うことが重要になります。 

また、重症化すると障害につながりやすい糖尿病や循環器疾患（脳血管疾患

や心筋梗塞等）などの生活習慣病については、早期に発見し重症化を予防する

ことが重要となります。日常の生活習慣の改善を促進するとともに、介護予防

事業との連携により生活機能低下の早期把握に努める必要があります。 

さらに、現代社会ならではの環境的な要因や、病気に対する認知度の高まり

により精神疾患が増加しているため、精神障害の普及等により市民の心の健康

づくりを進めていくとともに、思春期、高齢期等のライフステージに応じた精

神保健対策を推進していく必要があります。 

 

◆ 施策展開 ◆ 

（１）障害の早期発見・早期療育の推進 

【施策の方向】 

胎児、乳幼児期における障害の要因となる疾病等の予防、障害の早期発見、

早期支援の重要性に鑑み、母子保健法・発達障害者支援法などに基づいて、

関係機関と連携しながら、障害の早期発見・早期療育を推進します。 

【主な取組内容】 

① 乳児健康診査事業 

乳児の健康保持・増進や保護者の育児不安の軽減を図るため、乳児健康

診査を実施し、心身の異常の早期発見・早期援助の充実に努めます。 

② １歳６か月児及び３歳児健康診査事業 

心身の発育・発達のチェックに適した時期である１歳６か月頃に、健康

診査を実施することで、心身の障害を早期に発見し、早期支援や関係機関

との連携によって、良い生活習慣の形成や虐待の予防に努めます。 

また、運動機能・感覚機能・精神機能・言語発達等人間の形成に重要な

時期である３歳頃にも、健康診査を実施し、言語・視聴覚・歯・運動など

の身体面に限らず、情緒・習癖等の精神心理面の総合健診を行い、障害の

早期発見・早期援助を行います。 
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③ 心理発達相談 

１歳６か月児健康診査及び３歳児健康診査の結果、心理発達面において

問題があると疑われる幼児に対して、心理相談員による発達相談を行い、

保護者に対し、育児や今後の対策等について助言するとともに、あらゆる

機会をとらえて幼児の発育・発達について周知し、心理発達相談の充実に

努めます。 

④ 保育所育児相談事業 

０歳から就学前の子どもを対象として、発達、発育、生活習慣などの育

児相談を、保育所において、保育士と保健師が、関係機関との連携による

早期支援を行います。また、子育て不安のある保護者や地域で孤立状態に

ある保護者に対する育児支援を行います。 

 

（２）障害の要因となる疾病等の予防 

【施策の方向】 

障害の要因となる疾病等の予防を図るため、母子保健の充実を図るととも

に、母子保健法・健康増進法等を踏まえ、妊娠中から高齢期に至るまでの各

種保健事業の推進を図ります。 

事業の実施にあたっては、障害の特性に配慮した実施に努めます。 

【主な取組内容】 

① 重症化予防事業 

特定健康診査の結果、糖尿病・脂質異常・慢性腎臓病等のハイリスク者

を対象に、重症化予防教室の開催や個別健康相談を実施し、透析導入等の

重症化を予防します。 

② 予防接種の促進 

接種率の向上を目指し、１歳６か月児健康診査や３歳児健康診査、訪

問・相談の機会を設け、未接種者への接種勧奨を行います。 

また、麻しん、風しんワクチンについては、保育所・学校・教育委員会

との連携を図りながら広報に努めていくとともに、未接種者への接種勧奨

を行い、未接種者通知を行います。 

③ 母子健康手帳交付事業 

母子健康手帳は、母と子の健康状態を、記録することにより、健康管理

に役立ち、医療を受ける時の手助けになります。今後は、妊娠早期の手帳

交付を促進することで、母子の健康管理のより一層の充実を図ります。 

④ 母子訪問指導事業 

妊産婦・新生児・乳幼児に対して、保健師、助産師が訪問して妊娠・出

産・育児、疾病予防等に関する必要な指導を行います。各種健診で経     

過観察の必要な人や健診未受診者に訪問指導を実施し、育児不安の軽減、

心身の発育・発達の支援を行い、虐待の早期発見・予防の充実に努めます。 
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また、低体重児・未熟児のいる家庭についても同様に訪問し、医療機関

等と連携を図りながら、早期の支援を行うことで、疾病の予防に努めます。 

⑤ がん検診 

がん検診の周知徹底を行い、障害のある方の胃がん・肺がん検診の受け

やすい体制づくり（リフト車・手話通訳者等）に努め、受診率の向上とが

んの予防を図ります。 

⑥ 国民健康保険事業 

国民健康保険被保険者を対象に、特定健康診査・特定保健指導事業、人

間ドック助成、脳ドック助成、歯科健康診断、はり・きゅう・マッサージ

施術助成等の事業を行い、健康づくりと疾病の予防を図ります。 

 

（３）保健事業の推進 

【施策の方向】 

健康教育、健康相談等の保健事業を行うことにより、健康に関する正しい

知識の普及、健康の増進、健康づくりのための意識の高揚を図るとともに、

心身の機能が低下している人の機能の回復維持を図ります。 

また、市民の心の健康づくりを推進するために、正しい知識の普及・啓発

を図ります。 

【主な取組内容】 

① 健康教育事業 

健康づくり・生活習慣病予防・介護予防に関する健康教育を実施し、健

康づくりに関する正しい知識の普及を図ります。 

② 健康手帳交付事業 

広報紙やホームページ等を通じて糖尿病予防等の健康情報を記載し、自

分で健康管理ができる健康手帳の意義を周知し、手帳交付希望者の増加に

努め、市民自らの健康管理への取組を促進します。 

③ 健康相談事業 

心身の健康について、市民一人一人の相談に応じ、個人の健康状態に応

じた適切な指導や助言が行えるよう、健康相談事業の充実に努めます。 

 

 



 

５４ 

３－５ 社会参加の促進 

◆ 現状と課題 ◆ 

障害者にとって、芸術活動・文化活動などは、心豊かな生活を送るうえで、

重要な役割を担っています。また、スポーツは、健康の維持・増進や機能回復

訓練の手段にとどまらず、爽快感、達成感、仲間との連帯感等の精神的な充足

や楽しさ、喜びをもたらし、さらには、社会参加の重要な機会として捉えられ

ています。 

このため、障害者団体等が実施する文化活動やスポーツ大会等への支援を行

うとともに、障害者の社会活動への参加を促進するため、障害者を支援するボ

ランティア活動等を推進していく必要があります。 

また、介助者や交通手段等の関係により、行事等に参加したくてもできない

障害者も多いことから、参加手段の確保等についての配慮も必要となっていま

す。 

 

◆ 施策展開 ◆ 

（１）芸術・文化・余暇活動の振興 

【施策の方向】 

障害者の芸術・文化・余暇活動の促進のため、活動や発表の場の拡大に努

めます。 

【主な取組内容】 

① 活動・発表の場の拡大 

より多くの障害者が参加できるよう、福祉展の充実に努めるとともに、

障害者及び障害者団体の芸術・文化活動の振興に努めます。 

② 余暇活動への支援 

障害者に対するレクリエーション事業の開催や各種施設使用料の減免な

ど余暇活動への支援を行います。 

 

（２）スポーツ・レクリエーションの振興 

【施策の方向】 

障害者の自立と社会参加を促進するためには、健康の維持や体力づくりが

基本となります。 

障害の特性を踏まえた障害者のスポーツ・レクリエーション活動が活発に

なってきており、積極的な社会参加の促進につながるよう、今後も継続して

多様なスポーツ・レクリエーションの振興を図ります。 
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【主な取組内容】 

① 障害者スポーツ・レクリエーションの振興 

障害の種別や程度にかかわらず、すべての障害者が自身の健康の維持や

体力づくりに取り組み、積極的な社会参加を促進するため、障害者スポー

ツクラブへの活動支援等を行い、障害者スポーツ・レクリエーションの普

及に努めます。 

② 障害者スポーツ大会の開催 

障害者とその家族を対象に、障害者スポーツ大会を開催し、競技等を通

じ、スポーツの楽しさを体験するとともに、ボランティアとの交流等を通

じて、社会参加機会の拡大を図ります。 

 

（３）生涯学習の推進 

 【施策の方向】 

障害者が、学びたいことを見つけ、自主的に学習を続けていくことができ

るよう、講座の充実や図書サービス等の拡充を図ります。 

また、障害者に対する正しい認識、理解を得られるよう、市民に対する生

涯学習の推進に努めます。 

【主な取組内容】 

①  各種講座の充実 

在宅の障害者を対象に開催する料理教室やパソコン教室などの講座の充

実に努めます。 

② 点字図書、音声・映像ライブラリー等の充実 

障害者が利用しやすいよう、点字図書、音声・映像ライブラリー等の質

的、量的な充実に努めます。 

③ 図書館利用支援の充実 

様々な障害を理由として図書館に来館できない人や文字を読むことが困

難な人に対して、図書に親しむ機会を拡大するため、移動図書館での巡回、

在宅送本及び対面朗読を行うとともに、障害者等のための図書館利用支援

の周知に努めます。 

④ 市民に対する生涯学習の推進 

市民に対し、各種講座等を通じて、障害者に対する正しい認識、理解を

得られるよう生涯学習の推進に努めます。 

 

（４）参加手段の確保と参加機会の拡大 

【施策の方向】 

障害者の社会参加のために妨げとなっている移動等の問題を緩和又は解消

し、社会参加の促進を図ります。 
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【主な取組内容】 

① 移動支援事業の推進 

屋外での移動が困難な障害者に対して、社会生活上必要不可欠な外出及

び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援し、地域における

自立生活及び社会参加を促進します。 

② 自動車運転免許取得・改造費への助成 

重度障害者本人が就労等に伴い、自動車運転免許を取得する場合に、そ

の経費の一部を助成します。また、自動車の改造に要する経費の一部を助

成し、障害者の活動範囲を拡大し、社会参加につなげます。 

③ 市バス無料乗車証等の交付 

障害者の移動手段を確保するため、市バスの無料乗車証（一部地域にお

いては、徳島バスの特定回数乗車券）を交付し、社会参加を促進します。 

④ 福祉タクシー利用券の交付 

重度の身体障害者及び知的障害者に対して福祉タクシー券を交付するこ

とで、生活圏の拡大を図り、障害者の社会参加の促進につなげます。 

⑤ 身体障害者補助犬法の普及・啓発 

身体障害者補助犬法の普及・啓発に努め、市民の理解を深めるとともに、

身体障害者補助犬の利用を促進し、身体障害者の移動手段の確保や社会参

加を支援します。 

⑥ 郵便等による不在者投票の周知・啓発 

重度の身体障害があり、公職選挙法で郵便等による不在者投票が認めら

れている対象者に対し、対象となる障害の程度、郵便等投票証明書の交付

申請や投票手続きなどの周知・啓発を行い、障害者の社会参加の促進を図

ります。 

 

（５）ボランティア活動の推進 

【施策の方向】 

障害者の社会参加や障害者への支援を目的とした活動をはじめ、多様な分

野におけるボランティア活動、ＮＰＯ活動等の市民活動への参加や活動の活

性化を促進します。 

ボランティア活動等を支援することで、障害のある人の地域生活や社会参

加に対する支援が充実し、関わる人にとっても障害のある人への理解と交流

が深まることから、様々な機会と手段を利用して、すべての人が共に支えあ

い、だれもが主体的に地域の活動へ参加できる社会づくりにつながります。 
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【主な取組内容】 

①  ボランティアの育成 

障害者に対するボランティア活動は、活動を通じた交流によって障害者

への理解も深められるため、あらゆる機会をとらえて、ボランティア意識

の高揚を図るとともに、徳島市ボランティアセンターの機能の充実・強化

を図り、徳島市社会福祉協議会と連携し、より一層のボランティア活動の

推進とボランティアの育成に努め、ともに支えあう社会の実現を目指しま

す。 

また、障害者の社会参加を支援するため、今後とも、手話奉仕員養成講

座を開催し、手話奉仕員の養成を図ります。 

② ボランティア、ＮＰＯ等の活動支援 

市民が積極的にボランティア、ＮＰＯ活動を行えるよう、徳島市ボラン

ティアセンター、徳島市市民活力開発センターの活用を通じて、情報の提

供、活動の助言や交流の場の提供に努めるとともに、障害者団体、ボラン

ティア団体、ＮＰＯ等と連携を図り、ネットワークを活用し、様々な角度

から障害者支援への取組を効率的かつ効果的に行います。 

また、市民の主体的な地域福祉活動を促進するため、活動に関する支援

策についても、積極的に広報を行います。 
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３－６ 啓発・広報の促進 

◆ 現状と課題 ◆ 

だれもが、障害の有無にかかわらず、お互いに個性を尊重し、支えあう社会

を形成するためには、社会を構成するすべての人が、障害及び障害者を十分理

解することが必要です。 

わが国が批准している「障害者権利条約」においても、障害者に関する社会

全体の意識を向上させ、並びに障害者の権利及び尊厳に対する尊重を育成する

ことが規定されています。また、法制度の整備が進む中、１２月３日から９日

までの一週間を「障害者週間」と設定し、広く障害者の福祉についての関心と

理解を深めるために様々な意識啓発の取組を行っています。 

今後も、障害について市民が正しい理解と認識を深めるよう、様々な広報媒

体等を活用しながら、計画的かつ効果的な啓発・広報活動を行うとともに、ボ

ランティア、障害者団体や市民など、幅広い層の参加による啓発・広報活動を

推進し、意識啓発を図っていく必要があります。 

 

◆ 施策展開 ◆ 

（１）啓発・広報活動の充実 

【施策の方向】 

すべての人が、「障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する

かけがえのない個人として尊重される」とする障害者基本法の理念にのっと

り、ノーマライゼーションとリハビリテーションが実現する共生社会を目指

して、あらゆる機会を通じ、障害及び障害者に対する理解を深めるための啓

発・広報活動の充実を図ります。 

【主な取組内容】 

① 啓発・広報の充実 

障害や障害者に対する理解を深めるため、障害者との貴重な交流の機会

である施設見学会や福祉展を開催します。 

また、障害の特性に応じた配慮・啓発を目的に作成された障害者マーク

等をはじめ、様々な障害福祉に関する情報等について市民に周知するため、

障害福祉課窓口におけるチラシ等の配布や、本市の広報誌、ホームページ

等の広報媒体の活用等により、啓発事業の充実を図ります。 

② 意識啓発の推進 

障害や障害者への正しい理解を促進し、心の壁をなくすため、今後も継

続して意識啓発に取り組みます。 

③ 人権啓発の推進 

障害者の様々な人権問題に対する市民意識の理解と高揚を図るため、身

近な場所において研修会、講演会を開催するなどの学習の機会を提供し、

関係団体と連携・協力し、啓発活動の推進に努めます。 
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（２）福祉教育等の推進 

【施策の方向】 

障害及び障害者への正しい理解を促進するため、学校教育から生涯学習ま

での教育機会を通じて、福祉教育を進め意識啓発を行います。 

【主な取組内容】 

① 学校教育における福祉教育の充実 

子ども達が障害や障害者に対する理解を深め、これからの福祉のまちづ

くりについて考え、担っていけるよう、学校教育の場を中心に障害者との

交流及び共同学習などを推進するとともに、ボランティア教育に取り組み、

児童生徒にボランティア活動に対する関心の向上や理解の促進を図ります。 

② 交流教育の推進 

特別支援学校と市内の幼稚園、小学校、中学校間及び幼児・児童生徒間

の交流教育の一層の推進に努めます。 

③ 人権教育の推進 

共生社会の実現を目指して、ノーマライゼーションの考え方を基本に、

幼児・児童生徒が、すべての人の人権を尊重できる教育の推進に努めます。 

④ 地域における福祉教育の充実 

障害者の日常生活や社会生活に対する正しい理解と認識を深めるための

研修や啓発を行い、地域における福祉教育の充実を図ります。 

⑤ 本市職員の障害者福祉等に対する意識の高揚 

だれもが住みやすいまちを実現するため、本市職員の研修に、障害者福

祉及び人権に関する研修を積極的に取り入れ、障害者福祉等に対する意識

の高揚を図ります。 
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基本課題３【目標指標】 

指標名 
平成 28年度 

実績 

平成 35年度 

目標 

住宅改修の件数（件） 6 10 

市営住宅のバリアフリー化戸数の累計

(戸) 
406 484 

障害者見守りネットワーク 

（協力事業所数） 
12 28 

重症化予防健康相談者（人） 975 1,100 

障害者スポーツ大会の参加者（人） 300 450 

障害者が地域で安心して生活できると

感じる市民の割合（％） 

36.8 

（H29実績） 
46 
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第５章 障害福祉計画                               

１ 基本的事項 

１－１ 第５期計画策定の趣旨 

障害者総合支援法では、必要な障害福祉サービスや相談支援等が地域におい

て計画的に提供されるよう、都道府県及び市町村に障害福祉計画の策定を義務

づけています。 

本市では、平成１８年度に「徳島市障害福祉計画（第１期：平成１８年度～

平成２０年度）」を策定以降、３年ごとに障害福祉計画を策定し、障害福祉サー

ビス等の一元的な実施主体として計画的にサービス提供を推進してきました。 

平成２５年には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律」(障害者総合支援法)が施行され、障害福祉サービスの対象となる障害者

の範囲の見直しや障害者等に対する支援の拡充を行うこととなりました。また、

障害福祉計画については、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があると

認めるときは、障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講じること

を法律上明記し、サービス提供体制のさらなる計画的な整備を図ることとされ

ております。 

平成２８年には障害者総合支援法及び児童福祉法の改正により、障害者の望

む地域生活の支援として、新たなサービスの創設や現行サービスの拡充が行わ

れました。また、障害児支援のニーズの多様化に対応すべく、提供体制の整備

等の改正が行われました。 

本市では、平成２７年３月に策定された徳島市障害福祉計画（第４期計画）

に基づき、障害者施策やサービス提供の推進を図ってきましたが、徳島市障害

福祉計画（第４期計画）が平成２９年度で計画期間の終了、見直し時期を迎え

たこと等から、国の障害者施策の動向の変化、障害者ニーズの変化等へ対応で

きるよう徳島市障害福祉計画（第５期計画）を策定します。 

また、障害者総合支援法及び児童福祉法の改正（平成３０年４月全面施行予

定）により、障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、

地方自治体において「障害児福祉計画」の策定が義務づけられましたが、本市

では、「障害児福祉計画」を「障害福祉計画」と一体のものとして策定すること

としています。 
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１－２ 障害福祉サービス等の体系 

障害者総合支援法による障害福祉サービス等の体系は、個々の障害者の支援

の必要度や生活の実情等を踏まえて、個別に支給決定が行われる障害福祉サー

ビスと市町村の創意工夫により、利用者の状況に応じて柔軟に実施できる地域

生活支援事業で構成されています。障害者総合支援法による障害福祉サービス

等の体系とは別に、障害児に対しては、児童福祉法に基づく、障害児通所支援

等があります。 

なお、障害者総合支援法及び児童福祉法の改正により、平成３０年度から就

労定着支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援のサービスが追加されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 介護給付  

・居宅介護 
・重度訪問介護 
・同行援護 
・行動援護 
・重度障害者等包括支援 
・生活介護 
・療養介護 
・短期入所（ショートステイ） 

・施設入所支援 

 訓練等給付  

・自立訓練（機能・生活・宿泊型） 

・就労移行支援 
・就労継続支援（Ａ・Ｂ型） 
・就労定着支援 
・自立生活援助 
・共同生活援助（グループホーム） 

 

 自立支援医療  

・更生医療 ・育成医療 
・精神通院医療 

 補装具  

 

障害福祉サービス 

障害者・児 

 必須事業  

・理解促進研修・啓発事業 
・自発的活動支援事業 
・相談支援事業 
・成年後見制度利用支援事業 
・手話奉仕員養成研修事業 
・意思疎通支援事業 
・日常生活用具給付等事業 
・移動支援事業 
・地域活動支援センター事業 等  

 任意事業  

・福祉ホームの運営事業 
・生活訓練等事業 
・日中一時支援事業 
・訪問入浴サービス事業 
・障害者スポーツ大会 
・福祉展 
・自動車運転免許取得・改造 
助成事業 

・更生訓練費給付事業 
・障害者虐待防止対策支援事業 等 

 地域相談支援給付  

・地域移行支援 
・地域定着支援 

 

 計画相談支援給付  

・サービス利用支援 
・継続サービス利用支援 

児童福祉法（障害児） 

 障害児通所給付  

・児童発達支援  
・医療型児童発達支援 
・放課後等デイサービス 
・居宅訪問型児童発達支援 
・保育所等訪問支援 

 障害児相談支援給付  

・障害児支援利用援助 
・継続障害児支援利用援助 

障害者総合支援法（障害者・障害児） 

地域生活支援事業 



 

６３ 

１－３ 基本方針 

障害福祉サービス等の提供体制の確保にあたっては、障害者計画の基本理念及

び基本課題を踏まえ、数値目標を設定し、計画的な整備を行うため、次の５点を

基本方針とします。 

 

（１）訪問系サービスの充実 

障害者が必要とする訪問系サービスが必要に応じて、計画的に提供されるよ

う、提供体制の確保を目指します。 

 

（２）日中活動系サービスの充実 

利用を希望する障害者に、適切な介護、創作的活動、生産活動等の機会が提

供されるよう、日中活動系サービスの提供体制の確保を目指します。 

 

（３）福祉施設から一般就労への移行等の推進 

就労移行支援事業等の推進により、福祉施設から一般就労への移行を進める

とともに、福祉施設における雇用の場を拡大します。 

 

（４）地域生活支援拠点等の整備 

障害者の地域生活を支援する機能（相談、体験の機会・場、緊急時の受入・

対応、地域の体制づくり等）を集約する面的な体制整備を行います。 

 

（５）障害児支援の提供体制の整備等 

児童発達支援センター及び保育所等訪問支援の充実、主に重度心身障害児等

を支援する事業所の確保など、障害児及びその家族に対する地域支援体制を整

備するため、保健、医療、福祉、教育等関係機関によるネットワークの構築を

推進します。 

 

≪平成 29年度実績値について≫ 

各サービス等における平成２９年度の実績値については、すでに平成２９年

度において実績が確定したものを除き、平成２９年度における見込みに基づい

た数値を記載しています。 

 



 

６４ 

２ 平成３２年度の目標値の設定 

２－１ 施設入所者の地域生活への移行 

福祉施設に入所している障害者について、グループホーム・一般住宅等への移

行を推進し、平成３２年度末における地域生活に移行する人の目標値を次のとお

り設定します。 

 

[目標値] 

●平成３２年度末の施設入所者数を、平成２８年度末の施設入所者数と比べ

て、８人（2.1％）削減することを目指します。 

●平成２９年度から平成３２年度までの累計で、５人（平成２８年度末の施設

入所者の 1.3％）が地域生活に移行することを目指します。 

 

項目 数値 備考 

平成28年度末の施設入所者数（A） 384人  

平成32年度末の施設入所者数（B） 376人  

[目標値] 

施設入所者数の削減見込み(A)-(B) 

8人 
(2.1％) 差引減少見込数 

[目標値] 

地域生活移行者数 

5人 

(1.3％) 

平成29年度から平成32年度まで

の間に、地域生活に移行する人

の目標値 

 

【目標値設定の考え方】 

施設入所者のグループホーム・一般住宅等への移行を推進するとともに、施

設に入所して支援を受けることが真に必要とされている新規利用者などへのサ

ービス提供を確保する必要があることから、施設入所者数の削減を平成２８年

度末と比べて、約２％削減することを基本として定めました。 

 



 

６５ 

２－２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障害者が、地域の一員として安心して暮らすことができるように、精神障

害（発達障害及び高次脳機能障害を含む）にも対応した地域包括ケアシステムの

構築を進めるため、地域での保健・医療・福祉等の関係者による協議の場を設置

することを目標とします。 

 

[目標値] 

●平成３２年度末までに、保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置を目

指します。 

 

項目 数値 備考 

平成29年度における保健・医療・ 
福祉関係者による協議の場 

0  

[目標値] 

平成32年度における保健・医療・ 
福祉関係者による協議の場 

1 
平成32年度において、地域での

保健・医療・福祉関係者によ
る協議の場の設置目標数 

 

【目標値設定の考え方】 

精神障害者の障害の程度によらず、地域生活の相談に対応できるように、保

健・医療・福祉その他の関係機関における協議の場を設置し、重層的な連携に

よる支援体制を整備するという考えに基づいて、目標値として定めました。 

 

 



 

６６ 

２－3 地域生活支援拠点等の整備 

障害者の地域生活を支援する機能の集約を図る地域生活支援拠点等を次のとお

り整備します。 

 

[目標値] 

●平成３２年度末までに、障害者の地域生活を支援する機能（相談、体験の機

会・場、緊急時の受入・対応、地域の体制づくり等）を集約する面的な体制

整備を行います。 

 

項目 数値 備考 

平成29年度における地域生活支援 

拠点の面的な体制の数 
0  

[目標値] 

平成32年度における地域生活支援 

拠点の面的な体制の数 

1 
平成32年度における地域生活支

援拠点の面的な体制の目標数 

 

【目標値設定の考え方】 

地域における居住支援と地域支援機能等を結びつける地域連携を推進するた

め、関係機関が機能を分担して担う面的な体制を整備するという考え方に基づ

いて、目標値として定めました。 

 

 



 

６７ 

２－4 福祉施設から一般就労への移行 

（１）一般就労移行者数 

就労を希望する障害者が、就労移行支援や就労継続支援等その障害の特性に

応じた支援を受けて、一般就労へ移行する人の目標値を次のとおり設定します。 

 

[目標値] 

●平成３２年度において、福祉施設を退所し、一般就労へ移行する人の数を２

４人(平成２８年度実績の１．５倍)とすることを目指します。 

 

項目 数値 備考 

平成28年度の年間一般就労移行者 

数 
16人 

平成28年度において、福祉施設

を退所し、一般就労に移行した

人数の実績 

[目標値] 

平成32年度の一般就労移行者数 

24人 

（1.5倍） 

平成32年度において、福祉施設

を退所し、一般就労に移行する

人の目標数 

 

【目標値設定の考え方】 

就労移行支援事業・就労継続支援事業等の支援の提供に加え、雇用・労働等

関係機関と連携し、福祉施設利用者の一般就労への移行を促進する一方、過去

の実績を踏まえ、平成３２年度において、一般就労移行者数を平成２８年度の

一般就労移行者数の１．５倍以上とすることを目標として定めました。 

 

 



 

６８ 

 

（２）就労移行支援事業の利用者数 

就労移行支援事業の推進を図るため、平成３２年度末における就労移行支援

事業利用者について、目標値を次のとおり設定します。 

 

[目標値] 

●平成３２年度において、就労移行支援事業を利用する人の数を１２５人(平成

２８年度末の就労移行支援事業の利用者数の１．６倍)とすることを目指しま

す。 

 

項目 数値 備考 

平成28年度末の 

就労移行支援事業利用者数 
78人  

[目標値] 

平成32年度末の就労移行支援事業 

の利用者数 

125人 

（1.6倍） 

平成32年度末において就労移行 

支援事業を利用する人の目標数 

 

【目標値設定の考え方】 

就労移行支援事業の利用者数の見込みから目標値を定めました。 

 

 



 

６９ 

 

（３）就労移行支援事業所の就労移行率 

就労移行支援事業から一般就労への移行を推進するため、就労移行支援事業

所に関する目標値を次のとおり設定します。 

 

[数値目標] 

●平成３２年度において、就労移行率が３割以上の就労移行支援事業所数を３

箇所（徳島市内の就労移行支援事業所数の３０％）とすることを目指しま

す。 

 

項目 数値 備考 

平成28年度末の就労移行率が 

3割以上の事業所数(A) 
2箇所  

平成28年度末の就労移行支援 

事業所数(B) 
9箇所  

[目標値] 

平成32年度末の就労移行率が 

3割以上の事業所数(A) 

3箇所  

[目標値] 

平成32年度末の就労移行支援 

事業所数(B) 

10箇所  

[目標値] 

平成32年度の就労移行率が 

3割以上の事業所が全体に占める 

割合（A/B） 

30％ 

平成32年度末において、就労移

行率が3割以上の就労移行支援

事業所数が、徳島市内の全就労

移行支援事業所数に占める割合 

 

【目標値設定の考え方】 

平成２８年度までの就労支援事業所における就労移行実績を踏まえ、平成３

２年度末において、就労移行支援事業所のうち、就労移行率が３割以上の事業

所を全体の３箇所以上とすることを基本として、目標値を定めました。 

 

 



 

７０ 

 

（４）就労定着支援１年後の就労定着率 

就労移行支援事業等を利用した障害者が一般就労へ移行してからの就労定着

を推進するため、就労定着支援の定着率に関する数値目標を設定します。 

 

[数値目標] 

●平成３２年度において、就労定着支援事業による支援開始後１年後の職場定

着率を７５％とすることを目指します。 

 

項目 数値 備考 

[目標値] 

平成31年度の就労定着支援事業に 

よる支援開始後 1年後の職場定着 

率 

70％ 

平成31年度末において就労定着

支援による支援開始後1年後に

職場定着している人の職場定着

率 

[目標値] 

平成32年度の就労定着支援事業に 

よる支援開始後 1年後の職場定着 

率 

75％ 

平成32年度末において就労定着

支援による支援開始後1年後に

職場定着している人の職場定着

率 

 

【目標値設定の考え方】 

就労定着支援事業の利用者数の見込みから目標値を定めました。 

 

 



 

７１ 

２－5 障害児支援体制の整備 

（１）児童発達支援センターの整備 

児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すた

め、児童発達支援センターの設置に関する数値目標を設定します。 

 

[数値目標] 

●平成３２年度において、児童発達支援センターの設置を行う事業所数のさら

なる整備を目指します。 

 

項目 数値 備考 

平成28年度末の 

児童発達支援センターの設置数 
5箇所 

平成28年度末において、本市内

における児童発達支援センター

の設置数 

[目標値] 

平成32年度末の 

児童発達支援センターの設置数 

7箇所 

平成32年度末において、本市内

における児童発達支援センター

の設置数の目標数 

 

【目標値設定の考え方】 

平成２８年度までの児童発達支援センターの設置数の状況を踏まえ、平成

３２年度末において、児童発達支援センターをさらに整備することを基本と

して、目標値を定めました。 

 

 



 

７２ 

 

（２）保育所等訪問支援 

児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施するなどにより、保育所等

訪問支援を利用できる体制を構築することに関する数値目標を設定します。 

 

[数値目標] 

●平成３２年度において、保育所等訪問支援を行う事業所数のさらなる整備を

目指します。 

 

項目 数値 備考 

平成28年度末の 

保育所等訪問支援を行う事業所数 
5箇所 

平成28年度末において、本市内

における保育所等訪問支援を行

う事業所数 

[目標値] 

平成32年度末の 

保育所等訪問支援を行う事業所数 

7箇所 

平成32年度末において、本市内

における保育所等訪問支援を行

う事業所数の目標数 

 

【目標値設定の考え方】 

平成２８年度までの保育所等訪問支援の事業所数の状況を踏まえ、平成 

３２年度末において、保育所等訪問支援事業所をさらに整備することを基本

として、目標値を定めました。 

 

 



 

７３ 

 

（３）主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所 

重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、重症心身障害児を

支援する児童発達支援事業所の確保に関する数値目標を設定します。 

 

[数値目標] 

●平成３２年度において、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所のさ

らなる整備を目指します。 

 

項目 数値 備考 

平成28年度末の 

重症心身障害児を支援する 

児童発達支援事業所数 

5箇所 

平成28年度末において、本市内

における重症心身障害児を支援

する児童発達支援事業所数 

[目標値] 

平成32年度末の 

重症心身障害児を支援する 

児童発達支援事業所数 

7箇所 

平成32年度末において、本市内

における重症心身障害児を支援

する児童発達支援事業所数 

 

【目標値設定の考え方】 

平成２８年度までの重症心身障害児を支援する児童発達支援事業数の状況を

踏まえ、平成３２年度末において、事業所をさらに整備することを基本として、

目標値を定めました。 

 

 



 

７４ 

 

（４）主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所 

重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、重症心身障害児を

支援する放課後等デイサービス事業所の確保に関する数値目標を設定します。 

 

[数値目標] 

●平成３２年度において、重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事

業所のさらなる整備を目指します。 

 

項目 数値 備考 

平成28年度末の 

重症心身障害児を支援する 

放課後等デイサービス事業所数 

4箇所 

平成28年度末において、本市内

における重症心身障害児を支援

する放課後等デイサービス事業

所数 

[目標値] 

平成32年度末の 

重症心身障害児を支援する 

放課後等デイサービス事業所数 

6箇所 

平成32年度末において、本市内

における重症心身障害児を支援

する放課後等デイサービス事業

所数 

 

【目標値設定の考え方】 

平成２８年度までの重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所

数の状況を踏まえ、平成３２年度末において、事業所をさらに整備することを

基本として、目標値を定めました。 

 

 



 

７５ 

 

（５）医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場 

医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、本市において、保健、医療、

障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場の設定に関

する数値目標を設定します。 

 

[数値目標] 

●平成３０年度において、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の拡

充を図ります。 

 

項目 数値 備考 

平成29年度における医療的ケア児 

支援のための関係機関の協議の 

場の数 

1  

[目標値] 

平成30年度における医療的ケア児 

支援のための関係機関の協議の 

場の数 

1  

※国の基本指針において、平成３０年度末までの設置目標とされています。 

 

【目標値設定の考え方】 

医療を要する児童がその心身の状況に応じた適切な支援を受けられるよう、

保健、医療、福祉その他の関係機関との連絡調整を行うため体制を整備すると

いう考え方に基づいて、目標値として定めました。 

 

 



 

７６ 

３ 障害福祉サービス・相談支援 

３－１ 訪問系サービス 

【事業概要】 

訪問系サービスは、ホームヘルパー等が障害者等の居宅等を訪問して介護

や家事援助等の必要な援助を行うもので、障害者の地域での自立した生活を

支える上で不可欠なサービスです。 

【利用実績】 

区 分 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用

者数 
利用時間 

利用

者数 
利用時間 

利用

者数 
利用時間 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

同行援護 

重度障害者等包括支援 

第４期計画 

見込値 
856 190,032 908 201,575 963 213,786 

実績値 853 182,621 908 201,483 949 209,867 

進捗率 

（％） 
99.6 96.1 100 99.9 98.5 98.2 

（注）通院等乗降介助の利用時間は除いています。 

【必要な量の見込み】 

利用者数の伸びを勘案し、必要な量の見込みを定めました。 

区 分 

平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用 

者数 

利用 

時間 

利用

者数 

利用 

時間 

利用 

者数 

利用 

時間 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

同行援護 

重度障害者等包括支援 

第５期計画 

見込値 
1,015 222,690 1,087 238,487 1,163 255,161 

【見込量確保のための方策】 

施設入所から地域生活への移行が進むにつれて、訪問系サービスの重要性

が増すため、関係機関との連携を図りながら、サービス事業所の確保に努め

るなど訪問系サービスの提供体制の充実を目指します。 

 

 



 

７７ 

３－２ 日中活動系サービス 

（１）生活介護 

【事業概要】 

生活介護は、常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事等の

介護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供するサービスで

す。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第４期計画 

見込値 
701 164,525 722 169,453 743 174,382 

実績値 661 152,525 665 152,769 672 155,643 

進捗率（％） 94.3 92.7 92.1 90.2 90.4 89.3 

【必要な量の見込み】 

利用者数の伸びと特別支援学校の卒業生数等を勘案し、必要な量の見込み

を定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第５期計画 

見込値 
695 162,630 700 163,800 705 164.970 

【見込量確保のための方策】 

常時介護を必要とする人の増加に対応できるよう、関係機関との連携を図

りながら、提供体制の確保に努めます。 

 

 



 

７８ 

 

（２）自立訓練（機能訓練） 

【事業概要】 

自立訓練（機能訓練）は、身体障害者が身体機能・生活能力の維持・向上

等のために必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生

活等に関する相談及び助言等の支援を行うサービスです。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第４期計画 

見込値 
2 484 2 511 2 538 

実績値 0 0 0 0 1 242 

進捗率（％） 0 0 0 0 50.0 44.9 

【必要な量の見込み】 

利用者数の伸びを勘案し、必要な量の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第５期計画 

見込値 
1 250 1 250 1 250 

【見込量確保のための方策】 

入所施設・病院から地域生活への移行が円滑に行われるために必要なサー

ビスであることから、関係機関との連携を図りながら、長期的な視点に立っ

て、提供体制の確保に努めます。 

 

 



 

７９ 

 

（３）自立訓練（生活訓練） 

【事業概要】 

自立訓練（生活訓練）は、知的障害者や精神障害者が入浴、排せつ及び食

事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相

談及び助言等の支援を行うサービスです。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第４期計画 

見込値 
76 11,933 78 12,308 80 12,624 

実績値 48 6,294 44 6,040 45 6,075 

進捗率（％） 63.2 52.7 56.4 49.1 56.3 48.1 

【必要な量の見込み】 

利用者数の伸びと特別支援学校の卒業生数等を勘案し、必要な量の見込み

を定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第５期計画 

見込値 
48 6,480 50 6,750 54 7,290 

【見込量確保のための方策】 

入所施設・病院を退所・退院した人などの生活能力の維持・向上のため、

関係機関との連携を図りながら、提供体制の確保に努めます。 

 

 



 

８０ 

 

（４）就労移行支援 

【事業概要】 

就労移行支援は、企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要

な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うサービスです。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第４期計画 

見込値 
104 16,588 117 18,662 132 21,054 

実績値 91 12,097 78 10,830 110 15,400 

進捗率（％） 87.5 72.9 66.7 58.0 83.3 73.1 

【必要な量の見込み】 

利用者数の伸びと特別支援学校の卒業生数等を勘案し、必要な量の見込み

を定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第５期計画 

見込値 
115 16,100 120 16,800 125 17,500 

【見込量確保のための方策】 

障害者の就労意向に応えられるよう、情報提供や相談支援を充実し提供体

制の確保に努めます。 

また、一般就労につながるよう、関係機関との連携を強化します。 

 

 



 

８１ 

 

（５）就労継続支援（Ａ型） 

【事業概要】 

就労継続支援（Ａ型）は、雇用契約等に基づいて、生産活動の機会の提供

や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行うサー

ビスです。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第４期計画 

見込値 
102 18,635 122 22,289 142 25,943 

実績値 127 22,476 167 26,924 183 30,561 

進捗率（％） 124.5 120.6 136.9 120.8 128.9 117.8 

【必要な量の見込み】 

利用者数の伸びとサービス事業所の利用定員を勘案し、必要な量の見込み

を定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第５期計画 

見込値 
190 45,600 200 48,000 210 50,400 

【見込量確保のための方策】 

企業等に就労することが困難な人の就労意向に応えられるよう、関係機関

との連携を図りながら、提供体制の確保に努めます。 

 

 



 

８２ 

 

（６）就労継続支援（Ｂ型） 

【事業概要】 

就労継続支援（Ｂ型）は、生産活動の機会の提供や就労に必要な知識及び

能力の向上のために必要な訓練等の支援を行うサービスです。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第４期計画 

見込値 
436 88,334 466 94,412 497 100,692 

実績値 434 77,620 435 82,023 455 84,175 

進捗率（％） 99.5 87.9 93.3 86.9 91.5 83.6 

【必要な量の見込み】 

利用者数の伸びを勘案し、必要な量の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第５期計画 

見込値 
465 88,350 475 90,250 485 92,150 

【見込量確保のための方策】 

就労継続支援（Ａ型）よりニーズが高いため、企業等に就労することが困

難な人の就労意向に応えられるよう、地域活動支援センター等からの移行な

どにより、提供体制の確保に努めます。 

 

 



 

８３ 

 

（７）就労定着支援 

【事業概要】 

就労定着支援は、就労支援を受けて一般就労した障害者に、一定期間、就

職した事業所での就労の継続を図るために、事業主や関係機関との連絡調整

等を行うサービスです。 

【必要な量の見込み】 

就労移行支援又は就労継続支援の利用者のうち、一般就労した者の人数等

を勘案し、必要な量の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第５期計画 

見込値 
2 5 7 

【見込量確保のための方策】 

一般就労した障害者が継続して就労できるよう、提供体制の確保に努めま

す。 

 

 



 

８４ 

 

（８）療養介護 

【事業概要】 

療養介護は、医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療

養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行うサービスです。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第４期計画 

見込値 
67 68 69 

実績値 73 73 74 

進捗率（％） 108.9 107.4 107.2 

【必要な量の見込み】 

現在の利用者数を勘案し、必要な量の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第５期計画 

見込値 
75 78 81 

【見込量確保のための方策】 

医療と常時介護を必要とする人のニーズに応えられるよう、関係機関との

連携を図りながら、利用者の必要なサービスの確保に努めます。 

 

 



 

８５ 

 

（９）短期入所 

【事業概要】 

短期入所は、自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間を含め

施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第４期計画 

見込値 
146 6,278 148 6,364 150 6,450 

実績値 144 6,132 150 6,319 156 6,474 

進捗率（％） 98.6 97.7 101.4 99.3 104.0 100.4 

【必要な量の見込み】 

利用者数の状況や施設退所者数を勘案し、必要な量の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第５期計画 

見込値 
161 6,591 166 6,805 171 7,020 

【見込量確保のための方策】 

利用者が必要とする際に利用できるよう、関係機関との連携を図りながら、

サービス事業所の確保に努めます。 

 

 



 

８６ 

３－３ 居住系サービス 

（１）自立生活援助 

【事業概要】 

施設入所支援又は共同生活援助を利用していた障害者等が、自立した生活

を営む上で定期的な巡回訪問や通報により、相談や必要な情報の提供等の支

援を行うサービスです。 

【必要な量の見込み】 

今後、利用者が徐々に増加していくものと考え、必要な量の見込みを定め

ました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第５期計画 

見込値 
1 2 3 

【見込量確保のための方策】 

入所施設やグループホームからの退所者等の一人暮らしを支援し、地域生

活の援助を行い、安定した生活が送れるよう、利用促進を図ります。 

 

 



 

８７ 

 

（２）共同生活援助（グループホーム） 

【事業概要】 

共同生活援助は、夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食

事の介護や相談、日常生活上の援助を行うサービスです。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第４期計画 

見込値 
131 140 149 

実績値 124 124 120 

進捗率（％） 94.2 88.6 80.5 

【必要な量の見込み】 

地域移行者数と特別支援学校の卒業生数、施設退所者数を勘案し、必要な

量の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第５期計画 

見込値 
128 133 138 

【見込量確保のための方策】 

入所施設・病院から地域生活への移行を進めるため、関係機関との連携を

図りながら、地域における居住の場としてのグループホーム等の充実に努め

ます。 

 

 



 

８８ 

 

（３）施設入所支援 

【事業概要】 

施設入所支援は、施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事

の介護等を行うサービスです。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第４期計画 

見込値 
369 363 356 

実績値 381 384 381 

進捗率（％） 103.3 105.8 107.0 

【必要な量の見込み】 

地域移行者数と特別支援学校の卒業生数、新たな入所見込者数を勘案し、

必要な量の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第５期計画 

見込値 
380 378 376 

【見込量確保のための方策】 

障害者の地域生活へ移行を進める中で、グループホームで対応が困難な人

の受け入れ施設として、関係機関との連携を図りながら、提供体制の確保に

努めます。 

 

 



 

８９ 

 

（４）宿泊型自立訓練 

【事業概要】 

宿泊型自立訓練は、知的障害者や精神障害者の居宅の場を提供し、帰宅後

における家事等の維持・向上のための訓練等を行うサービスです。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第４期計画 

見込値 
46 11,393 49 12,136 52 12,879 

実績値 38 8,068 42 8,934 44 9,328 

進捗率（％） 82.6 70.8 85.7 73.6 84.6 72.4 

【必要な量の見込み】 

今後、利用者数が徐々に増加していくものと考え、必要な量の見込みを定

めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第５期計画 

見込値 
46 9,752 48 10,176 50 10,600 

【見込量確保のための方策】 

病院等を退院した人などの生活能力の維持・向上のため、関係機関との連

携を図りながら、提供体制の確保に努めます。 

 

 



 

９０ 

３－４ 相談支援 

（１）計画相談支援 

【事業概要】 

障害福祉サービス又は地域相談支援を利用するすべての障害者又は障害児

に、利用するサービスの内容等を定めたサービス利用計画の作成を行い、一

定期間ごとに見直しを行うサービスです。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第４期計画 

見込値 
2,162 2,238 2,315 

実績値 1,710 1,799 1,827 

進捗率（％） 79.1 80.4 78.9 

【必要な量の見込み】 

利用者数の伸びを勘案し、必要な見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第５期計画 

見込値 
1,860 1,890 1,920 

【見込量確保のための方策】 

障害者に対する総合的・継続的ケアが適切かつ円滑に行えるよう、人材の

確保やケアマネジメントの仕組みづくりなどの体制整備の推進を図ります。 

相談支援事業所等との連携・調整を行い、効果的な相談支援が可能となる

よう努めます。 

 

 



 

９１ 

 

（２）地域移行支援 

【事業概要】 

障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精

神障害者に、住居の確保や地域生活への移行に関する相談や援助を行うサー

ビスです。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第４期計画 

見込値 
6 7 8 

実績値 2 1 1 

進捗率（％） 33.3 14.3 12.5 

【必要な量の見込み】 

今後、利用者が徐々に増加していくものと考え、必要な量の見込みを定め

ました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第５期計画 

見込値 
2 3 4 

【見込量確保のための方策】 

医療機関からの退院者及び福祉施設からの退所者が、地域での生活にスム

ーズに移行できるよう、利用促進を図ります。 

 

 



 

９２ 

 

（３）地域定着支援 

【事業概要】 

居宅において単身で生活する人や同居している家族による支援を受けられ

ない人に、常時の連絡体制を確保して、相談や緊急時の対応などを行うサー

ビスです。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第４期計画 

見込値 
6 7 8 

実績値 0 0 0 

進捗率（％） 0 0 0 

【必要な量の見込み】 

今後、利用者が徐々に増加していくものと考え、必要な量の見込みを定め

ました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第５期計画 

見込値 
1 2 3 

【見込量確保のための方策】 

関係機関との連携を図りながら、単身の障害者や同居している家族による

支援を受けられない障害者の地域生活への定着を支援します。 

 

 



 

９３ 

４ 障害児通所支援・相談支援 

４－１ 障害児通所支援 

（１）児童発達支援 

【事業概要】 

未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活の適

応訓練等を行う事業です。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第４期計画 

見込値 
495 32,175 571 37,115 659 42,835 

実績値 492 31,211 520 33,759 530 34,723 

進捗率（％） 99.4 97.0 91.1 91.0 80.4 81.1 

【必要な量の見込み】 

今後も引き続き、利用者が増加していくものと考え、必要な量の見込みを

定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第５期計画 

見込値 
551 36,366 573 37,818 596 39,336 

【見込量確保のための方策】 

関係機関による早期発達支援の取り組みにより、発達障害児の利用の増加

が見込まれることから、関係機関と連携して、障害児の状態に応じた受け入

れ体制とサービスの確保に努めます。 

 

 



 

９４ 

 

（２）医療型児童発達支援 

【事業概要】 

肢体不自由児を対象に、医療機関において、児童発達支援及び治療を行う

事業です。 

【必要な量の見込み】 

指定事業所数の状況を踏まえ、必要な量の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第５期計画 

見込値 
0 0 0 0 0 0 

【見込量確保のための方策】 

現状の指定事業所数を鑑み、関係機関との連携を図りながら、肢体不自由

児の受け入れ体制とサービスの確保に努めます。 

 

 



 

９５ 

 

（３）放課後等デイサービス 

【事業概要】 

小学生・中学生・高校生を対象に、授業の終了後や長期休暇中において、

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行うサービス

です。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第４期計画 

見込値 
501 40,080 586 46,880 686 54,880 

実績値 486 52,676 606 71,049 680 87,242 

進捗率（％） 97.0 131.4 103.4 151.6 99.1 159.0 

【必要な量の見込み】 

児童発達支援からの移行等により、今後も利用者が増加していくものと考

え、必要な量の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第５期計画 

見込値 
714 85,680 749 89,880 787 94,440 

【見込量確保のための方策】 

関係機関との連携を図りながら、就学している障害児の放課後や休日の居

場所づくりを推進します。 

 

 



 

９６ 

 

（４）保育所等訪問支援 

【事業概要】 

訪問支援員が障害児の通う保育所等を訪問し、障害児の保育所等における

集団生活の適応のための専門的な支援を行うサービスです。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第４期計画 

見込値 
90 360 110 440 130 520 

実績値 85 314 66 170 66 239 

進捗率（％） 94.4 87.2 60.0 38.6 50.8 46.0 

【必要な量の見込み】 

今後、利用者が徐々に増加していくものと考え、必要な量の見込みを定め

ました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第５期計画 

見込値 
74 266 79 284 84 302 

【見込量確保のための方策】 

関係機関との連携を図りながら、障害児の保育所等の安定した利用を促進

します。 

 

 



 

９７ 

 

（５）居宅訪問型児童発達支援 

【事業概要】 

重度の障害児で外出することが困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活に

おける基本的な動作の指導、生活能力の向上のため訓練等を行う事業です。 

【必要な量の見込み】 

今後、利用者が徐々に増加していくものと考え、必要な量の見込みを定め

ました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 利用者数 利用日数 

第５期計画 

見込値 
3 180 5 300 7 420 

【見込量確保のための方策】 

関係機関との連携を図りながら、重度障害児の状態に応じた受け入れ体制

とサービスの確保に努めます。 

 

 



 

９８ 

 

（６）医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 

【事業概要】 

医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支援

を調整するコーディネーターを配置し、総合的かつ包括的な支援の提供を行

います。 

【必要な量の見込み】 

地域における医療的ケア児のニーズを勘案し、必要な量の見込みを定めま

した。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

配置人数 配置人数 配置人数 

第５期計画 

見込値 
0 0 1 

【見込量確保のための方策】 

多分野にまたがる支援の利用調整や協議の場における地域課題の整理、地

域資源の開発等を行いながら、医療的ケア児に対する支援のための地域づく

りを推進します。 

 

 



 

９９ 

４－２ 障害児相談支援 

【事業概要】 

障害児の利用するサービスの内容等を定めた利用計画の作成を行い、一定

期間ごとに見直しを行うサービスです。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第４期計画 

見込値 
996 1,157 1,345 

実績値 969 1,095 1,151 

進捗率（％） 97.3 94.6 85.6 

【必要な量の見込み】 

今後も引き続き、利用者が増加していくものと考え、必要な見込みを定め

ました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第５期計画 

見込値 
1,210 1,272 1,337 

【見込量確保のための方策】 

障害児に対する総合的・継続的ケアが適切かつ円滑に行えるよう、人材の

確保やケアマネジメントの仕組みづくりなどの体制整備の推進を図ります。 

 

 



 

１００ 

５ 地域生活支援事業 

５－１ 必須事業 

（１）理解促進・啓発事業 

【事業概要】 

障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去

するため、障害者等の理解を深めるための研修・啓発を通じて地域住民への

働きかけを行います。 

【事業実施の見込み】 

今後も、事業を継続的に実施するとの考え方に基づき、見込みを定めまし

た。 

区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

第５期計画 

見込 
実施の有無 有 有 有 

【事業実施のための方策】 

これまで実施している、事業所訪問やイベント開催の充実を図るとともに、

参加人数の増加に向け、事業内容の周知に努めます。 

 

（２）自発的活動支援事業 

【事業概要】 

障害者(主に聴覚障害者や視覚障害者)が災害時に避難補助や支援を受けや

すくするために、ビブスを配布し、地域での防災訓練等に使用するなど、     

その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援します。 

【事業実施の見込み】 

事業を継続的に実施するとの考え方に基づき、見込みを定めました。 

区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

第５期計画 

見込 
実施の有無 有 有 有 

【事業実施のための方策】 

障害者団体、各種ボランティア活動団体等と連携するとともに、事業内容

の周知に努めます。 

 

 



 

１０１ 

 

（３）相談支援事業 

【事業概要】 

相談支援事業は、障害者や介護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供、

障害福祉サービスの利用支援や障害者の権利擁護のために必要な援助を行い

ます。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実施箇所数 実施箇所数 実施箇所数 

第４期計画 

見込値 
4 4 4 

実績値 3 4 4 

進捗率（％） 75.0 100.0 100.0 

【必要な量の見込み】 

現体制の充実を図るとの考え方に基づき、実施箇所数の見込みを定めまし

た。 

区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

 相談支援事業 

障害者相談支援事業 実施箇所数 4 4 4 

障害者自立支援協議会 実施の有無 有 有 有 

基幹相談支援センター 実施の有無 無 無 無 

市町村相談支援機能強化

事業 
実施の有無 有 有 有 

住宅入居等支援事業 実施の有無 有 有 有 

【見込量確保のための方策】 

きめ細かな対応ができるよう、相談支援事業者の職員の資質向上や専門

性・継続性が図られる体制の構築に努めます。 

また、相談支援事業をはじめとする地域の障害者福祉に関するシステムづ

くりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場である徳島市障害者自

立支援協議会の充実を図ります。基幹相談支援センターの設置については、

地域生活支援拠点等の整備を進めていく中で、そのあり方等を検討します。 

 



 

１０２ 

 

（４）成年後見制度利用支援事業 

【事業概要】 

成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精

神障害者に対し、成年後見制度の利用に要する費用の補助を行います。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第４期計画 

見込値 
5 5 5 

実績値 3 7 6 

進捗率（％） 60.0 140.0 120.0 

【必要な量の見込み】 

事業を継続的に実施するとの考え方に基づき、見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第５期計画 

見込値 
7 8 9 

【見込量確保のための方策】 

障害者の権利利益の擁護に資するため、関係機関と連携するとともに、事

業内容の周知に努めます。 

 

 



 

１０３ 

 

（５）成年後見制度法人後見支援事業 

【事業概要】 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保

できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用を含めた法人後見の活動

を支援します。 

【事業実施の見込み】 

事業を継続的に実施するとの考え方に基づき、見込みを定めました。 

区 分 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

第５期計画 

見込 
実施の有無 有 有 有 

【事業実施のための方策】 

障害者の権利利益の擁護に資するため、関係機関と連携するとともに、事

業内容の周知に努めます。 

 

 



 

１０４ 

 

（６）手話奉仕員養成研修事業 

【事業概要】 

手話奉仕員養成研修事業は、日常会話程度の手話表現技術を習得した手話

奉仕員を養成研修する事業です。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

受講者数 受講者数 受講者数 

第４期計画 

見込値 
30 30 30 

実績値 17 12 15 

進捗率(％) 56.7 40.0 50.0 

【必要な量の見込み】 

受講者実績等を勘案し、受講者数の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

受講者数 受講者数 受講者数 

第５期計画 

見込値 
30 30 30 

【見込量確保のための方策】 

手話奉仕員の養成が障害者の社会参加の促進につながるため、継続して実

施します。 

 

 



 

１０５ 

 

（７）意思疎通支援事業 

【事業概要】 

意思疎通支援事業は、聴覚障害により、意思疎通を図ることに支障がある

人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記を行う人

の派遣などを行う事業です。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

設置者数 設置者数 設置者数 

手話通訳者設置

事業 

第４期計画 

見込値 
2 2 2 

実績値 2 2 2 

進捗率（％） 100.0 100.0 100.0 

 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用件数 利用件数 利用件数 

手話通訳者・要

約筆記者等派遣

事業 

第４期計画 

見込値 
500 500 500 

実績値 464 439 450 

進捗率（％） 92.8 87.8 90.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１０６ 

 

 

【必要な量の見込み】 

手話通訳者設置事業については、現体制の２名を維持します。 

また、手話通訳者・要約筆記者等派遣事業については、利用実績を勘案し、

利用者数の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

設置者数 設置者数 設置者数 

手話通訳者設置

事業 

第５期計画 

見込値 
2 2 2 

 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用件数 利用件数 利用件数 

手話通訳者・要

約筆記者等派遣

事業 

第５期計画 

見込値 
480 500 520 

【見込量確保のための方策】 

聴覚障害者の意思疎通を支援するため、関係機関と連携を図りながら手話

通訳者や要約筆記者等の派遣事業を推進します。 

 

 



 

１０７ 

 

（８）日常生活用具給付等事業 

【事業概要】 

日常生活用具給付等事業は、重度障害者等に対し、介護・訓練支援用具等

の日常生活用具の給付又は貸与を行う事業です。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

給付件数 給付件数 給付件数 

介護・訓練支

援用具 

第４期計画 

見込値 
19 20 21 

実績値 15 8 10 

進捗率(％) 78.9 40.0 47.6 

自立生活支援

用具 

第４期計画 

見込値 
45 45 45 

実績値 51 37 30 

進捗率(％) 113.3 82.2 66.6 

在宅療養等支

援用具 

第４期計画 

見込値 
26 26 26 

実績値 36 24 26 

進捗率(％) 138.5 92.3 100.0 

情報・意思疎

通支援用具 

第４期計画 

見込値 
122 125 128 

実績値 118 102 90 

進捗率(％) 96.7 81.6 70.3 

排泄管理支援

用具 

第４期計画 

見込値 
6,208 6,333 6,458 

実績値 6,292 6,690 6,850 

進捗率(％) 101.4 105.6 106.0 

住宅改修費 

第４期計画 

見込値 
10 10 10 

実績値 6 6 8 

進捗率(％) 60.0 60.0 80.0 



 

１０８ 

 

 

【必要な量の見込み】 

利用実績を勘案し、給付件数の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

給付件数 給付件数 給付件数 

介護・訓練支

援用具 

第５期計画 

見込値 
11 12 13 

自立生活支援

用具 

第５期計画 

見込値 
39 40 41 

在宅療養等支

援用具 

第５期計画 

見込値 
28 29 30 

情報・意思疎

通支援用具 

第５期計画 

見込値 
103 104 105 

排泄管理支援

用具 

第５期計画 

見込値 
6,987  7,126 7,268 

住宅改修費 
第５期計画 

見込値 
10 10 10 

【見込量確保のための方策】 

障害者の日常生活の便宜を図るため、事業の周知に努めます。 

 

 



 

１０９ 

 

（９）移動支援事業 

【事業概要】 

移動支援事業は、屋外で移動が困難な障害者に対して、外出のための支援

を行う事業です。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利 用 者 数 
延利用
時間 

利 用 者 数 
延利用
時間 

利 用 者 数 
延利用
時間 

移動支援事業 

(個別支援型) 

第４期計画 

見込値 
385 53,130 411 58,101 439 63,536 

実績値 444 52,319 464 53,458 485 54,634 

進捗率(％) 115.3 98.5 112.9 92.0 110.5 86.0 

移動支援事業 

(車両移送型) 

第４期計画 

見込値 
29 1,719 29 1,719 29 1,719 

実績値 24 1,271 21 1,055 29 1,719 

進捗率(％) 82.8 73.9 61.4 61.4 100 100 

【必要な量の見込み】 

利用実績を勘案し、利用者数及び利用時間数の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利 用 者 数 
延利用
時間 

利 用 者 数 
延利用
時間 

利 用 者 数 
延利用
時間 

移動支援事業 

(個別支援型) 

第５期計画 

見込値 
507 55,836 530 57,064 554 58,319 

移動支援事業 

(車両移送型) 

第５期計画 

見込値 
32 1,888 32 1,888 32 1,888 

【見込量確保のための方策】 

個別支援型については、今後、増加が予想される需要に対応できるよう、

サービスを提供する契約事業所の確保やヘルパーの質の向上に努めます。 

また、車両移送型については、引き続き事業者に委託し実施します。 
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（１０）地域活動支援センター事業 

【事業概要】 

地域活動支援センター事業は、障害者が通所し、創作的活動、生産活動の

提供、社会との交流の促進等の便宜を図る事業です。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実施箇所数  利用者数 実施箇所数  利用者数 実施箇所数  利用者数 

第４期計画 

見込値 
12 301 13 316 14 331 

実績値 10 284 10 268 10 278 

進捗率（％） 88.3 94.4 76.9 84.8 71.4 83.9 

【必要な量の見込み】 

障害者地域共同作業所からの移行等を踏まえ、実施箇所数及び利用者数の

見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

実施箇所数  利用者数 実施箇所数  利用者数 実施箇所数  利用者数 

第５期計画 

見込値 
10 280 11 300 12 315 

【見込量確保のための方策】 

現在の障害者地域共同作業所に対し、障害者の日中活動の場としてより安

定的な運営が図られるよう、地域活動支援センターへの移行を促進します。 

 

 



 

１１１ 

５－２ 任意事業 

（１）福祉ホーム事業 

【事業概要】 

福祉ホーム事業は、住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を

提供するとともに日常生活に必要な支援を行う事業です。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第４期計画 

見込値 
8 8 8 

実績値 6 6 6 

進捗率（％） 75.0 75.0 75.0 

【必要な量の見込み】 

利用実績、現施設の定員を勘案し、利用者数の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第５期計画 

見込値 
8 8 8 

【見込量確保のための方策】 

障害者の地域生活を支援するため、継続して実施します。 
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（２）生活訓練等事業 

【事業概要】 

生活訓練等事業は、障害者に対し、日常生活上必要な訓練・指導等を行う

ことにより、生活の質の向上を図り、社会参加を促進する事業で、本市では、

障害者を対象とした料理教室やパソコン講座を開催しています。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

延利用者数 延利用者数 延利用者数 

第４期計画 

見込値 
240 240 240 

実績値 130 139 160 

進捗率（％） 54.2 57.9 68.3 

【必要な量の見込み】 

利用実績を勘案し、利用者数の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

延利用者数 延利用者数 延利用者数 

第５期計画 

見込値 
163 166 170 

【見込量確保のための方策】 

社会参加を促進することを目的とし、障害者を対象とした料理教室やパソ

コン講座を継続して開催します。 
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（３）日中一時支援事業 

【事業概要】 

日中一時支援事業は、障害者の日中における活動の場を確保し、家族の就

労支援及び介護している家族の一時的な休息等を目的として行う事業です。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実施回数 実施回数 実施回数 

利用時間が 

4時間未満 

第４期計画 

見込値 
810 830 851 

実績値 776 899 1,042 

進捗率(％) 95.8 108.3 122.4 

利用時間が 

4～8時間未満 

第４期計画 

見込値 
530 540 556 

実績値 435 270 210 

進捗率(％) 82.1 50.0 37.8 

利用時間が 

8時間以上 

第４期計画 

見込値 
60 61 63 

実績値 96 35 24 

進捗率(％) 157.4 57.4 38.1 

【必要な量の見込み】 

利用実績を勘案し、実施回数の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

実施回数 実施回数 実施回数 

利用時間が 

4時間未満 

第５期計画 

見込値 
1,210 1,400 1,620 

利用時間が 

4～8時間未満 

第５期計画 

見込値 
200 190 180 

利用時間が 

8時間以上 

第５期計画 

見込値 
22 20 18 

【見込量確保のための方策】 

障害者の日中活動の場の確保を図るため、継続して実施していくとともに、

サービス事業所の確保に努めます。 
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（４）訪問入浴サービス事業 

【事業概要】 

訪問入浴サービス事業は、看護師や介護職員等が身体障害者の居宅を訪問

し、浴槽を提供して入浴の介護を行う事業です。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第４期計画 

見込値 
- - - 

実績値 - 9 9 

進捗率（％） - - - 

【必要な量の見込み】 

利用実績を勘案し、利用者数の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第５期計画 

見込値 
10 10 10 

【見込量確保のための方策】 

身体障害者の身体の清潔保持、心身機能の維持などを図り、日常生活の支

援及び福祉の増進を図るため、継続して実施していくとともに、サービス事

業所の確保に努めます。 
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（５）障害者スポーツ大会 

【事業概要】 

障害者スポーツ大会は、障害者がスポーツを通じて健康増進と社会参加を

促進するとともに、あわせて市民相互の交流を深めること目的として開催す

る事業です。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

参加者数 参加者数 参加者数 

第４期計画 

見込値 
340 370 400 

実績値 300 300 300 

進捗率（％） 88.2 81.1 75.0 

【必要な量の見込み】 

参加者実績を勘案し、参加者数の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

参加者数 参加者数 参加者数 

第５期計画 

見込値 
350 380 400 

【見込量確保のための方策】 

障害者の健康増進と社会参加を促進するため継続して開催します。また、

事業内容の周知に努めるとともに、障害者が参加しやすいよう競技種目にも

配慮します。 
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（６）福祉展 

【事業概要】 

福祉展は、障害者の芸術・文化活動を振興し、あわせて市民相互の交流を

深めることを目的として開催する事業です。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

参加施設数 参加施設数 参加施設数 

第４期計画 

見込値 
24 25 26 

実績値 22 22 23 

進捗率（％） 91.7 88.0 96.1 

【必要な量の見込み】 

参加施設実績を勘案し、参加施設数の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

参加施設数 参加施設数 参加施設数 

第５期計画 

見込値 
24 25 26 

【見込量確保のための方策】 

障害者の社会参加を促進するため継続して開催します。また、参加施設の

拡大に努めます。 
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（７）自動車運転免許取得・自動車改造助成事業 

【事業概要】 

自動車運転免許取得・自動車改造助成事業は、自動車運転免許の取得及び

自動車の改造に要する費用の一部を助成する事業です。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

自動車運転免

許取得助成事

業 

第４期計画 

見込値 
6 6 6 

実績値 9 6 5 

進捗率(％) 150.0 100.0 83.3 

自動車改造助

成事業 

第４期計画 

見込値 
7 7 7 

実績値 4 6 6 

進捗率(％) 57.1 85.7 85.7 

【必要な量の見込み】 

利用実績を勘案し、利用者数の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

自動車運転免

許取得助成事

業 

第５期計画 

見込値 
6 6 6 

自動車改造助

成事業 

第５期計画 

見込値 
7 7 7 

【見込量確保のための方策】 

障害者の社会参加を促進するため、継続して実施します。 
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（８）更生訓練費給付事業 

【事業概要】 

更生訓練費給付事業は、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用してい

る人のうち、利用者負担額の生じない人に職能訓練等を受けるために必要な

文房具等の購入費用、通所に要する費用を支給する事業です。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第４期計画 

見込値 
115 124 133 

実績値 92 76 78 

進捗率（％） 80.0 61.3 58.6 

【必要な量の見込み】 

利用実績を勘案し、利用者数の見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第５期計画 

見込値 
83 88 93 

【見込量確保のための方策】 

社会参加の促進を図ることを目的とし、継続して実施します。 
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（９）障害者虐待防止対策支援事業 

【事業概要】 

障害者虐待防止センターを設置し、２４時間体制で受付し、障害者虐待の

未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援や関係機関等の協力

体制の構築を行います。 

【利用実績】 

区 分 
平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第４期計画 

見込値 
30 30 30 

実績値 47 71 85 

進捗率（％） 157.0 236.0 283.0 

【必要な量の見込み】 

これまでの相談・通報件数を勘案し、見込みを定めました。 

区 分 
平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

利用者数 利用者数 利用者数 

第５期計画 

見込値 
80 80 80 

【見込量確保のための方策】 

障害者の権利利益の擁護に資するため、事業の周知に努めます。 
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１２０ 

意見・提言 

案の提示 

報告 指示 

市   長 

徳島市障害者計画及び徳島市障

害福祉計画策定委員会 

（庁内組織） 

保健福祉部長   消防局次長 

福祉事務所長   会計管理者 

企画政策局次長  教育次長 

行政管理総室長  水道局次長 

総務部副部長   交通局次長 

財政部副部長   病院局次長 

税務事務所長 

市民環境部副部長 

保健福祉部副部長 

経済部副部長 

まちづくり推進総室長 

都市整備部副部長 

土木部副部長 

副危機管理監 

 

障害福祉課 

各主管課等 

事務局 

報告 指示 

連絡 調整 

徳島市障害者計画及び徳島市障

害福祉計画策定市民会議 

学識経験者 

障害者団体 

雇用促進関係者 

医療関係者 

教育関係者 

建築関係者 

社会福祉関係者 

福祉行政関係者 

福祉施設関係者 

障害者代表 

公募市民 

アンケート調査 

（障害者(児)・その他の市民） 

パブリックコメント 

市   民 

 

徳島市障害者自立支援協議会 

 

案の提示 

意見 

意識調査 

意見 

徳 島 市 
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１ 策定体制 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１２１ 

２ 策定経過 

 

 アンケート調査 

区 分 日 程 等 

期 間 平成 29年 7月 14日～8月 4日 

対象者 身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、その他の市民 

 

 策定市民会議 

区 分 日程・課題 

第１回 

平成 29年 6月 30日 

・計画策定の趣旨と今後の取組み・法改正の動向について 

・現計画の達成状況について 

・市民アンケートの実施について 

第２回 

平成 29年 9月 5日 

・計画の骨子案について 

・アンケート調査結果について 

第３回 
平成 29年 10月 31日 

・計画の素案について 

第４回 

平成 30年 1月 30日 

・パブリックコメントの結果について 

・計画案について 

 

 策定委員会 

区 分 日程・課題 

第１回 

平成 29年 6月 26日 

・計画策定の趣旨と今後の取組み・法改正の動向について 

・現計画の達成状況について 

・市民アンケートの実施について 

第２回 
平成 29年 10月 23日 

・計画の素案について 

第３回 

平成 30年 1月 29日 

・パブリックコメントの結果について 

・計画案について 

 



 

 

１２２ 

 

障害者自立支援協議会（計画策定に係る開催のみ） 

区 分 日程・課題 

第１回 

平成 29年 8月 23日 

・計画策定の趣旨と今後の取組みについて 

・市民アンケートの実施について 

第２回 

平成 29年 11月 1日 

・計画の素案について 

・アンケート調査結果について 

第３回 

平成 30年 2月 8日 

・パブリックコメントの結果について 

・計画案について 

 

 パブリックコメント 

区 分 日  程 

実施期間 平成 29年 12月 20日～平成 30年 1月 18日 

 



 

 

１２３ 

３ 徳島市障害者計画及び徳島市障害福祉計画策定市民会議 

3－１ 設置要綱 

徳島市障害者計画及び徳島市障害福祉計画策定市民会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 徳島市障害者計画及び徳島市障害福祉計画（第５期）の策定にあたり、広く市民の意

見を求めるため、徳島市障害者計画及び徳島市障害福祉計画策定市民会議（以下「市民会議」

という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 市民会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

 ⑴ 障害者の実態やニーズに即した課題に関すること 

 ⑵ 徳島市障害者計画及び徳島市障害福祉計画策定に必要な事項に関すること 

（組織） 

第３条 市民会議は、委員２３名以内で構成し、福祉関係団体、その他関係諸団体・機関 

から選ばれた者及び学識経験者、公募市民等の中から市長が委嘱する。 

（会長及び副会長） 

第４条 市民会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故が発生したとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第５条 市民会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くこ

とができる。 

（委員の任期） 

第６条 委員の任期は、平成３０年３月３１日までとする。 

（事務局） 

第７条 市民会議の事務局は、保健福祉部障害福祉課に置く。 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月２０日から施行する。 
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３－２ 委員名簿 

徳島市障害者計画及び徳島市障害福祉計画策定市民会議委員名簿 

分  野 団  体  等 役職等 氏  名 備考 

学識経験者  徳島文理大学保健福祉学部  教 授 岩城 由幸 会長 

障害者団体  

徳島市身体障害者連合会  理事長 林  德太郎 副会長 

徳島市手をつなぐ親の会  理事長 糸林 代々木  

徳島市精神保健福祉会 会 長 大西 順子  

雇用促進関

係者  
徳島障害者職業センター  所 長 寒川 浩治  

医療関係者  徳島市医師会  医 師 山口 浩資  

教育関係者  徳島県立国府支援学校  校 長 久保田 勝己  

建築関係者  徳島県建築士会  副会長 坂口 敏司  

社会福祉関

係者 

徳島市民生委員児童委員協議会  副会長 長倉 和枝  

徳島市社会福祉協議会  常務理事 富永 和弘  

福祉行政関

係者 

徳島県障がい者相談支援センター 所 長 田中 稔 

 徳島県中央こども女性相談センター 所 長 仁木 伸一 

徳島県精神保健福祉センター 所 長 石元 康仁 

徳島県発達障がい者総合支援センター 所 長 矢間 奈津子  

福祉施設関

係者 

こどもの発達研究室 きりん 理事長 椎野 広久  

障害者生活支援センター眉山園 施設長 三橋 一巳  

障害者支援施設 希望の郷  施設長 清重 健次  

自立訓練事業所「ウィスパー」  施設長 横畠 麻実  

ＮＰＯ法人太陽と緑の会  代 表 杉浦 良  

障害者代表  
徳島市視覚障害者会  会 長 山田 信夫  

徳島市聴覚障害者会  会 長 港 博義  

公募市民 
  内藤 佐和子  

  中川 美佐  



 

 

１２５ 

４ 徳島市障害者計画及び徳島市障害福祉計画策定委員会 

4－１ 設置要綱 

徳島市障害者計画及び徳島市障害福祉計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 徳島市障害者計画及び徳島市障害福祉計画（第５期）を策定するための庁内組織として、

徳島市障害者計画及び徳島市障害福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

 （１）障害者の実態やニーズの把握に関すること 

 （２）徳島市障害者計画及び徳島市障害福祉計画の策定に関すること 

（組織） 

第３条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。 

２ 会長は、保健福祉部長をもって充てる。 

３ 副会長は、福祉事務所長をもって充てる。 

４ 委員は、別に掲げる部等の副部長級をもって充てる。 

（職務） 

第４条 会長は、委員会を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故が発生したとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第５条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。 

（部会） 

第６条 会長が必要と認めるときは、委員会に専門的事項を処理するための部会を設置すること

ができる。 

２ 部会は、会長が選任するメンバーをもって構成し、委員会の指示を受け調査研究する。 

（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、保健福祉部障害福祉課に置く。 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

  附 則 

この要綱は、平成２９年４月２６日から施行する。 

別掲（第３条関係） 

 徳島市障害者計画及び徳島市障害福祉計画策定委員会 

 企画政策局、総務部、財政部、市民環境部、保健福祉部、経済部、都市整備部、土木部、危機

管理監、消防局、会計管理者、教育委員会、水道局、交通局、病院局 
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4－２ 委員名簿 

徳島市障害者計画及び徳島市障害福祉計画策定委員会委員名簿 

区分 氏名 職名 

会 長 井  上  孝  志 保健福祉部長 

副会長 坂  尾  美  郎 福祉事務所長兼生活福祉第一課長事務取扱 

委 員 久  保  英  夫 保健福祉部副部長兼保健福祉政策課長事務取扱兼社会福祉センター館長 

委 員 井  内  康  夫 企画政策局次長兼企画政策課長事務取扱 

委 員 都  築  伸  也 行政管理総室長 

委  員 清  部  敢  司 総務部副部長兼総務課長事務取扱 

委 員 久 次 米 浩 文 財政部副部長兼財政課長事務取扱 

委 員 日  下  裕  司 税務事務所長兼市民税課長事務取扱 

委 員 大  澤  昇  司 市民環境部副部長 

委 員 杉   野     聡 市民環境部副部長兼人権推進課長事務取扱 

委 員 吉  岡  健  次 経済部副部長 

委 員 須  藤  浩  三 まちづくり推進総室長 

委 員 山  尾  士  朗 都市整備部副部長兼住宅課長事務取扱 

委 員 石  川  稔  彦 土木部副部長兼道路維持課長事務取扱 

委 員 岩  田  祐  治 土木部副部長兼下水道事務所長事務取扱 

委 員 北   野     治 副危機管理監兼危機管理課長事務取扱 

委 員 森   良  光 消防局次長 

委 員 大  谷  明  彦 消防局次長兼東消防署長 

委 員 堀     博   行 会計管理者兼会計課長事務取扱 

委 員 小  川  善  弘 教育次長 

委 員 弘  田  昌  紀 教育次長 

委 員 辻     裕   之 水道局次長 

委 員 児  島  正  実 交通局次長兼総務課長事務取扱都市整備部付参事併任 

委 員 宮  内  正  彦 病院局次長兼市民病院事務部事務長兼務 



 

 

１２７ 

５ 徳島市障害者自立支援協議会 

5－１ 設置要綱 

徳島市障害者自立支援協議会設置要綱 
 

 （目的及び設置） 

第１条 本市における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、地域の関係機

関の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行い、障害

者等への支援体制の整備を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）第８９条の３の規定に基づき、徳島市障害者自立支援協

議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

 （所掌事務） 

第２条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする｡ 

(1) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議と課題の情報共有に関すること 

(2) 個別事例への支援のあり方に関する協議、調整に関すること 

(3) 地域の障害者等への支援体制に係る課題整理と社会資源の開発、改善にむけた協議に関

すること 

(4) 中立・公平性を確保する観点から、委託相談支援事業者の運営評価に関すること 

(5) 権利擁護に関すること 

(6)  徳島市障害福祉計画の進捗状況の把握や必要に応じた助言に関すること 

(7) 前６号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために必要な事項 

 

 （組織） 

第３条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員をもって組織する。 

(1) 障害者関係団体関係者 

(2) 雇用・就労関係者 

(3) 保健・医療・教育・福祉関係者 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

２ 協議会に会長及び副会長を置くものとし、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けた時には、その職務を代理する。 

 

 （任期） 

第４条 協議会の委員の任期は、原則として２年とし、再任を妨げないものとする。ただし、協

議会の設置年度については、協議会の設置された日からその年度を経過後２年とする。 

２ 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （運営） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会は、概ね年２回開催する。 

４ 会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くこと

ができる。 

 

 （定例会） 

第６条 協議会は、協議会の下に、定例会を設置し、概ね月 1回開催する。 

２ 定例会は、地域の関係機関相互の情報共有を図るとともに、事例に基づく課題の検討及び背

景となる地域の課題について協議する。 

３ 定例会は、第３条第１項各号に掲げる者、委託相談支援事業者及び保健福祉部障害福祉課の

職員で組織する。 

 



 

 

１２８ 

 （運営会） 

第７条 協議会は、協議会の下に、運営会を設置し、概ね月１回開催する。 

２ 運営会は、協議会（定例会、運営会及び専門部会を含む。）の在り方について調査・研究及

び協議し、その調査・研究等の状況、成果等について、協議会に報告するものとする。 

３ 運営会は、委託相談支援事業者及び保健福祉部障害福祉課の職員で組織する。 

 

（専門部会） 

第８条 協議会は、協議会の下に、第２条各号に規定する所掌事務のうち、特定の事項について

調査・研究等を行う必要があると認めるときは、専門部会を設置することができる。 

２ 専門部会は、その調査・研究等の状況、成果等について、協議会に報告するものとする。 

 

 （守秘義務） 

第９条 協議会の関係者は、正当な理由なく協議会上知り得た個人に関する秘密を漏らしてはな

らない。なお協議会を離れた後も同様とする。 

 

 （庶務） 

第 10条 協議会の庶務は、保健福祉部障害福祉課において処理する。 

 

 （その他） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定めるものとす

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年３月１９日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２０年５月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
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５－２ 委員名簿 

徳島市障害者自立支援協議会委員名簿 

分野 団体・機関名 役職等 氏名 備考 

教育関係者 徳島県立徳島聴覚支援学校 課 長 浅野 陽子 会長 

障害者団体 

徳島市身体障害者連合会 理事長 林 德太郎  

徳島市手をつなぐ親の会 理 事 山岡 良太   

徳島市精神保健福祉会 会 長 大西 順子   

医療専門職
関係者 

徳島県医療ソーシャルワーカー
協会 

会 員 高橋 美和 
 

徳島県精神保健福祉士協会 会 長 黒下 良一   

雇用促進関
係者 

徳島障害者職業センター 所 長 寒川 浩治  

障害者就業・生活支援センター
わーくわく 

支援 
ワーカー 

三並 竜人  

入所施設 障害者支援施設 希望の郷 副施設長 日切 加奈子   

権利擁護 徳島県社会福祉士会 委 員 森田 雅巳   

相談支援 徳島県相談支援専門員協会 会 長 堀本 孝博   

福祉行政関
係者 

徳島県東部保健福祉局 課 長 唐谷 和子   

徳島県精神保健福祉センター 課長補佐 濱堀 由美   

徳島県中央こども女性相談セン
ター 

係 長 荒木 圭祐   

徳島県発達障がい者総合支援セ
ンター 

所 長 矢間 奈津子   

徳島県障がい者相談支援センタ
ー 

所 長 田中 稔 副会長 

高齢者福祉
関係者 

徳島市地域包括支援センター 管理者 管惣 美津子   

社会福祉関
係者 

徳島市社会福祉協議会 次 長 木村 泰之   

関係各課 

教育委員会教育研究所 指導主事 亀井 智子   

子育て支援課 係 長 杉本 泉   



 

 

１３０ 

６ アンケート調査 
 

6－１ 調査概要 

（１） 調査目的 

障害者の障害の程度や生活の状況、障害者及びその他の市民の意識等を把握し、今後

の徳島市における障害者施策の総合的かつ計画的な推進のための基礎資料とする事を目

的として実施しました。 

 

（２） 調査対象者 

① 障害者手帳（身体・療育・精神）所持者のうち、10％程度 

② 0～18歳未満の児童通所支援等を利用している児童のうち、10％程度 

③ 住民基本台帳から無作為抽出した 18歳以上の市民のうち、0.5%程度 

（３） 調査方法 

郵送配布―郵送回収 

 

（４） 調査期間 

平成 29年 7月 14日～8月 4日 

 

（５） 回収状況  

区分 
母集団（Ａ） 標本数（Ｂ） 抽出率 回収数（Ｃ） 回収率 

対象者数 送付数 (Ｂ／Ａ)  (Ｃ／Ｂ) 

身体障害者 10,007人 800人 8.0％ ※  324 40.5％ 

知的障害者 2,397人 350人 14.6％ ※  143 40.6％ 

精神障害者 1,844人 250人 13.6％ ※   87 34.8％ 

障害者の計 14,248人 1,400人 9.8％ 511 36.5％ 

障害児 1,081人 100人 9.3％ 40 40.0％ 

その他の市民 216,459人 1,100人 0.5％ 345 31.4％ 

全体の計 － 2,600人 － 896 34.5％ 

※障害者種別ごとの回収数（Ｃ）は、調査票内の設問において各種障害者手帳の等級（程度）

を回答した人としている。このため、身体・知的・精神障害者の合計は障害者の計と一致し

ない。 

 



 

 

１３１ 

 

6－２ 障害者を対象とした調査結果（抜粋） 

（１）日常生活 

現在の住まいについて、「自宅」（73.4％）が大半を占め、在宅生活を送っている人

が７割以上となっています。 

また、生活場所の今後の意向について、「家族と一緒に暮らしたい」（54.0％）が半

数以上を占めるなど、在宅生活を望む人が多いことが分かります。 

 

■現在の住まい 

自宅

73.4%

病院に入院中

3.9%

障害者支援

施設・介護施設

に入所中

8.2%

グループホーム

1.8%
その他

8.4%

無回答

4.3%

回答数

511人

 

■今後の生活場所の意向 

家族と一緒に

暮らしたい

54.0%

独立して一人で

暮らしたい

9.4%

施設で

暮らしたい

6.3%

グループホーム

などで暮らしたい

3.5%

病院に入院

したい

2.3%

その他

4.7% わからない

13.1%

無回答

6.7%

回答数

511人

 



 

 

１３２ 

 
（２）経済状況 

収入がある人の月平均の収入額は、「５万円以上１０万円未満」（21.3％）が最も多く、

「１５万円以下」の人が 47.1％と半数近くを占める結果となっています。 

また、経済的にみた生活状態について、「普通の生活をしている」が最も多いものの、

「やや苦しい生活をしている」と「非常に苦しい生活をしている」を合わせた「苦しい

生活をしている」も３割以上を占める結果となっています。 

 

■月平均の収入額 

全体 511 人

（1） ５万円未満 59 人

（2） ５万円以上１０万円未満 109 人

（3） １０万円以上１５万円未満 73 人

（4） １５万円以上２０万円未満 36 人

（5） ２０万円以上２５万円未満 23 人

（6） ２５万円以上３０万円未満 9 人

（7） ３０万円以上５０万円未満 14 人

（8） ５０万円以上 21 人

無回答 167 人

グラフ単位：（％）

回答数

11.5 

21.3 

14.3 

7.0 

4.5 

1.8 

2.7 

4.1 

32.7 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

 

 

■経済的にみた生活状態 

恵まれた生活を

している

6.7% やや恵まれた

生活をしている

5.7%

普通の生活を

している

48.5%

やや苦しい生活

をしている

24.1%

非常に苦しい

生活をしている

10.2%

無回答

4.9%

回答数

511人

 



 

 

１３３ 

 
（３） 介助の状況 

主な介助者は、「親」（28.0％）や「配偶者」（19.0％）の割合が高く、家族の介助

を受けている人が多い結果となっています。 

また、主な介助者が一時的に不在の際の対応としては、「他の家族が介助する」

（35.8％）が最も多いものの、「誰にも頼まない」、「どうしてよいかわからない・考

えたことがない」についても多くなっています。 

 

■主な介助者 

配偶者

19.0%

親

28.0%

子ども・

孫

7.2%

兄弟姉妹

2.5%
その他の家族

0.6%

親戚

0.2%

隣人・知人

0.4%

ホームヘルパー

5.1%

ボランティア

0.2%

施設などの職員

9.6%

その他

1.6%

介助は受けて

いない

19.4%

介助を受けたいが、

介助者がいない

0.6%

無回答

5.7%

回答数

511人

 

 

■主な介助者が一時不在の場合の対応 

他の家族が

介助する

35.8%

親戚に

お願いする

8.1%

知人に

お願いする

1.7%

ホームヘルパー・

家政婦・ガイドヘル

パー・手話通訳者

などに願いする

3.4%施設に

一時入所する

6.4%

その他

4.7%

誰にも頼まない

23.0%

どうしてよいか

わからない・

考えたことがない

10.5%

無回答

6.4%

回答数

296人

 



 

 

１３４ 

 
（４） 外出状況 

外出の際に困ったり不便に感じることについて、「道路・建物の段差」や、「障害者

用の駐車スペース・手すりなどの障害者に配慮した設備が不十分である」こと、「買い

物先や銀行などでコミュニケーションがとりにくい」が多くなっています。 

 

■外出の際に困ったり不便に感じること（複数選択可） 

全体 511 人

（1） 道路、建物の段差 117 人

（2）
障害者用の駐車スペース、手すり、スロープ、案内表示な
ど、障害者に配慮した設備が不十分である

96 人

（3） 障害者用のトイレが少ない 74 人

（4） 買い物先や銀行などでコミュニケーションがとりにくい 74 人

（5） バス、ＪＲ、タクシーなどの乗り降りが大変である 67 人

（6） 通路上に自転車や看板などの障害物があって通りにくい 50 人

（7） 必要なときに、まわりの手助け・配慮が足らない 50 人

（8）
気軽に利用できる移送手段が少ない（リフト付きタクシーな
ど）

45 人

（9） 付き添ってくれる方がいない 42 人

（10） その他 37 人

（11） 特に困ったり不便に感じることはない 162 人

（12） ほとんど外出しないのでわからない 51 人

無回答 55 人

グラフ単位：（％）

回答数

22.9 

18.8 

14.5 

14.5 

13.1 

9.8 

9.8 

8.8 

8.2 

7.2 

31.7 

10.0 

10.8 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

 



 

 

１３５ 

 
（５） 社会参加 

今後したい活動について、「旅行」（36.8％）、「買い物」（35.0％）が共に３割以

上となっています。その他では「スポーツ」、「趣味などのサークル活動・生涯学習」、

「地域の行事や祭り、学校・職場の行事」などへの意向が高い結果となっています。 

 

■今後したい活動（複数選択可） 

全体 511 人

（1） 旅行 188 人

（2） 買い物 179 人

（3） スポーツ 88 人

（4） 趣味などのサークル活動・生涯学習 82 人

（5） 地域の行事や祭り、学校・職場の行事 74 人

（6） レクリエーション 60 人

（7） 講座や講演会などへの参加 45 人

（8） ボランティア活動 41 人

（9） 障害者団体の活動 38 人

（10） その他 25 人

（11） 特に何もしたくない 101 人

無回答 58 人

グラフ単位：（％）

回答数

36.8 

35.0 

17.2 

16.0 

14.5 

11.7 

8.8 

8.0 

7.4 

4.9 

19.8 

11.4 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

 



 

 

１３６ 

 
（６） 就労等の状況 

現在の就労状況について、就労している人は３割程度で、就労していない人が多い結

果となっています。 

また、障害者が働きやすくなるために必要だと思う条件や環境整備について、事業主

や職場の周りの人の理解、自宅での勤務、勤務時間や日数の短縮などを望む人が多い結

果となっています。 

 

■現在の就労状況 

はい

28.4%

いいえ

67.1%

無回答

4.5%

回答数

511人

 

■働きやすくなるために必要な条件や環境整備（3つまで選択可） 

全体 511 人

（1） 事業主や職場の方たちが、障害者を理解してくれる 139 人

（2） 自宅で仕事ができるようにする 94 人

（3） 勤務時間や日数を短縮する 87 人

（4） 通勤の手段が確保される 83 人

（5） 賃金などが妥当である 82 人

（6） フレックスタイムなどで自由な働き方ができるようにする 76 人

（7） 通院などの保障がある（勤務時間内でも通院できる） 68 人

（8） 仕事上のサポート体制を充実する 67 人

（9） あらゆる業種で障害者の雇用枠を増やす 64 人

（10）
職場の施設や設備が障害者にも利用できるように配慮され
ている

58 人

（11）
通所施設・作業所などへの支援（注文を増やすなど）を充
実する

49 人

（12） 仕事の相談やあっせんをする場を充実する 43 人

（13） 職業訓練を充実し、就労のための技術を身につける 42 人

（14） 職場にジョブコーチなどがいる 33 人

（15） その他 9 人

（16） わからない・特にない 88 人

無回答 54 人

グラフ単位：（％）

回答数

27.2 

18.4 

17.0 

16.2 

16.0 

14.9 

13.3 

13.1 

12.5 

11.4 

9.6 

8.4 

8.2 

6.5 

1.8 

17.2 

10.6 

0.0 10.0 20.0 30.0

 



 

 

１３７ 

 
（７） 情報収集 

障害福祉に関する情報内容の評価について、「現在の状態ではやや不十分」と「現在

の状態ではまったく不十分」を合わせた『不十分』（39.7％）が「現在の状態で十分」

と「現在の状態でほぼ十分」を合わせた『十分』（26.6％）を上回る結果となっていま

す。 

また、今後充実してほしい内容について、障害福祉サービスの具体的内容・利用方法、

相談窓口・場所についての情報を望む人が４割以上という結果となっています。 

 

■障害福祉に関する情報内容の評価 

現在の状態で

十分

9.4%

現在の状態で

ほぼ十分

17.2%

現在の状態では

やや不十分

23.5%
現在の状態では

まったく不十分

16.2%

わからない

27.6%

無回答

6.1%

回答数

511人

 

 

■今後充実してほしい内容（3 つまで選択可） 

全体 511 人

（1）
障害福祉サービスの具体的内容や利用方法などに関する
情報

225 人

（2） 困った時に相談が出来る窓口・場所についての情報 215 人

（3） 災害時の避難情報 103 人

（4） 緊急対応についての情報 90 人

（5） 社会情勢や障害福祉制度の変化に関する情報 88 人

（6）
施設が行っている医療や障害福祉サービスの質に関する情
報

77 人

（7） 職場の選び方や就職に関する情報 68 人

（8） 就学に関する相談・情報提供窓口に関する情報 25 人

（9） 余暇活動やレジャーに関する情報 20 人

（10） ボランティア団体などについての情報 12 人

（11） その他 10 人

（12） 特にない、わからない 97 人

無回答 43 人

グラフ単位：（％）

回答数

44.0 

42.1 

20.2 

17.6 

17.2 

15.1 

13.3 

4.9 

3.9 

2.3 

2.0 

19.0 

8.4 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

 



 

 

１３８ 

 
（８） 相談 

現在、困っていることや悩みについて、「自分の老後」（30.5％）、「健康や身体の

こと」（26.4％）が多い結果となっています。 

また、今後希望する障害者福祉や生活に関する相談体制について、「どんな時にどこ

に相談したらいいかわかるようにしてほしい」が半数近くを占め、他の項目と比較して

高い割合になっています。 

 

■現在、困っていることや悩み（3つまで選択可） 

全体 511 人

（1） 自分の老後 156 人

（2） 健康や身体のこと 135 人

（3） 親・家族の老後 68 人

（4） 緊急対応(自分や家族の急病などへの対応） 60 人

（5） 災害時の安全の確保 60 人

（6） 就職や職場選び 50 人

（7） 買い物や役所・銀行などの手続き 46 人

（8） 友だちづくり 38 人

（9） 金銭管理 37 人

（10） 社会情勢や障害者福祉制度の変化への対応 31 人

（11） 自由な外出や街歩き 30 人

（12） 恋愛・結婚 28 人

（13） 障害福祉・保健サービスの利用 22 人

（14） 家事・家族の世話 17 人

（15） 家庭問題 17 人

（16） 余暇（趣味・旅行など）の過ごし方 16 人

（17） 住まいの確保 16 人

（18） 進学・学校選び 13 人

（19） 近所との付き合い 12 人

（20） 子育てや子どもの教育 11 人

（21） その他 14 人

（22） 特にない 96 人

無回答 42 人

グラフ単位：（％）

回答数

30.5 

26.4 

13.3 

11.7 

11.7 

9.8 

9.0 

7.4 

7.2 

6.1 

5.9 

5.5 

4.3 

3.3 

3.3 

3.1 

3.1 

2.5 

2.3 

2.2 

2.7 

18.8 

8.2 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

 



 

 

１３９ 

 

■今後希望する障害者福祉や生活に関する相談体制（3 つまで選択可） 

全体 511 人

（1） どんな時にどこに相談したらいいかわかるようにしてほしい 243 人

（2） １ヶ所でいろいろな問題について相談できるようにしてほしい 117 人

（3）
休日・夜間などでも必要な時にすぐ相談できるようにしてほし
い

99 人

（4） 住んでいるところの近くで気軽に相談できる場がほしい 99 人

（5）
情報提供だけでなく、問題の解決に至るような対応をしてほ
しい

96 人

（6）
相談者の同意なしに個人情報が他に伝わらないよう十分な
配慮をしてほしい

60 人

（7）
相談員の対応・態度、面接技術に関する知識を向上させて
ほしい

52 人

（8） 電話やＦＡＸ、メールなどでの相談を受け付けてほしい 43 人

（9）
施設入所者の相談にも対応できるように、定期的な訪問相
談を実施してほしい

29 人

（10） 乳幼児期における早期相談体制を充実してほしい 11 人

（11） その他 11 人

（12） 特にない 76 人

無回答 55 人

グラフ単位：（％）

回答数

47.6 

22.9 

19.4 

19.4 

18.8 

11.7 

10.2 

8.4 

5.7 

2.2 

2.2 

14.9 

10.8 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

 

 

 

（９） 地域生活 

近所づきあいの程度について、「会えば挨拶する程度」（49.5％）が半数近くを占め

ています。一方で「ほとんどつきあいはない」（29.4％）も３割近くを占めており、親

しく近所付き合いをしている人は少ないことが分かります。 

 

■近所づきあいの程度 

大変親しい

つきあい

7.2% 行事のある時は

つきあう

9.2%

会えば挨拶する

程度

49.5%

ほとんどつきあい

はない

29.4%

無回答

4.7%

回答数

511人

 



 

 

１４０ 

 
（10） 災害時の避難・対策 

災害時に備え、準備しているものについて、「水や食料（医療食などを含む）」

（42.1％）が４割以上を占め最も多く、衣類やタオルなどの生活用品、「医療・介護用

品、避難場所や避難の手段、手順なども２割以上を占めています。 

また、災害が発生した時に不安なことについて、避難所や避難場所での生活への不安

が半数近く占める結果となっています。 

■災害時に備え、準備しているもの（複数選択可） 

全体 511 人

（1） 水や食料（医療食などを含む） 215 人

（2） 衣類やタオルなどの生活用品 129 人

（3） 薬や紙おむつなどの医療・介護用品 107 人

（4） 杖や車椅子などの福祉用具 51 人

（5） ヘルプカード 33 人

（6） お子さんに災害時にどうすればよいか話してある 26 人

（7） 近隣の人などに手助けを頼んでいる 5 人

（8） 避難場所と避難の手段や手順を確認している 104 人

無回答 158 人

グラフ単位：（％）

回答数

42.1 

25.2 

20.9 

10.0 

6.5 

5.1 

1.0 

20.4 

30.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

 

■災害が発生した時、不安なこと（複数選択可） 

全体 511 人

（1） 大勢の人の中で避難所生活をすることに不安がある 254 人

（2）
避難場所での長期避難生活に身体が耐えられるか不安で
ある

233 人

（3） 障害者や高齢者に配慮した避難場所がない 142 人

（4） 医薬品、補装具など、必要なものが手に入らない 98 人

（5） 災害情報を伝える設備や連絡網がない 96 人

（6） 避難を介助してくれる方がいない 89 人

（7）
災害発生時の情報収集ができにくい。また、周囲がそれに
気付いてくれない

87 人

（8） 障害者(児)への情報伝達や救援が遅れる 78 人

（9） 避難のための交通手段がない 75 人

（10）
行政機関、医療機関と地域住民が連携して助け合う体制
がない

71 人

（11） 避難訓練や防災のための学習機会や広報が十分でない 47 人

（12）
人工透析や在宅酸素など、専門的な医療を受けられるか
わからない

38 人

（13） 電話やＦＡＸなどの連絡手段が確保できない 33 人

（14） 手話通訳やガイドヘルパー、介助者などが確保できない 19 人

（15） その他 31 人

（16） 特にない 51 人

無回答 52 人

グラフ単位：（％）

回答数

49.7 

45.6 

27.8 

19.2 

18.8 

17.4 

17.0 

15.3 

14.7 

13.9 

9.2 

7.4 

6.5 

3.7 

6.1 

10.0 

10.2 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

 



 

 

１４１ 

 
（11） 保育・教育等 

通所・通学先に対しては満足している人が半数以上となっています。 

一方で、障害のない子どもとの交流や子どもの障害や発達に応じた専門的な教育を望

む人も多い結果となっています。 

 

■通所・通学していて感じること（3つまで選択可） 

※現在、通所・通学している人のみ 

全体 52 人

（1）
現在、通所・通学している保育所や学校などに満足してい
る

28 人

（2） 障害のない子どもとの交流が少ない 12 人

（3）
子どもの障害や発達に応じた専門的な教育などが受けられ
ていない

9 人

（4） 障害のない子どもやその保護者の理解がない 8 人

（5） 十分な施設・整備が整っていない 5 人

（6） 教員などの人数が十分そろっていない 4 人

（7） 就労相談や教育相談が十分ではない 4 人

（8） 教育課程が十分でない 3 人

（9） 通所・通学がしにくい 2 人

（10） 他の機関との連携がうまくとれていない 2 人

（11） 学校に学童保育があるが利用できない 1 人

（12） 学童保育がない 1 人

（13） その他 2 人

無回答 8 人

グラフ単位：（％）

回答数

53.8 

23.1 

17.3 

15.4 

9.6 

7.7 

7.7 

5.8 

3.8 

3.8 

1.9 

1.9 

3.8 

15.4 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

 



 

 

１４２ 

 
（12） 障害福祉サービス 

障害福祉サービスをより利用しやすくするために、情報提供、利用申請・手続き方法

の簡素化、利用負担の軽減、自分にとって必要なサービスの判断の手助けなどを望む人

が多くなっています。 

 

■サービスをより利用しやすくするために今後希望すること（3つまで選択可） 

全体 511 人

（1） どんなサービスがあるのか、もっと情報がほしい 213 人

（2） 利用についての申請や手続き方法をわかりやすくしてほしい 158 人

（3）
自分にとって何が必要なサービスかが判断できるような手助
けが必要

92 人

（4） 障害の特性に応じた方法で情報を提供してほしい 91 人

（5） 費用負担を軽くしてほしい 90 人

（6）
手続きにかかる時間の短縮化(必要な時にすぐに使えるよう
に）

63 人

（7） 利用の条件を緩やかにしてほしい 49 人

（8） 関わる人材の対応・態度や技術・知識の向上が必要 46 人

（9） サービスの回数や時間をニーズに応じて増やしてほしい 37 人

（10） 通所のサービスは身近な場所で受けたい 23 人

（11） 関わる人材を当事者が選択できるようにしてほしい 6 人

（12） その他 6 人

（13） 特にない 56 人

無回答 98 人

グラフ単位：（％）

回答数

41.7 

30.9 

18.0 

17.8 

17.6 

12.3 

9.6 

9.0 

7.2 

4.5 

1.2 

1.2 

11.0 

19.2 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

 
 
（13） 社会モデル 

現在の障害者福祉の水準に対する考えについて、「低すぎる」が２割以上を占める一

方で、「どちらともいえない」「わからない」を合わせた割合が６割近くになっていま

す。 

 

■現在の障害福祉の水準に対する考え 

低すぎる

24.3%

高すぎる

2.0%

どちらともいえない

23.3%

わからない

33.7%

無回答

16.8%

回答数

511人

 



 

 

１４３ 

 
（14） 権利擁護 

障害者差別解消法の認知について、「知っている」（21.9％）、「知らない」

（66.5％）と、２割程度の認知度となっています。 

また、合理的配慮の認知について、「「合理的配慮」という考え方について知ってい

る」（6.5％）、「言葉は聞いたことがある」（15.1％）、「知らない」（63.0％）と、

認知度は低くなっています。 

 

■障害者差別解消法の認知 

知っている

21.9%

知らない

66.5%

無回答

11.5%

回答数

511人

 
 

 

■合理的配慮の認知 

「合理的配慮｣と

いう考え方につい

て知っている

6.5%

言葉は聞いたこと

がある

15.1%

知らない

62.9%

無回答

15.5%

回答数

511人

 



 

 

１４４ 

 

障害者虐待防止法の認知について、「知っている」（32.9％）、「知らない」

（52.3％）と３割程度の認知度となっています。 

また、成年後見制度の認知について、「知っている」（46.8％）、「知らない」

（40.5％）と、半数近くの人が知っているという結果となっています。 

 

■障害者虐待防止法の認知 

知っている

32.9%

知らない

52.3%

無回答

14.9%

回答数

511人

 

■成年後見制度の認知 

知っている

46.8%

知らない

40.5%

無回答

12.7%

回答数

511人

 

 



 

 

１４５ 

 
（15） その他 

今後、障害者福祉分野において充実してほしいことについて、所得の保証や医療費の

軽減などの経済的支援、情報提供の充実、雇用・就業の促進、福祉教育の充実、総合相

談体制の充実などを望む人が多くなっています。 

 

■今後、障害者福祉分野において充実してほしいこと（3つまで選択可） 

全体 511 人

（1） 年金などの所得保障の充実 157 人

（2） 各種サービスなどの情報提供の充実 108 人

（3） 医療費の軽減 101 人

（4） 福祉・保健・医療などの相談体制の充実 78 人

（5）
障害者に対する理解を深めるための啓発・広報活動や福

祉教育の充実
66 人

（6） 障害者の雇用・就業の促進 64 人

（7）
ホームヘルパー・ショートステイ・デイサービスなどの在宅福祉

サービスの充実
43 人

（8）
障害の早期発見・早期治療や在宅医療・訪問看護などの

保健・医療の充実
37 人

（9） 障害者支援施設の充実 37 人

（10） 通所施設・作業所の充実 33 人

（11） 障害者の入居に配慮した公営住宅の供給 33 人

（12） 建築物や道路の整備・改善などの福祉のまちづくり 32 人

（13）
情報を得るため、または自分の考えを伝えるための手段の確

保
31 人

（14） 障害児に対する教育・療育の充実 29 人

（15） グループホームなどの生活の場の確保 28 人

（16）
成年後見制度や日常生活自立支援事業などによる権利

の保護・支援
26 人

（17） 防犯・防災対策の充実 23 人

（18） パソコンやＩＣＴ（情報通信技術）関連の講習会の充実 22 人

（19） 障害者団体への活動支援 19 人

（20） ボランティア活動の推進・支援 13 人

（21） 移動支援事業の充実 12 人

（22） スポーツ・レクリエーション及び文化に対する援助 7 人

（23） その他 18 人

（24） 特にない 37 人

無回答 85 人

グラフ単位：（％）

回答数

30.7 

21.1 

19.8 

15.3 

12.9 

12.5 

8.4 

7.2 

7.2 

6.5 

6.5 

6.3 

6.1 

5.7 

5.5 

5.1 

4.5 

4.3 

3.7 

2.5 

2.3 

1.4 

3.5 

7.2 

16.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

 

 



 

 

１４６ 

 

6－3 児童通所支援等を利用している児童を対象とした調査結果（抜粋） 

（１） 気づき 

お子さんの障害や発達課題に気づいたきっかけについて、「あなたを含む家族による

気づき」（60.0％）が最も多く、最も身近にいる家族の気づきが多いことが分かります。 

 

■お子さんの障害や発達課題に気づいたきっかけ（2つまで選択可） 

全体 40 人

（1） あなたを含む家族による気づき 24 人

（2） 保育所・幼稚園の助言 12 人

（3） 保健センターで実施する健診（１歳６ヶ月児、３歳児） 10 人

（4） 病院などの医療機関による受診・健診 8 人

（5） 乳児・幼児健康相談 3 人

（6） 心理発達相談（ことばの相談） 1 人

（7） 小学校で実施する就学時健康診断      - 人

（8） その他 4 人

無回答      - 人

グラフ単位：（％）

回答数

60.0 

30.0 

25.0 

20.0 

7.5 

2.5 

0.0 

10.0 

0.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

 

 

（２） 相談 

障害や発達課題などに困ったときの相談先について、「家族・親族」、「保健センタ

ー」、「かかりつけの病院」が多くなっています。 

 

■障害や発達課題などに困ったときの相談先（複数選択可） 

全体 40 人

（1） 家族・親族 20 人

（2） 保健センター 19 人

（3） かかりつけの病院 18 人

（4） 保育所や幼稚園 16 人

（5） 障害や発達課題のあるお子さんの保護者 14 人

（6） 福祉サービス事業所 13 人

（7） こども女性相談センター 9 人

（8） 発達障がい者総合支援センター（ハナミズキ・アイリス） 8 人

（9） 小・中学校 6 人

（10） 特別支援学校 5 人

（11） 市役所 4 人

（12） その他 5 人

無回答      - 人

グラフ単位：（％）

回答数

50.0 

47.5 

45.0 

40.0 

35.0 

32.5 

22.5 

20.0 

15.0 

12.5 

10.0 

12.5 

0.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

 



 

 

１４７ 

 
（３） 幼児期、学齢期 

保育所や幼稚園、学校に通う上で求めることについて、「学習支援や介助など、保育

所・幼稚園・学校生活のサポート」（52.5％）が最も多く半数以上を占めており、次い

で「障害や発達課題などにあわせた環境の整備」（35.0％）、「送迎など、通所・通学

のサポート」（30.0％）などとなっています。 

 

■保育所や幼稚園、学校に通う上で求めること（2つまで選択可） 

全体 40 人

（1）
学習支援や介助など、保育所・幼稚園・学校生活のサ

ポート
21 人

（2） 障害や発達課題などにあわせた環境の整備 14 人

（3） 送迎など、通所・通学のサポート 12 人

（4） 生活訓練や職業訓練など、専門的な指導 9 人

（5） 福祉サービス事業所など、外部の支援機関との連携 4 人

（6） 投薬や喀痰吸引など、医療的なケア 2 人

（7） その他 2 人

無回答 2 人

グラフ単位：（％）

回答数

52.5 

35.0 

30.0 

22.5 

10.0 

5.0 

5.0 

5.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

 

 

（４） 障害福祉サービス 

障害福祉サービスの満足度について、「満足している」（70.0％）が７割を超え大半

の人が満足しているものの、「満足していない」（22.5％）も２割を超えています。 

 

■障害福祉サービスの満足度 

満足している

70.0%

満足して

いない

22.5%

わからない

7.5%

回答数

40人

 



 

 

１４８ 

 
（５） 就労・地域生活 

卒業後、円滑な日常生活・社会生活を送るために学齢期に必要だと思う支援について、

「ソーシャルスキル」（55.0％）が半数以上を占めており、次いで「特性や発達課題に

応じた学習支援」（45.0％）などとなっています。 

 

■卒業後、円滑な日常生活を送るために学齢期に必要な支援（2つまで選択可） 

全体 40 人

（1） ソーシャルスキル 22 人

（2） 特性や発達課題に応じた学習支援 18 人

（3） 職業訓練（職場体験・実習の場） 9 人

（4） 仲間・友人づくり 9 人

（5） ライフスキル 8 人

（6） 心身の健康管理 4 人

（7） その他      - 人

無回答 4 人

グラフ単位：（％）

回答数

55.0 

45.0 

22.5 

22.5 

20.0 

10.0 

0.0 

10.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

 

 

（６） ご家族の支援 

家族に必要な支援について、「障害、発達課題や利用できる障害福祉サービスなどの

支援について学び考える機会」（42.5％）が最も多く、次いで「レスパイトケア」

（32.5％）などとなっています。 

 

■家族に必要な支援（2つまで選択可） 

全体 40 人

（1）
障害、発達課題や利用できる障害福祉サービスなどの支援

について学び考える機会
17 人

（2） レスパイトケア 13 人

（3） 家計に対する支援 11 人

（4） カウンセリングなど、家族の心理的サポート 8 人

（5） 保護者・兄弟姉妹どうしの交流 8 人

（6） お子さんの通院・通所時における、兄弟姉妹の託児 4 人

（7） その他 1 人

無回答 2 人

グラフ単位：（％）

回答数

42.5 

32.5 

27.5 

20.0 

20.0 

10.0 

2.5 

5.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

 
 



 

 

１４９ 

 
（７） その他の環境 

お子さんが過ごす環境に必要なものについて、「障害や発達課題などに対する周囲の

理解と配慮」や「家庭、学校、職場以外の居場所」などのソフト面、「リハビリセンタ

ーなど、専門的な医療機関」や「利用しやすい公共交通機関」などのハード面での環境

が必要という結果となっています。 

また、今後、障害者福祉分野において充実してほしいことについて、各種サービスの

情報提供や障害児に対する教育･療育、障害者に対する理解を深めるための啓発・広報

活動や福祉教育などのソフト面での充実を望む人が多い結果となっています。 

 

■お子さんが過ごす環境に必要なもの（2つまで選択可） 

全体 40 人

（1） 障害や発達課題などに対する周囲の理解と配慮 25 人

（2） 家庭、学校、職場以外の居場所 12 人

（3） リハビリセンターなど、専門的な医療機関 8 人

（4） 利用しやすい公共交通機関 8 人

（5） ユニバーサルデザインを取り入れた各種施設 7 人

（6） イベントなど、お子さんどうしの交流の場・機会 5 人

（7） その他 1 人

無回答 2 人

グラフ単位：（％）

回答数

62.5 

30.0 

20.0 

20.0 

17.5 

12.5 

2.5 

5.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

 



 

 

１５０ 

 

■今後、障害福祉分野において充実してほしいこと（3 つまで選択可） 

全体 40 人

（1） 各種サービスなどの情報提供の充実 12 人

（2） 障害児に対する教育・療育の充実 12 人

（3）
障害者に対する理解を深めるための啓発・広報活動や福

祉教育の充実
10 人

（4） グループホームなどの生活の場の確保 8 人

（5） 医療費の軽減 8 人

（6） 障害者支援施設の充実 6 人

（7） 年金などの所得保障の充実 6 人

（8）
ホームヘルパー・ショートステイ・デイサービスなどの在宅福祉

サービスの充実
5 人

（9） 通所施設・作業所の充実 5 人

（10） 障害者の雇用・就業の促進 5 人

（11）
成年後見制度や日常生活自立支援事業などによる権利

の保護・支援
5 人

（12）
障害の早期発見・早期治療や在宅医療・訪問看護などの

保健・医療の充実
3 人

（13） パソコンやＩCＴ（情報通信技術）関連の講習会の充実 3 人

（14） 障害者の入居に配慮した公営住宅の供給 3 人

（15）
情報を得るため、または自分の考えを伝えるための手段の確

保
2 人

（16） 福祉・保健・医療などの相談体制の充実 2 人

（17） スポーツ・レクリエーション及び文化に対する援助 2 人

（18） 移動支援事業の充実 2 人

（19） ボランティア活動の推進・支援 1 人

（20） 建築物や道路の整備・改善などの福祉のまちづくり 1 人

（21） 障害者団体への活動支援      - 人

（22） 防犯・防災対策の充実      - 人

（23） その他 1 人

（24） 特にない      - 人

無回答 4 人

グラフ単位：（％）

回答数

30.0 

30.0 

25.0 

20.0 

20.0 

15.0 

15.0 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

7.5 

7.5 

7.5 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

2.5 

2.5 

0.0 

0.0 

2.5 

0.0 

10.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

 

 



 

 

１５１ 

 

6－４ その他の市民を対象とした調査結果（抜粋） 

（１） 障害者に対する意識 

障害者への差別、偏見の有無について、「あると思う」と「少しはあると思う」を合

わせた『あると思う』（97.4％）と９割を占めており、偏見があるという結果となって

います。 

また、障害者についてのイメージについて、「手助けしなければならないと思う」

（46.7％）、「がんばっていると思う」（44.3％）が４割を超えています。 

 

■障害者への差別、偏見の有無 

あると思う

49.9%少しはあると思う

47.5%

ないと思う

1.7%

無回答

0.9%

回答数

345人

 

 

■障害者についてのイメージ（複数選択可） 

全体 345 人

（1） 手助けしなければならないと思う 161 人

（2） がんばっていると思う 153 人

（3） どのように接すればよいかわからない 132 人

（4） 障害者からは学ぶことが多い 58 人

（5） 障害のあるなしは重要ではないと思う 56 人

（6） もっと自立した生活をした方が良いと思う 44 人

（7） その他 9 人

（8） 特に何も感じない 7 人

無回答 5 人

グラフ単位：（％）

回答数

46.7 

44.3 

38.3 

16.8 

16.2 

12.8 

2.6 

2.0 

1.4 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

 



 

 

１５２ 

 

今後の障害者との関わりについて、「身近にいる障害者に対して、できる範囲の手助

けをしたい」が半数以上を占め、他の項目と比較しても突出して高い割合となっていま

す。 

 

■今後の障害者との関わり（複数選択可） 

全体 345 人

（1） 身近にいる障害者に対して、できる範囲の手助けをしたい 180 人

（2） 障害者が主催する絵画展やコンサートなどを見に行きたい 66 人

（3） ボランティア活動をしたい 39 人

（4） 障害者との交流活動に参加したい 28 人

（5） 場所を提供したり、経済的な援助をしたい 7 人

（6） ホームヘルパーなど福祉に関する仕事をしたい 6 人

（7） 就職や結婚のお世話をしたい 6 人

（8） その他 22 人

（9） 特にかかわりたくない 53 人

無回答 30 人

グラフ単位：（％）

回答数

52.2 

19.1 

11.3 

8.1 

2.0 

1.7 

1.7 

6.4 

15.4 

8.7 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

 



 

 

１５３ 

 

（２） ボランティア活動 

福祉関係のボランティア活動への参加意向について、「参加したい」と「どちらかと

いえば参加したい」を合わせた『参加したい』という人は３割以上を占めています。 

また、参加したいと思う活動内容について、「相談相手や話し相手、安否確認」や

「スポーツ・レクリエーション・リハビリテーションの介助」が２割を超え、他の項目

と比較しても高い割合となっています。 

 

■福祉関係のボランティア活動への参加意向 

参加したい

3.5%

どちらかといえば

参加したい

27.8%

どちらかといえば

参加したくない

36.5%

参加したいとは

思わない

25.8%

無回答

6.4%

回答数

345人

 

 

■参加したい活動 

家事や着替えなど

の日常生活の

お世話

7.4%

手話・点訳・朗読

などの奉仕員

13.9%

スポーツ・レクリエー

ション・リハビリテー

ションの介助

20.4%

社会福祉施設や

団体に対する

活動支援

14.8%

専門の技術を

生かした教育・

学習指導

7.4%

相談相手や話し

相手、安否確認

27.8%

絵本や福祉マップ

などの制作

5.6%

その他

1.9%

無回答

0.9%

回答数

108人

 

 



 

 

１５４ 

 

（３） 障害者への支援体制 

障害者が住みやすいまちづくりのために重要だと思うことについて、「雇用・就労の

場の確保」、「障害者への理解を深めるための学校教育」、「障害の種類や程度に応じ

た教育の充実」などが重要であると考える人が多く、就労や教育の充実が望まれていま

す。 
 

■障害者が住みやすいまちのために重要だと思うこと（複数選択可） 

全体 345 人

（1） 雇用・就労の場の確保 223 人

（2） 障害者への理解を深めるための学校教育 207 人

（3） 障害者のための相談機関の充実 158 人

（4） 障害の種類や程度に応じた教育の充実 157 人

（5） 公共施設などでの障害のある人への配慮 144 人

（6） 障害者のための交通移動手段の充実 128 人

（7） 障害者に配慮した道路の整備 123 人

（8） 障害者に対するボランティア活動の育成・支援 110 人

（9） 保健・医療制度の充実 105 人

（10） 障害者福祉の問題の啓発・広報活動 101 人

（11） 防犯・防災対策の充実 80 人

（12） 障害者への情報提供 67 人

（13）
障害者の参加を前提としたスポーツ・文化・レクリエーション
の振興

60 人

（14） 使用料などの助成 50 人

（15） その他 3 人

無回答 14 人

グラフ単位：（％）

回答数

64.6 

60.0 

45.8 

45.5 

41.7 

37.1 

35.7 

31.9 

30.4 

29.3 

23.2 

19.4 

17.4 

14.5 

0.9 

4.1 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

 

（４） 社会モデル 

現在の障害者福祉の水準に対する考えについて、「低すぎる」が２割近くを占める一

方で、「どちらともいえない」「わからない」が８割近くになっています。 
 

■現在の障害福祉の水準に対する考え 

低すぎる

19.7%

高すぎる

0.9%

どちらともいえない

31.6%

わからない

45.5%

無回答

2.3%

回答数

345人

 



 

 

１５５ 

 

（５） 権利擁護 

障害者差別解消法の認知について、「知っている」（23.2％）、「知らない」

（73.6％）と２割程度の認知度となっています。 

合理的配慮の認知について、「「合理的配慮」という考え方について知っている」

（7.0％）、「言葉は聞いた事がある」（17.7％）、「知らない」（70.1％）と、認知

度は低くなっています。 

 

■障害者差別解消法の認知 

知っている

23.2%

知らない

73.6%

無回答

3.2%

回答数

345人

 

■合理的配慮の認知 

「合理的配慮」

という考え方に

ついて知っている

7.0%

言葉は聞いた

ことがある

17.7%

知らない

70.1%

無回答

5.2%

回答数

345人

 



 

 

１５６ 

 

障害者虐待防止法の認知について、「知っている」（35.1％）、「知らない」

（60.0％）と３割程度の認知度となっています。 

成年後見制度の認知について、「知っている」（63.8％）、「知らない」（35.1％）

となっており、６割以上の人が知っているという結果となっています。 

 

■障害者虐待防止法の認知 

知っている

35.1%

知らない

60.0%

無回答

4.9%

回答数

345人

 

■成年後見制度の認知 

知っている

63.8%

知らない

35.1%

無回答

1.2%

回答数

345人

 

 



 

 

１５７ 

７ 障害者福祉に関する用語解説 

 

見出 語 句 解   説 

あ行 アクセシビリティ 

 

障害者や高齢者など心身の機能に制約のある人でも、必

要とする情報に簡単にたどり着け、利用できること。 

 医療的ケア児 

 

ＮＩＣＵ（新生児集中治療管理室）等に長期入院した

後、引き続き人口呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引

や経管栄養等の医療的ケアが日常的に必要な障害児のこ

と。 

 インクルーシブ教

育システム 

人間の多様性の尊重等を強化し、障害者が精神的及び身

体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会

に効果的に参加することを可能にすることを目的に、障害

のある者と障害がない者が共に学ぶしくみ。 

 運営適正化委員会 

 

各都道府県の社会福祉協議会に設置されている機関で、

福祉サービスの利用者が、事業者とのトラブルを自力で解

決できない場合に、サービスや利用者の財産管理が適切に

運営されているかを調査し、専門知識を備えた委員が中立

な立場から解決に向けた仲介や助言・勧告する役割を担

う。 

 ＮＰＯ 民間非営利団体（組織）のことで、営利企業のように利

益の分配を目的とせず、社会的課題に対し、自らの手で、

課題を解決しようとする団体のこと。また、ＮＰＯ法によ

り法人格を取得した団体は、特定非営利活動法人（ＮＰＯ

法人）と呼ばれる。 

か行 ケアマネジメント 

 

利用者それぞれのニーズにあわせ、適切かつ効果的なサ

ービスを提供するために各種サービスを調整すること。 

 権利擁護 

 

自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な障害

のある人などに代わって、援助者が代理としてその権利や

ニーズ獲得を行うことをいう。 

 高次脳機能障害 脳が外傷や疾病などにより部分的に損傷を受けること

で、記憶、注意、行為、学習、言語などの機能が低下した

り、感情のコントロールが困難になること。症状として、

記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害など

があらわれる。 

 合理的配慮 

 

障害者差別解消法では、障害を理由として、正当な理由

なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を

付けたりするような行為が禁止される。また、障害のある

方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に

は、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くた

めに合理的な配慮を行うことが求められる。合理的配慮

は、個々のケースで内容・方法が異なるが、例えば、車い

すの人が乗り物に乗るときに手助けをすることや、障害の

ある方の障害特性に応じたコミュニケーション手段（筆

談、読み上げなど）で対応することなどがあげられる。 



 

 

１５８ 

 

見出 語 句 解   説 

か行 心のバリアフリー 

 

偏見や固定観念など私たちの心の中に潜む目に見えない

壁をなくし、年齢・性別・障害・国籍等の違いにかかわら

ず、全ての人が平等に社会参加できる社会や環境について

必要な行動をするという考え方のこと。 

さ行 災害時ボランティ

アコーディネータ

ー 

 

災害時に駆けつけたボランティアのコーディネート役と

して、人材の適切な動員、派遣、配置や個人ボランティア

の組織化、グループ間での人員配置調整、救援物資等の配

分はもとより、ボランティア活動に不可欠な被災地ニーズ

の収集などにあたる人。 

 児童発達支援セン

ター 

 

通所利用障害児への療育やその家族に対する支援を行う

とともに、その有する専門機能を活かし、地域の障害児や

その家族の相談支援、障害児を預かる施設への援助・助言

を行うことを目的とする施設。 

 児童福祉法 

 

児童が良好な環境において生まれ、且つ、心身ともに健

やかに育成されるよう、保育、母子保護、児童虐待防止対

策を含むすべての児童の福祉を支援する法律。平成 28 年 5

月の一部改正により、地方公共団体に対し、医療的ケアを

要する障害児に対する支援や、障害児のサービス提供体制

の計画的な構築などが義務づけられた。 

 社会モデル 障害は社会的な障壁によって作られた問題であるため、

障壁を取り払うための努力を社会の側にも求める考え方。 

 社会的障壁 

 

障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で

障壁となるようなものを指す。例えば、①社会における事

物（通行、利用しにくい施設、設備など）、②制度（利用

しにくい制度など）、③慣行（障害のある方の存在を意識

していない習慣、文化など）、④観念（障害のある方への

偏見など）などがあげられる。 

 社会福祉協議会 

 

地域福祉の推進を図ることを目的に活動し、民間の福祉

活動を総合的に推進する公共性・公益性の高い民間の非営

利団体。地域の住民、ボランティアや福祉・保健等の関係

者の参加・協力を得て、行政やさまざまな関係機関・団体

との連携をもとに住民が安心して暮らせる福祉コミュニテ

ィづくりの活動を進めている。 

 手話 手の位置、手の形、手の動きなどを組み合わせて表現

し、目で読む、聴覚障害者のコミュニケーション手段。 

 小児慢性特定疾病 厚生労働省が小児慢性特定疾病治療研究事業として、治

療の確立と普及を図り、あわせて医療費の公費負担や日常

生活用具の給付等を行っている疾病。主に 18 歳未満で 14

疾病群の 722疾病が対象。（平成 29年 4月現在） 

 



 

 

１５９ 

 

見出 語 句 解   説 

さ行 障害者基本法 

 

障害者の自立と社会参加の支援などのための施策に関し

て基本理念を定め、国や地方公共団体の責務を明らかにす

るとともに、施策の基本となる事項を定めることによって

障害者施策を総合的かつ計画的に進め、障害者福祉を増進

することを目的とする法律。平成 23 年 8 月に改正され、障

害者の定義の見直しとともに、差別の禁止や療育、防災及

び防犯など新たな規定が追加された。 

 障害者虐待防止法 

 

障害者の虐待の予防と早期発見及び養護者への支援を講

じるための法律。国や地方公共団体、障害者福祉施設従事

者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課

すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見

した者に対する通報義務を課すなどしている。平成 24 年 10

月から施行された。 

 障害者権利条約 

 

障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の

固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の

権利の実現のための措置等について定めた条約。平成 18 年

12 月に国連総会において採択され、わが国は、平成 19 年 9

月に署名、平成 26年 1月に批准した。 

 障害者差別解消法 

 

障害者基本法第 4 条の「差別の禁止」の基本原則を具体

化し、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的

として、障害者に対する差別を禁止し、被害を受けた場合

の救済等を定めた法律。平成 28 年 4月に施行された。 

 障害者週間 障害者基本法に定める、12 月 3 日から 12 月 9 日までの 1

週間の名称。国民の間に広く障害者の福祉について関心と

理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他

あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めること

を目的とする。 

 障害者支援施設 障害者総合支援法により「障害者につき、施設入所支援

を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービ

スを行う施設」と規定されている施設。具体的には、障害

者に対し、夜間から早朝にかけては施設入所支援を提供す

るとともに、昼間は生活介護などの日中活動系サービスを

行う社会福祉施設。 

 障害者自立支援法 

 

障害のある人が、自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう必要な障害福祉サービス等を提供し、福

祉の増進を図るとともに、地域で安心して暮らせる社会の

実現を目指した法律。平成 25 年 4 月から「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（障害者総

合支援法）に改正された。 

 



 

 

１６０ 

 

見出 語 句 解   説 

さ行 障害者総合支援法 

 

平成 25 年 4 月に障害者自立支援法が改正され、「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

（障害者総合支援法）が施行された。この法律では、障害

者基本法を踏まえた基本理念の創設や目的規定の見直し、

制度の谷間に支援を提供する観点から、障害者の定義に難

病などが追加された。また、平成 28 年 5 月の改正によ

り、障害者が自ら望む地域生活が営むことができるよう、

「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実等の見直し

が行われた。 

 障害者優先調達推

進法 

国・地方公共団体等による障害者就労施設等からの物品

及び役務の調達を推進し、障害者就労施設で就労する障害

者等の自立を促進に資することを目的とする法律。平成 25

年 4月 1日から施行された。 

 障害者雇用促進法 障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措

置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の

職業の安定を図ることを定めた法律。平成 28 年 4 月に改

正され、差別の禁止、合理的配慮の提供義務、苦情処理・

紛争解決援助等の規定及び精神障害者を法定雇用率の算定

基礎に加える等の措置を講ずる見直しがされた。 

 身体障害者手帳 

 

身体障害者福祉法に基づき、都道府県知事又は指定都市

の市長が交付する手帳。交付を受けた者は、各種の福祉サ

ービスを受けられる。対象となる障害は、①視覚障害、②

聴覚又は平衡機能の障害、③音声障害・言語障害又はそし

ゃく機能の障害、④肢体不自由、⑤内部機能障害（心臓、

じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸、肝臓、免疫機

能の障害等）で、障害の程度により 1 級から 6 級に分けら

れる。 

 身体障害者補助犬

法 

身体障害者補助犬の育成と身体障害者補助犬を使用する

身体障害者の施設の利用と円滑化、社会参加の促進を図る

ため、身体障害者の訓練事業者及び使用者の義務等を定め

るとともに、身体障害者が公共的施設、公共交通機関等を

利用する場合において、身体障害者補助犬を同伴すること

ができるようにするための措置を講ずること等を定めた法

律。平成 19年 12月に一部改正された。 

 生活習慣病 

 

食生活、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、

疾病の発症や進行に深く関与する病気の総称。 

 精神障害者保健福

祉手帳 

 

精神保健福祉法に基づき、都道府県知事又は指定都市の

市長が、精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会

生活への制限がある者に対して、交付する手帳。統合失調

症、そううつ・うつ病、てんかん、その他の精神疾患が対

象となる。各種の支援施策の推進、障害者の自立や社会参

加の促進を図ることを目的としている。障害の程度によ

り、1級から 3級までに分けられる。 



 

 

１６１ 

 

見出 語 句 解   説 

さ行 成年後見制度 

 

認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断す

る能力が十分ではない人のための「法定後見制度」と将来

に能力が不十分になった場合に備える「任意後見制度」が

ある。 

法定後見制度では、家庭裁判所で本人の判断能力に応

じ、成年後見人・保佐人・補助人が選任され、当事者の財

産管理や身上監護などで不利益が生じないように保護・支

援を行う。 

 ソーシャルスキル 他人と良い関係を築き、社会に適応するために必要な能

力のこと。 

た行 地域包括ケアシス

テム 

 

子どもから高齢者まで障害の有無にとらわれず「住まい」

「医療」「介護」「介護予防」「福祉・生活支援」などのサー

ビスを必要とする人に一体的に提供するための仕組み。平

成 28 年 5 月の障害者総合支援法の一部改正により、精神障

害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築が市町村に

義務づけられた。 

 徳島市災害時避難

行動要支援者避難

支援プラン 

災害時に、要支援者に対し、迅速かつ安全に避難支援が

行えるよう、平常時から避難支援者や避難方法などを決め

ておくもの。 

 徳島市障害者自立

支援協議会 

 

徳島市における障害者等への支援体制に関する課題につ

いて情報を共有し、地域の関係機関の連携の緊密化を図る

とともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を

行い、障害者等への支援体制の整備を図るために、平成 19

年 3月に設置された。 

 とくしま見守りね

っと（徳島市高齢

者・障害者等見守

りネットワーク） 

高齢者や障害者等が地域で安心して暮らせるように、協

力事業所等と連携し、見守り活動や安否確認を実施してい

る。 

 特定医療費（指定

難病）助成制度 

 

平成 27 年施行の「難病の患者に対する医療等に関する法

律」に基づき、難病の患者に対し、その治療の確立と医療

費の負担軽減に資するため、難病患者への医療給付の自己

負担分等の一部を公費で負担するもの。それ以前は、特定

疾患治療研究事業として実施していた。 



 

 

１６２ 

 

見出 語 句 解   説 

た行 特別支援学校 

 

視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又

は、病弱者（身体虚弱者を含む）に対して、幼稚園、小学

校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障

害による学習上又は生活上の困難を克服し、自立を図るた

めに必要な知識や技能を授けることを目的とする学校。幼

稚部、小学部、中学部、高等部に区分され、特別な支援が

必要とされている幼児・児童生徒の教育に関し、必要な助

言や支援を行うことから、地域の特別支援教育のセンター

的な役割を担っている。平成 19 年度より従来の「盲・ろ

う・養護学校」が一本化された名称。 

特別支援教育 

 

学習障害、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症を含めた

障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、幼児児童

生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高

め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、適切

な指導及び必要な支援を行う教育。 

な行 難病 

 

発病の原因が明らかでなく、かつ、治療方法が確立して

いない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより

長期にわたり療養を必要とすることとなるものと定義され

ている。 

 日常生活用具  重度障害者等の日常生活上の便宜を図るための用具。具

体的には、特殊寝台、入浴補助用具、電気式たん吸引器、

人工喉頭等。 

 ノーマライゼーシ

ョン 

障害者や高齢者を特別視するのではなく、一般社会の中

で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、そ

のあるがままの姿で他の人々と同等の権利を享受し、共に

生きる社会こそノーマルな社会であるという考え方。 

 NET119 緊急通報シ

ステム 

 

聴覚障害者や言語障害等により音声通話が困難な者が、

携帯電話やスマートフォンのウェブ（インターネット機

能）を通して、簡単な画面操作で 119 番通報を行うことが

できるシステム。事前に利用者登録が必要。 

は行 発達障害 

 

発達障害者支援法では、自閉症、アスペルガー症候群そ

の他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害そ

の他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常

低年齢において発現するものとして定義されている。 

 バリアフリー 

 

もともとは障害のある人が社会生活をしていく上で妨げ

となる段差等の物理的な障壁（バリア）をなくす意味の建

築用語。現在では、物理的な障壁の除去に限らず、制度

的、心理的な障壁も含め、障害者の社会参加の妨げとなる

あらゆる障壁を取り除く意味で用いられる。 

 ピアカウンセリン

グ 

同じ障害のある人が相談員となり、お互いに平等な立場

で話を聞き合い、情報提供を行うことで、自分の問題を自

分で解決していけるよう手助けすること。 
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見出 語 句 解   説 

は行 福祉的就労 障害が理由で一般就労が困難な人が、障害者就労支援施

設や作業所において職業訓練などを受けながら作業を行う

こと。雇用契約が結ばれる就労と雇用契約が結ばれない就

労形態がある。 

福祉避難所 

 

一般の避難所（一次避難所）での生活に支障のある障害

者や高齢者等に必要な生活支援が受けられるなど、安心し

て生活できる体制を整備した避難所（二次避難所）。 

 ヘルプカード 困っているときにそのことをうまく伝えられない知的障

害者、話しかけられてもコミュニケーションをとることが

できない聴覚障害者、支援を必要としていることがわかり

づらい内部障害者、難病の者など、援助や配慮を必要とし

ていることが外見からはわからない者が、援助を得やすく

するためのカード。 

 法定雇用率 

 

障害者雇用促進法によって、従業員数が一定以上の民間

企業や国・地方公共団体に対し義務づけられた障害者雇用

の最低比率。 

 補装具 身体障害者が装着することにより、失われた身体の一

部、あるいは機能を補完するもの。具体的には、義肢（義

手・義足）・車椅子・装具・義眼・補聴器等。 

 ボランティアセン

ター 

 

ボランティアに関する事務を行い、ボランティアの活性

化を図る推進機関の総称で、社会福祉協議会によって設置

されることが多い。ボランティア情報の収集と発信、ボラ

ンティアコーディネート業務、広報誌の発行、ボランティ

アに関する教育・研修の場、ボランティアの情報交換の場

として機能している。 

や行 ユニバーサルデザ

イン 

「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障害

の有無などにかかわらず、だれもが利用可能であるように

設計段階からあらかじめデザインすること。 

 ユーザビリティ 入力装置やソフトウェアの操作感、使い勝手のこと。 

 要約筆記 

 

話し手の内容を要約し、それを筆記やパソコン等を用い

て聴覚障害者に伝達する方法。 

ら行 ライフスキル 日常生活に生じる様々な問題や要求に対して、より建設

的にかつ効果的に対処するために必要な能力のこと。 

 ライフステージ 

 

人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・

老年期など、年齢等によって変化するそれぞれの段階。 

 リハビリテーショ

ン 

障害者や事故・疾病で後遺症が残った者などを対象と

し、身体的・心理的・職業的・社会的に最大限にその能力

を回復させるために行う訓練・療法や援助。 

 療育 

 

障害のある子どもが、社会的に自立することを目的とし

て行われる医療と治療教育のこと。 
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ら行 療育手帳 

 

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害

と判定された人に対して交付される手帳。療育手帳を所持

することにより、知的障害者（児）は一貫した指導・相談

を受けるとともに、各種の援護措置を受けやすくなること

を目的としている。各都道府県の実施要綱に基づき、都道

府県知事又は指定都市の市長から交付される手帳には、障

害の程度により重度の場合には「Ａ」、その他の場合には

「Ｂ」と記載される。 

 レスパイトケア 一時的に介護を代替し、障害者等を在宅で介護・支援し

ている家族の負担を減らすことを目的とする支援。 

 


